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本日の委員会に付された案件は次のとおりである。  
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    午前９時 30分 開会 

 

○委員長（中川敦司君） 

皆様おはようございます。 

ただいまの出席委員は６名であります。 

定足数に達しておりますので、これより昨

日に引き続きまして予算特別委員会を再開し

たいと思います。 

昨日は、第 20 号議案の一般会計予算の予

算説明資料におきまして、117 ページの健康

増進課まで終了しております。 

そういった意味で本日は、予算説明資料の

118 ページの建設課から審査を始めたいと思

います。 

それでは、提案理由の説明を求めます。 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

おはようございます。建設課、杉本です。 

それでは令和７年度、建設課の予算につい

て、お配りしました主要工事の予定箇所図と、

予算書、予算説明資料をもとに御説明申し上

げます。 

着座にて説明いたします。 

予算書 109 ページ、予算説明資料 119 ペー

ジ、主要工事の予定箇所図を御覧ください。 

小事業名１、ため池防災減災事業 3,300 万

円ですが、図面の左上、山の神池これは吉川

なんですけども、この池の廃池工事に係る費

用でございます。 

工事の内容としましては、池に水が溜まる

機能をなくすため、堤体の一部を切り欠き、

既存の水路へ接続するものであります。 

また、歳入のほうですけども、特定財源の

3,300 万円は、予算書 48 ページのため池防

災減災事業補助金、これは府の補助金になり

ます。 

続きまして、予算書 115 ページ、予算説明

資料 122 ページを御覧ください。あと、主要

工事の予定箇所図も御覧ください。 

小事業名２、町道等維持補修事業 3,371 万

7,000 円の主なものは、工事では、図面右側

の１の①町道福田線の路肩補修工事、１の②

の町道西野中ノ西線の路肩補修工事、あと、

町内全域で町道に不具合があった場合に緊急

対応する年間維持工事と、あと、根上がり対

策等を含めた道路の維持補修工事を計上して

おります。 

福田線と西野中ノ西線の路肩補修工事の内

容なのですけども、二つとも道路の路肩が、

構造物の老朽化により倒壊のおそれがあるた

め、擁壁や構造物の更新と排水等の施設を整

備するものであります。 

続きまして、予算書 116 ページ、予算説明

資料 125 ページ、主要工事の予定箇所図を御

覧ください。 

小事業名、道路舗装事業 3,030 万円の主な

ものは、図面の左端、番号２の①吉川地区の

舗装工事、番号２の②のときわ台東２号線の

舗装工事でございます。 

工事の内容は、老朽化した舗装の打ち替え

工事となります。 

歳入のほうですけども、特定財源の 2,697

万 1,000 円につきましては、予算書 43 ペー

ジの社会資本整備総合交付金の国庫補助金と、

予算書 57ページの土木債でございます。 

続きまして、予算書 116 ページ、予算説明

資料 126 ページを御覧ください。あと、主要

工事の予定箇所図を御覧ください。 

小事業名、橋梁長寿命化等事業 4,712 万円

ですが、工事では、図面中央上の、番号で言

いますと、３の①女美尾橋の修繕工事、その

下になるんですけども、番号３の②高橋修繕

工事と、あと業務委託では、橋梁の定期点検

業務、これは主に野間口地区の橋梁になるん

ですけども、が計上しております。 

補修工事の内容としましては、女美尾橋で

は橋桁端部に腐食による断面欠損、断面減少

が見られるため、損傷部に補強部材を取り付
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けるものであります。 

高橋では床版桁に対してひび割れと断面欠

損が見受けられますので、ひび割れ補修、断

面修復と、あとそれと補修が終わった後の表

面保護を行うものであります。 

歳入の特定財源でありますけども、予算書

43 ページ、道路メンテナンス事業補助金及

び予算書 57ページの土木債でございます。 

なお、橋梁長寿命化等事業につきましては、

昨年度、大阪府池田土木事務所と、豊能町道

女美尾線ほか維持保全事業等の住宅及び職員

派遣に関する基本協定を締結しており、それ

に伴い豊能町道女美尾線ほか維持保全事業等

の委託契約を予定しております。 

これらに伴い当該事業を大阪府池田土木事

務所へ委託することになり、工事請負費と業

務委託料については予算書では受託者である

大阪府池田土木事務所に支払う負担金という

ことで計上しております。 

続きまして、予算書 117 ページ、予算説明

資料 127 ページ、主要工事の予定箇所図を御

覧ください。 

小事業名、通学路等交通安全整備事業 330

万円の主なものは、図面左下、これは光風台

地区になるんですけども、道路灯の立替工事

を計上しております。 

歳入の特定財源 330 万につきましては、予

算書 57ページの土木債でございます。 

建設課からは以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

おはようございます。都市計画課の臼井で

す。よろしくお願いします。 

それでは、都市計画課より予算説明を行い

ます。 

予算書 98ページから 121 ページまでと、 

予算説明資料 130ページから 142ページまで

で、特に例年と比べ違う項目について、着座

にて御説明させていただきます。 

それでは、予算説明資料 133 ページを御確

認ください。 

２．構成事務事業、小事業名２の家屋除却

補助事業につきましては、６件分の除却補助

を見込んでいるため、75 万円の増となって

おります。 

内容としましては、老朽化した危険な空き

家を除去する所有者に対し、除却費用の一部

最大 75 万円かつ３割以内を補助し、本年度

におきましては 75 万円掛ける６件分 450 万

を計上しております。 

ちなみに令和６年度の実績としましては４

件であり、全てもう建替済みであります。 

次に、予算説明資料 138 ページを御覧くだ

さい。 

 ２．構成事務事業、小事業名７の公園・緑

地・街路樹等管理事業につきましては、公園

内にある公園灯１基の立替費用となり、130

万を計上しております。 

内容としましては、老朽化や経年劣化、ま

たペット等による動物の尿や凍結防止剤、融

雪剤により腐食した公園灯の立替工事になり

ます。 

次に、予算説明資料 140 ページを御覧くだ

さい。 

２．構成事務事業、小事業名２の自転車乗

車用ヘルメット補助事業につきましては、自

転車乗車用ヘルメットを購入した 15 歳以下

までの町内在住者に対する補助金を交付する

ため、事業費 10万円を計上しております。 

事業費に当たっては、前年度の実績件数を

考慮し算出しております。 

令和６年度の実績としては 37 件、利用者

の割合は、地区別では西地区が 80％であり、

年齢別では６歳から 12 歳の小学生が 70％、

購入時期については４月から６月の年度始ま

りに集中しておりました。 

都市計画課からは以上でございます。 
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御審査いただき、御決定を受け承りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

おはようございます。農林商工課の井上で

す。 

農林商工課の所管業務につきまして、新規

の事業や例年と大きく変動のあった事業を中

心に説明いたします。着座にて失礼いたしま

す。 

まず、予算書 106 ページ、予算説明資料

145 ページ、農業委員会運営事業でございま

す。 

小事業１の農業委員会運営事業は、農業委

員会の運営に関する事業でございます。 

令和６年度予算において、地域計画の策定

に関する経費としまして計上しておりました

分が令和７年度は減額になっております。 

小事業２、名称は小事業１と同じ農業委員

会運営事業でございますが、こちらは臨時事

業でございまして、農地台帳システムの改修

費用でございます。 

今般、基幹系の情報システムの標準化が施

行されることに伴いまして、標準化後の新た

なシステムとの連携を可能とするために、改

修が必要となっております。 

次に小事業３、農地利用最適化事業は、地

域計画の策定後、年に１度以上は地域での協

議を実施しなければなりませんのでそれに要

する費用でございます。 

次に予算書 108 ページ、予算説明資料 146

ページの農業関係団体等支援事業でございま

す。 

当事業は、農業施策に関連する各種団体へ

の負担金や補助金でございます。合計で 19

万 1,000円の増額になっております。 

増額の内訳でございますが、まず、農業祭

実行委員会に対する補助金が６万 6,000円増

額になっております。 

これまで観光事務事業において作成し、支

出しておりました農業祭のチラシの印刷代金

を、農業祭実行委員会で一本化して作成し支

出する形に改めるために、予算を組み替えた

ものでございます。さらに土地改良区運営補

助金が 12 万 5,000 円の増額になっておりま

す。これは、大阪府土地改良事業団体連合会

に支払う賦課金の耕地面積割の部分につきま

して、修正の指摘を受けたことに伴い増額の

必要が生じたことによるものでございます。 

その他の団体に対する負担金、補助金は変

更ございません。 

次に予算書 108 ページ、予算説明資料 147

から 148 ページでございます。農業振興事業

です。 

小事業１、農業振興事業は、主に農業振興

に係る事務の執行に関する費用でございます。 

これまで林業総務費で計上しておりました

燃料費等の公用車の維持管理に要する費用で

すが、農業振興事業のほうがふさわしいとい

うことから、組み替えましたため増額になっ

ております。 

小事業３、とよの就農支援塾事業は、豊能

町内の農業の担い手不足を解消することを目

的として、新たに就農を希望される方などに

向けまして、農業に関する知識や技術に関す

る講習、実習などを実施する事業でございま

す。 

支出の主なものはこの支援塾の運営に係る

委託料などでございます。増額になっており

ますが、この内訳は、例年実施しております

１年間にわたって実施する就農支援塾の費用

に加えまして、令和７年度は、有機農業に新

たに取り組もうとする方を対象としまして、

有機農業に関する研修を別途実施するための

費用を計上しております。 

財源としまして、従来からの就農支援塾に

おきましては、参加者の負担金に加えて、国
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からの補助を受けて実施する予定でございま

す。また、有機農業に関する研修につきまし

ては、大阪府の補助事業としましてこちらも

補助を受けて実施する予定であり、町の負担

は減らす方向で進めております。 

次に小事業４、農業法人設立支援事業は、

直売所志野の里の運営の支援に係る事業でご

ざいます。 

主な減額の要因としまして、これまで町の

予算で支出しておりました直売所志野の里の

運営に係る光熱水料費を、自立に向けて令和

７年度より直売所運営協議会で負担していた

だくことにしましたことにより、その費用が

減額になっております。 

次に小事業７、有機農業転換事業は新規事

業でございまして、従来からの農業から新た

に有機農業に転換される農業者に対しまして、

有機種苗の購入や土づくりに係る費用など、

有機農業を開始する上で必要となる経費の一

部についての支援を行う事業でございます。 

国の補助事業として実施するものでござい

まして、財源として全額補助金を受ける予定

でございます。 

次に小事業８、鳥獣被害防止事業は、シカ

やイノシシ、アライグマなどの鳥獣による農

林業被害の対策を実施する事業でございます。 

有害鳥獣の駆除や柵の設置費用の補助など

が主なものでございます。 

この事業でございますが、令和６年度まで

は、林業総務費の野生鹿、猪等農林業被害防

止事業として予算を計上しておりましたが、

近年、農業被害が増加し、農業に及ぼす影響

が非常に大きくなっていることなどを踏まえ

まして、農業施策の一環として進めるべきで

はないかと考えまして、令和７年度予算より

農業振興費に組み替えて計上しております。 

事業の概要につきましては例年と同様で変

更はございませんが、実績により、増額にな

っております。 

次に、予算書 111 ページ、予算説明資料

154ページ、森林管理事業でございます。 

小事業１の森林管理事業は、森林の管理に

要する事務の費用でございます。 

公用車の維持管理に要する経費を農業振興

費に組み替えたことによりまして、こちらは

減額になっております。 

農林商工課所管の主な事業に関する説明は

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中井課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

おはようございます。環境課、中井です。 

それでは、環境課の所管する主な事業につ

きまして御説明をさせていただきます。 

着座にて失礼いたします。 

予算説明資料 158 ページ、予算書 102 ペー

ジを御覧ください。大事業名、飼い犬登録事

業です。 

小事業名２の犬の登録管理システム導入事

業 75 万 4,000 円ですが、平成 26 年度に導

入した現行の犬の管理システムを最新のもの

に入れ替えるものです。 

続きまして予算説明資料 161 ページ、予算

書 104 ページを御覧ください。大事業名、広

域ごみ処理事業です。 

小事業名２の猪名川上流広域ごみ処理施設

組合負担金事業として、同組合への負担金１

億 4,437万 6,000円を計上しております。 

前年度と比べて 765万 5,000円の減額とな

っております。減額の主な要因は、同組合の

施設管理運営委託料の減によるものです。 

続きまして、１段下の小事業名３、豊能郡

環境施設組合負担金事業ですが、２億 2,450

万円を計上しております。 

前年度と比べて２億 287 万円の増額となっ

ておりますが、増額の主な要因は、同組合が

行う廃棄物管理施設設置工事に伴うものです。 

続きまして予算説明資料 164 ページ、予算
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書、104 ページを御覧ください。大事業名ご

み収集事業です。 

小事業名２のごみ収集事業の 4,884 万円で

すが、不燃ごみ、有害ごみ、空きビン、空き

缶の収集運搬業務につきまして、令和７年度

から 11 年度までの５年間の一括契約を行う

ために、先の 12 月議会におきまして、債務

負担行為の補正をお認めいただきましたので、

別枠にて計上したものでございます。 

予算説明資料、165 ページ、予算書 105 ペ

ージを御覧ください。大事業名、し尿処理事

業です。 

小事業名１のし尿等処理事業の 2,994 万

8,000 円ですが、し尿処理を行う衛生センタ

ーの維持管理運営費です。 

摂津市からのし尿受入れを実施しておりま

すので、同市よりし尿等受入負担金として

2,921 万 2,000 円の歳入を見込んでおり、そ

の全額を特定財源として充当しております。 

環境課のほうからは以上でございます。 

御審議、御決定賜りますようよろしくお願

いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

それではこれより質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

おはようございます。管野です。 

119 ページのため池防災減災事業ですが、

昨年度、山の上池と下池っていうんですか、

議事録は見たんですけども。それの基本設計

が入っていたと思うんですが、そっちのほう

の池は、今回、改修しないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

昨年度、事業自体は山の上池・下池、二つ

池あるんですけども、この池をもう廃池にす

る事業でございます。 

昨年度はその廃池にするための工事の実施

設計を行いまして、来年度、廃池に関する工

事を行う予定でございます。 

上池と下池二つ、下池も入ってます。 

○委員長（中川敦司君） 

 はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

おはようございます。才脇です。 

121 ページ。１番、土木災害予防事業、こ

れ戸知山の一部ですか。清水建設との阪大の、

また違う。 

ちょっとここの説明をお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

小事業１の土木災害予防事業ですけども、

これは町内に６か所、雨量計を設置してまし

て、土石流の災害防止の監視装置という形で

運用してるんですけども、その雨量計の保守

管理の業務と、あとはそのデータをホームペ

ージ上に情報をアップしたりとか、それの保

守管理に充てている事業でございます。 

令和６年度から令和７年度に対して、予算

が減ってる、減になってる内容につきまして

は、昨年度までは、雨量計の保守管理を大阪

府と町で行っていたのですが、来年度より、

土砂システムの更新に伴って、保守管理が大

阪府の単独になったもので町の負担がなくな

ったもので減額になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

わかりました。思い出しましたすいません。 

そして同じページの３番、がけ地近接等危

険住宅移転事業、これは、移転、引っ越しす

るのに補助するということなんですか。 

○委員長（中川敦司君） 



6 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

この事業は、事業概要にも記載させていた

だいてますけども、土砂災害特別警戒区域に、

お家ですね建物のある場合に対して、その危

険箇所からその建物を除却して、新たに引っ

越しして、またそこに新しく家を建てる場合

に対する補助の制度であります。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

１軒につき幾らですか。 

○委員長（中川敦司君） 

杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

ここに記載してます 862 万 6,000円が１軒

分の金額であります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

過去にそういう事例はありました。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

この制度は、大阪府下でもなかなか活用さ

れる方は少ないんですけども、豊能町では、

過去に３軒実績があります。平成 29 年と平

成 30 年と令和２年に３軒、実績はあります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

出なかったら私のほうからしましょうか。 

すいません、説明資料の 120 ページをお願

いします。 

この中の小事業名ですね、地籍調査推進事

業ですけれども、今ずっとね、約 30 年かか

るだろうと言われながらね、続けていただい

ておるかと思いますが。この金額が令和６年

と比べて増えているという要因と、あと、今

回令和７年度の調査対象になっている地域、

何丁目とかいうそういうところまでもしわか

るようであれば、お答えいただきたいと思い

ます。 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

まず一つ目の事業費の増ですけども、対象

事業区域がときわ台４丁目から東ときわ台２

丁目に来年度から変わることで、筆数が 270

から 303 と増えること、あとは地区面積も若

干増えることと、あと関係地権者数も大幅に

増えることで、事業費が増えております。 

あと、事業区域ですけども、来年度は、先

ほども申し上げましたが、東ときわ台２丁目

を行う予定であります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうございます。 

ほかどうですかはい。 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

122ページをお願いします。 

これ事業内容がね、凍結防止剤の散布等っ

て書いてるんですけど、これは１番に、維持

確保を図るの安全性の維持確保を図る、この

１番に該当するんですね。 

３、凍結防止剤ですね。これね。今年雪降

ったでしょ。私、川西から帰ってきたときに、

477 走ってたら、川西までは撒いているんで

すよ。豊能町入った時点でぱあっともう全然

撒いてないんですよ。 

これは、府に連絡は誰がするんですか。気

が付いたもんがする。これも一般質問になる

ね。じゃあ関係ないんですね、477 は関係な

い。そしたら、右折してオアシスまで行く道

は町道。あそこも撒いてないんです。 
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○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

雪降ったときの対応としましてはあと、凍

結防止剤といって、路面が凍結するんを防止

する材料と、あとは雪が降ったときに雪を解

かす融雪剤、２種類あるんですけども、今回

の場合は、凍結防止剤ということで、雪が降

る前に事前に散布するという形をちょっと主

に、取らさしていただきました。 

今委員が御指摘のように、撒いてないと、

ちょっと時間帯がちょっとわからないんです

けども、凍結防止剤を撒く時間帯としまして

は大体、夜中に撒きますので、そこでちょっ

と、見られてなかっただけかなとは思うんで

すけども。今年に関してはちょっと、雪のほ

う多く出ましたので、そのときにはちょっと

空振りもありましたけども多めにちょっと撒

く機会が多かったものですから、その撒いて

ないということは今年に関してはなかったと

思います。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっと質問、私のほうさせてもらいたい

んですけども、凍結防止剤と今の融雪剤と２

種類ありますよということで、凍結防止剤は

かなり冷え込むような、夜中に何か撒きはる

みたいなねそんな答弁やったんですけども。 

それ撒いた状態のところに雪が降りました、

積もりました、その雪はその既に撒いた凍結

防止剤で溶かすことができるのかどうか、そ

の辺りちょっとお伺いします。 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

その件に関しましては昨年度ですね、試験

的に事前散布をして、融雪効果があるのかど

うかを確認した上で、今年度も運用しており

ますんで、一応、凍結防止剤的な机上上の性

能なんですけども、十分、凍結を防止するだ

けでなくて、撒いた後に降雪があった場合は、

吸水反応ということで、水を吸うことによっ

て発熱して溶かす作用はあります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

おはようございます。高尾です。 

説明資料のところの 122 ページ、３番です

が、里道は東西にあると思うんですけれども、

この里道は減額にはなっておりますが、予算

的には。 

これはどのところの箇所を言うのか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

委員御指摘のこの事業費が減になっている

理由ですけども、昨年度まで、浅田切畑地区

で水路工事のほうをちょっと行ってまして、

それの事業が昨年度で終了したことで減額と

なっております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

続きまして里道の件なんですけどね。住民

さんからこれ里道やねんけど、ちょっと格上

げして町道と同様に直してほしいっていうお

話も聞いて、直接部長にもお話ししたと思う

んですけど。 

これは大体そのときには二、三戸の家が固

まってたら、できるとかおっしゃってたんで

すけど、この辺ちょっと明確に、明確にちょ

っと言ってもらえませんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。おはようございます。都市建設部、

坂田です。 
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町道の格上げの御質問です。 

これについては、建設課のほうで一応内規

みたいなものを定めておりまして、まず幅員

が４メーター以上を確保しないといけないと

いうことになっております。 

ちょっとその現状の道の幅がわかりません

が、もしそれが生活道路レベルの４メーター

切った例えば３メーターとか、２.５メータ

ーとかの場合は、今は原則、寄附という形で、

両サイドの土地をですね、いただいてそれで

整備工事をして４メーター確保するという形

をとっております。 

ちなみに事例としては、来年度高山の集落

入ってすぐのところにあります木代高山線と

いうところがちょうどそれにあたりまして、

幅員は今２メーター50 ぐらいの道を整備し

てほしいという要望がありましたので、寄附

をいただきまして、来年度、そこを４メータ

ー以上の道に確保するというようなことも進

めております。 

あとはさっき議員からもありましたとおり、

戸数が１軒だと、なかなかちょっと難しいと

こありますので、最低複数軒がそこにないと

なかなかちょっと難しいというのがあります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

年金暮らしで、自分でその材料買ってね、

ペタペタペタペタ補修しているんですって。 

それも自分も年取っていくし、ちょっと後の

ことが心配やなあということで、ちょっと相

談を受けて今お話しさせてもらった次第です。 

それはもうこれでいいです。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

127ページの通学路の街灯かな。 

まず距離とこれ１基なのか何基なのかとい

うことと、この取替っていうのは上にある個

別計画に基づいたものなのか、今後の計画も

併せてお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

街路灯の立替工事のほうですけども、令和

２年、ちょっとすいませんちょっと年度忘れ

たんですけども、一度街路灯の一掃点検を行

いまして、その点検結果から修繕の計画を作

成しております。 

計画上は、年間４基ずつを立て替えていき

たいなとは考えてるんですけども、ちょっと

なかなか財政状況も苦しいところなので、今

のところは、年間３基ずつ。あと、健全度判

定が４と、倒壊のおそれのあるものに関して

は、点検終了時の年に、全て立替えを終了し

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

あと何年ぐらいかかりそうですか。 

いやわからない。計画立ててるとおっしゃ

ってるから、どうなのかなあと思って。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

今立替えは健全度３のものを立て替えてい

く段階にあるんですけども、それが今 68 本

あります。 

年間３本ずつだと、20 年ぐらいかかるの

かなと。 

それまでにまた新たに点検しますんで、そ

こでまた、劣化が進んで４になったらもうち

ょっと緊急的には立て替えていくということ

で、ちょっと、なかなか予算がつかない中で
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長期になるんですけども、以上、維持管理は

ちょっと確実にしていきたいと思ってます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

132 ページの公営住宅管理事業ですが、前

回野間口 16 件のうち２件、余野１、吉川１

ですけどもその数字は変わらないんですか。 

それから、修繕の費用なんですけど、出は

ったらもうここは除却っていう形なんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。都市計画の臼井です。 

委員おっしゃられたとおり、野間口と余野

住宅については同じのままなんですけども、

吉川住宅については、去年、令和６年８月に

お話のほうができまして、９月に退去されま

した。現在は空き家の状態になっております。 

あと、維持管理なんですけども、そちらに

ついては住宅地の除草業務やとか、そちらの

ほうで費用を計上しております。 

以上となります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

あそこ八幡神社の近くなんで、八幡神社の

近くですよね。 

更地にしたらその沿道賑わい事業とかそう

いうところに使うということになりませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。おはようございま

す。 

吉川住宅の跡地の活用につきましては、今

現在、総合政策課のほうと連携しながらちょ

っと進めているところでして、その土地の利

活用が明確に定まりましたら、既存の１棟の

建物を除却するような形で今のところは話を

しているところです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

関連して。昨日あれした妙見口の賑わい、

の対象にこの土地も入るのかな。 

オイスカとか吉小学校という話が出てきた

けども。 

○委員長（中川敦司君） 

吉澤課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

その賑わいの分は沿道の延長線上にありま

すので、一応入っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

毎年聞かないと駄目なんですけど。124 ペ

ージの光風台エスカレーター保守管理事業

500 万かかってるんですけど、一応どこに頼

んでいて、どういったことをされるのか、一

応答弁お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

管理運用事業の 572万 3,000円の内訳なん

ですけども、まず、エスカレーター本体の保

守点検業務を日立ビルシステムさんに業務委

託として、394 万 6,000 円で業務委託してお

ります。 

あともう１件、能勢電さんにですね、エス

カレーターを利用してもらってる方に何かあ

ったと、何かないかという監視業務のほうを

委託しまして、それが 177万 7,000円を計上
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して、合計で 572万 3,000 円となっておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

121 ページにちょっと戻ってもらって、２

番の急斜面崩壊対策区域なんですけど、これ

移転・補強に対し支援を行うと、具体的にど

ういうことをされるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

これも小事業名３番目と似たようなものな

んですけども、急傾斜地、これもレッドゾー

ンになるんですけども、そこに建っている建

物の主に補強の工事に関しての補助の事業で

あります。 

その内容としましては、設計とそれの工事

に係るこれも金額は１軒分を計上して、申請

がなければ取り下げる予定であります。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

レッドゾーン、レッドゾーンに家があって、

斜面があって 92 万円、これ大体幾らぐらい

かかるんですか。 

一部負担ということですよね。一部負担と

いうことですね、それは個人でできることな

んですか。92 万 6,000 円を補助されて、１

人でできるようなことなんですか。 

というのは、都会から引っ越ししてこられ

た方がそこに住んでしまっています。御存じ

のように。何にもできない、何かにつけて、

いろんなこと、アトリエをしようかなと思っ

ても、レッドゾーンやからしたら駄目。規制、

規制、規制で危ないとこでしたわ。それをそ

の人が知らなかったかどうかわかりませんけ

ど。 

個人でできるんですか。もし個人ですると

なったら大体、それは、長さとかその高さと

かあると思うんですけど、大体、教えてくだ

さい、大体どれぐらいかかるのか。 

家は御存じのところのお家です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

先ほどの御質問ですけども、工事費のほう

には当然上限がありまして、その金額なので

すけども、これは国とか府のほうが示されて

るんですけども、大体補強工事費用の 23％

が補助金額の上限として設定されているとい

うことです。 

それがちょっと実際できるのかどうかとい

うのは、工事の内容によると思いますのでち

ょっと、ここで即答というか確実なことをお

伝えするのはちょっと難しいです。 

○委員長（中川敦司君） 

田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

ケースバイケースになるんですけど、例え

ば、その土地が全部レッドゾーンに入ってる

のと、一部分だけ入ってるっていうのでは、

そこだけ補強したらいいのと、全部補強しな

いといけないっていうところで、金額がまち

まちになってきますので。 

個人でしなければいけないのかっていうこ

とに対しては、個人の財産を守るという観点

で、自分でやらなきゃいけないっていうよう

なところになっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 
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 秋元です。 

124 ページのエスカレーターの件なんです

けども、これ何年か前にエスカレーター、エ

レベーターの問題があって、そのときに、エ

スカレーターのほうは日立のほうがたしか部

品がそろそろなくなると。平成 30年か 31年

かな。っていう話が出てきて、じゃあエレベ

ーターのほうも考えましょうか、そのほうが、

障害者も利用できる、ベビーカーの持ってる

方も利用できるという場が下って、階段を降

りていく危険性も避けられるっていうことで、

エレベーターのことも案もあったんですが。 

そのうち日立のほうからはもうちょっと部

品がまだあると。何年か先まであると。いう

ふうなところで、多分エレベーター、私はち

ょっとそのときここに籍おりませんでしたの

で、何とも言えないんですけども。その部品

はどうなりました。 

今のエレベーター、あれは新品じゃないと

思うのでね。たしか補修か何かして、メンテ

ナンスしたと思いますのでその部品の関係は

どうなってんのかっていうことと、当然この

今後のことに差し支えますので。 

どなたかお答え願います。 

○委員長（中川敦司君） 

杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

一つ目の部品のことなんですけども、平成

28 年に一度リニューアル工事をしまして、

メーカーのほうにその部品のことを確認した

ところ 15 年は部品供給があるということで、

15 年後には、部品供給問題がまた出てくる

ということになっております。 

そのリニューアルしたのが平成 28 年なの

で 15年後といったら平成 43年なんで、あと、

10年ほどあるんですかね。 

その部品供給のほうですけども、エスカレ

ーターの部材自体の部品ではなくて、それを

制御する基盤とかそっちの部品がなくなると

いうことなので、もしその制御関係の部品を

また 15 年後にリニューアルするとなると、

現在の概算で大体 3,000 万ぐらいかかるとい

う報告を受けております。 

エスカレーターの今後の運用についての御

指摘なんですけども、3,000 万かけてリニュ

ーアルをするのか、それともまた新たに違う

方法を模索するのかっていうのはちょっとま

た今後の課題になるのかなと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今後の課題はね今後の課題でおいといて、

確認したいんですが、じゃあ２、３年先でな

くなっちゃったっていう、なくなる可能性、

なくなるんだって言った人たちが、そういっ

た部品ってどこ、制御関係、よくわからない。 

制御の関係と本体動かす関係と二つあるの

かな部品って。 

日立うそついたんかな。お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

当時の記憶ですけども、日立がうそをつい

たわけではございませんでして、新光風台が

開発されてから開発業者のほうでエスカレー

ターを設置して町のほうに帰属された設備で

はあるんですけども、当時、部品がなくなる

っていうことが、それが制御盤なのかどうか

ちょっと、ちょっと記憶が覚えてないんです

けども、通例でいくと、メーカーのほうは７

年ほどで、部品のストックはしていかなくな

るよというところで、だましだましじゃない

んですけども、日立のほうで維持管理をして

きてもらっておりまして、もうどうも、もう

部品がなくなってくるから、前向きにエスカ

レーターの在り方っていうのを考えてほしい
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というところで、日立から申入れがあったこ

とを覚えております。 

その際に、当時町の施策としましては、こ

のままエスカレーターを存続していくのか、

それともエスカレーターは御存じのとおりバ

リアフリーな設備ではありませんので、エレ

ベーターはバリアフリー法、それから福祉の

まちづくり条例っていうところで合致してお

りましたので、町のほうで、駅前のロータリ

ーのところにエレベーターの建屋を建てて、

そういうところまでちょっと青写真のほう考

えていたんですけども、当時の町の施策、そ

のときに町長選とも重なりまして、そのとき

の公約的なところで、既存のエスカレーター

をそのまま存続していくというところにシフ

トチェンジをしまして、現在、プチリニュー

アルという形で、当時のエスカレーターも今

維持管理してるっていうところになります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

あの時なんでちょっとあれですけども、町

長選は置いといて、エスカレーターが部品が

なくなるからすぐ換えるか、これでもうエレ

ベーターにするかというんじゃなくて、その

ことをやってるときに、日立のほうが、いや

まだ二、三年先まで部品があるんですと、言

ったから改修になってんでしょ。 

だから日立言い換えてんですよ。目の前の

話を二、三年先延ばしたんは日立なんです。 

だから、行政のほうも、それだったらって

いう流れがあったもんですから、お尋ねした

いんです。 

あのときの言ってた部品ね、日立言ってる

こと違うじゃないかとそのことです。 

目の前にもう二、三年先になくなっちゃう

けども、エレベーターかエスカレーターにし

ましょうという議論の中で、何でまた 15 年

ってのが出てくるのか、それ本当なのかなあ

と。その意味でお尋ねしています。 

これかなり、買い換えるにしても何にして

も大きな金額ですし、町としても計画は立て

なくちゃいけないと思いますので、ちょっと

そこ確認してください、過去のことを含めて、

日立のほうに。 

言い換えていますよ一遍日立は。二、三年

先が五、六年先ぐらいになったようなだった

ね。まあいいですはい。 

それはちょっと確認してみてください。 

今後、この件では。 

○委員長（中川敦司君） 

要望かな。 

○委員（秋元美智子君） 

 要望です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

多くの方がエスカレーターを支持されたわ

けなんですけど、やはりバリアフリーの観点

から今後どうするのかというのは、やはり考

えていかないといけないのかなと思ってます。 

今、杉本課長言われたように 15 年ぐらい、

あと 10 年ぐらいしたら部品の問題が出てく

ると。その 3,000万ぐらいかかるっていうと

ころでまた再燃するのかなと。 

この負担っていうものを、町の施策に反し

てでもエスカレーターって言ったのは地域で

すから、そこら辺のことは地域にも情報提供

を僕はしてもらいたいんですよ。それくらい

かかるんですよと。バリアフリーでもないで

すよと。でもこっち選ぶんですねっていうこ

とは、やはり地域にも情報提供していただき

たいなと思います。 

それでやはりこの 170 万、町がバリアフリ

ーとか皆全員が高齢者であっても電動の、電

動の高齢者のバギーありますよね。あれであ

ってもベビーカーであっても、誰でもが使え
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るエレベーターを覆してのエスカレーターで

すよ。これ相当な地域の決断ですよ。 

そこら辺というのは、170 万を毎年監視し

ているというところも含めて、やはりそれく

らいのものがエスカレーターだとどんどん必

要になってきますよと、こけた時危なかった

りするんでね。 

そういったのも負担がかかっているという

ことはやはり地域のほうにも情報提供しても

らいたいと思います。 

それで、やはりそれとは別に今度 10 年後、

部品の問題がなったときに、じゃあそれでも

地域はエスカレーターというんであればその

3,000 万のモーターを先に、基盤ですかね、

基盤を先に押さえとくっていう方法も出てく

るのかなというふうに考えているんですけど

も、そういうのは、地域も考えてもらったら

どうかなと思いますよ。 

やはりどっかのタイミングではエレベータ

ーの設置っていうものは必要になってくると

僕は思ってるんで、そこら辺の地域との情報

提供を含めてお願いしたいなと思いますが、

いかがですか。 

○委員長（中川敦司君） 

坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部、坂田です。 

議長おっしゃってるとおりエレベーター、

エスカレーターの問題は、以前からあったと

思います。 

それぞれメリット、デメリットありまして、

エレベーターでなくエスカレーターにした一

番大きな要因がやっぱり、人を乗せるその人

の量ですね、が多分７分の１とか８分の１ぐ

らいのレベルしかありませんので、そこで駅

から降りていかれた方がずっと待たないとと

いう、元気な方はね、階段でいったらいいん

ですけども。 

そういった理由もあって最終的には、ラン

ニングコストも含めて、当時はもうエスカレ

ーターとなったと思います。 

おっしゃるとおり 10 年先、また部品の問

題も出てきますので、考えていかなければな

らない懸案だと思ってますので、はい、了解

しました。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いや、僕エスカレーターは、もうあり得な

いと思ってるんですよ。それも上りだけです

よ。上りだけのエスカレーターで元気な人は

今部長おっしゃられるように階段を使う、そ

れでいいと思いますよ。 

そしたら、ちょっとこう、高齢の方とか、

ちょっと苦手な方はエレベーターであれば皆

さんがいけるいうところがありますから。 

やはり基本は、行政としては、公平性の観

点、福祉の問題、全てにおいてやはりエレベ

ーターなんです。 

いろんな日本全国見て、エレベーターはな

いけどエスカレーターだけがあるっていうと

ころ、ほぼないと思います。エレベーターが

あってエスカレーターがないとこはいっぱい

あります。 

やはり行政というものはそこの視点という

ものは幾ら地域のいろんな要望があったとし

ても、社会福祉の面、公平性っていうところ

を守っていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

２点あります。 

今のエスカレーターは当時、やはり皆さん

が、光風台の皆さんも多くの方が、まだまだ、

元気で働いておられるときですから、流れが

あって、エスカレーターのほうがいいいうこ

とで選んでいたと思いますね。 
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いろいろと考え方が違いますけども当時は

そういうことでの選定をした、ということで

覚えております。 

今後は、今高齢化して、それこそ皆さんが

お隣は一人暮らし、80 代以上の方が多くな

ってますのでね、その辺はまた、アンケート

とか、自治会のほうにそれぞれ聞いていただ

いたら考え方は変わってきてるかもしれませ

ん、私はそのように思います。 

その辺の調査がもしできればねしていただ

いて、その見合った福祉的な感覚を持ってエ

スカレーターかエレベーターか、それは選定

したらいいと思いますのでね、その点ぜひ調

査していただけたらと思います。 

それは１点で、それとですね、お聞きした

いのは、橋梁のことなんですけども。126 ペ

ージですね、これ説明資料の。 

それで、この費用は大きな費用ですが、こ

れは町全体の調査の費用と考えていいんです

ね。確認します。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

町全体の長寿命化等事業の費用でございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

この点検は年に１回いうことでされている

んでしょうか。基準としては。５回ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

ここに記載している点検は道路法の改正に

伴って５年に１度、対象の道路橋点検を行わ

ないといけないということになってますので、

１年に１回対象の橋梁は５年サイクルで点検

するもので、来年度は点検サイクルの３巡目

となります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

光風台大橋はよく使われてるところなんで

すけど、これは２年前になるんですかねもう、

きれいにねグリーンのペンキ塗って改修され

ました。 

それがですね、最近、錆が見えているとこ

ろがありまして、私はもう大抵歩いてずっと

渡りますので、両側の歩道を歩いてたら、ち

ょうど真ん中に、どういうかな、たるみがや

っぱりありますよね、橋は少しね。そのちょ

うど真ん中辺りに、差し込みされてるような

部分があってそれがちょっと抜けてるいう感

じのところがあって、それは両方とも言える

んです。そこに錆がちょっといってるという、

５センチ、５、６センチぐらいね。 

それは、気温によって緩みが出るように調

整ができるようになってるものかもしれませ

んけれども、その部分が錆ついてきてるいう

ことでちょっと危険感じたんですけどね。 

そういうところの点検を日頃はそんなにし

ょっちゅうはできないと思いますけども、そ

の点の点検というのは、言われたとき、住民

が気が付いて言われたときには見ていただけ

ると思いますけど、そういうところの補修と

いうのはどういうふうにされているんでしょ

うか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

はい。橋の点検ですけども、基本的に、法

令点検以外に、道路パトロールの時に気付け

ばその都度直営で対処できれば対処して、で

きない場合は外注するような形で対応をとっ

ております。 

先ほど委員の言われた光風台大橋の高欄の
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錆なんですけども、あれは先ほど委員のおっ

しゃられたとおり、温度変化による橋の伸縮

の結果、高欄伸び縮みして、あれが高欄の横

のビームなんですけども、それが橋の伸縮に

追従するようにボルトで固定してるんじゃな

くて、オンタとメンタで抜き差しできるよう

な構造になってます。 

塗装のやり替えをしたときはちょうどそれ

がちゃんと刺さってた状態で塗り替えた状態

で、今年の冬はものすごく寒かったもんです

から、その影響から縮んでしまったので、塗

ってないところが見えたということで当然中

に入ってたんで、錆びてるかどうかちょっと

わからなかったもんですから、それがちょっ

と見えてきた状態なので、構造上何か問題が

あるという状態ではありません。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

わかるんです、構造上問題ぐらい伸縮でき

るような状況にやっぱり科学的にね、計算さ

れてるなというふうに見てるんですけれども。

しかしそこが出てきた場合は、雨風にさらさ

れると、どうしてもペンキも剥げてくる状態

がね、普通に塗ってあるところはしっかり塗

ってあるけどそこはやはり中に入ってた部分

ですので、どうしても擦れて、錆が出てくる

ような、そういうふうに思いますのでね、ま

た点検していただいて、そういうところは補

強、補強というか補修ができるのかどうかね、 

専門的に見ていただけたらと思います。 

やはり大きな橋で重たい橋ですのでね、や

はり心配です。 

そこんところぜひともまた点検していただ

いて、お忙しいとは思いますが、ぜひお願い

したいと思います。 

これちょっとお願いしとくいうようよ格好

になりますけれどもね。今ちょっと、この橋

のことで挙がってますんで、ぜひお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

すいません、ちょっとこの橋の関連になり

ますけどね、この橋梁長寿命化等事業の件で

もう少しお伺いしたいんですけども。 

これ、トータル、町が担当してる橋が幾つ

かあって、そのうちの令和７年度はそのうち

の幾つかをやるというそういうふうなことで

よかったんですかね。 

違うかった、全部やるんでしたっけ、全数。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

町が管理してます橋梁は一応 71 橋あるん

ですけども、それの長寿命化事業は個別施設

計画で長寿命化修繕計画というのを立ててま

して何年度に何橋やるとか、取り決めをして

計画的に直していくものでありまして、来年

度はその計画の中で２橋を直すということに

なっております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

139ページの花いっぱいのこの 36万 6,000

円なんですけど、これ肥料代なのか何なのか

内訳をちょっと教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。先ほど委員の御質問ありました花い

っぱい運動なんですけども、例年同じ額には

なるんですが、苗やポット用の土、腐葉土、

その辺の花植えに係る費用を計上しておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ということは、この 36 万 6,000 円で花い
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っぱいやってくださってる方たちに、ある程

度自由にというか、その場で何が足りなくな

ったらどうのっていうふうな使い方って理解

していいですか。 

町があの肥料幾ら用意して買って云々じゃ

なくて、先方のほうが今足りないなと思った

らポットとか苗とか肥料とかそういう使い方

と思っていいかしら。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。今委員おっしゃるとおり団体さん、

ボランティア団体さんとか個人さんのほうに

委託といいますか、お話さしていただいてる

んで、その中で必要なもの、例えば何の苗が

何ぼ欲しいとかいう、一応要望を聞いてそれ

に合った数で提供のほうはさせていただいて

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、吉澤課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

都市計画課、吉澤です。 

要望を聞いているんですけども、全てを賄

うことはできませんで、やはりうちの予算の

関係もありますので、上限は例年どおりとい

う予算組をさせていただいているところです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

前回も言いました。相変わらず変わらない

です。駅前ね。 

ここに書いてあるいみじくも町道の美化ボ

ランティアで美化になってない。申し訳ない

けど。 

ですからね、これは逆に今度はね、もう本

当にこまめに本当に草を抜いてる方もいらっ

しゃる。そういうふうな、きれいにしてくだ

さった中で、なぜあそこだけああなってんの

かなあと。ロータリーです。 

ですからこの委託の仕方っていうのかな、

ちょっともうちょっと研究していただきたい。 

相手任せでいいのかどうかってことも含めて

ね。もう大分土も固くなってるし、私は逆に

言うと土の固さを見たら、この 36 万 6,000

円でやっていけるのかなっていうちょっとそ

ういう思いもありますので、この委託の仕方

をちょっともう一遍、考えていただきたいで

す。 

お願いします。答弁があったらお願いしま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

吉澤課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

はい。都市計画課、吉澤です。 

すいません。ちょっと説明不足で申し訳あ

りません。 

委託、団体さんに委託してるわけではなく

て、ボランティアでその団体さんらが管理し

たいという意思にお任せしているところがあ

ります。 

ですからその人たちのやり方とかもありま

すし、やれる程度もありますんで、その辺は

ちょっとお任せしているというところで、そ

れ以上のことになりますとうちのほうも管理

をしてますので、ちょっとそれを是正してほ

しいとか、もうちょっと整備してほしいとい

うことはお話をさせていただいております。 

今後はその辺も注意しながら見ていきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

さっき答弁で委託っておっしゃったからね、

あれっと思いましたけども、ボランティアで

す。本当ボランティアで草を抜いて水も、前

は水がないから水を運んでる姿も見させてい

ただいたことある。 
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ただその状況的にね、一番目立つところが

ね、やっぱりこれちょっと考えてください。 

何とかお話まとめてください。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

関連して、これすごくボランティアできれ

いにしてくれてはると思うんですけど、とき

わ台駅前なんかはね。 

おととしにも言ったと思うんですけど、こ

こに水道栓の話ですよね。多分この今年度か

来年度にはということをお約束したと思うん

ですけど、どうなっていますでしょうか。 

希望ケ丘には付けていただきました、とて

も感謝されております。ありがとうございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

ときわ台の駅前につきましては、国費を充

当していただいて駅前の改修工事をしており

ますので、５年でしたかね５年間は大きな工

事をしてはならないというようなところです

ので、そこに給水を持っていくっていうこと

も、国費でもらって舗装したとか、そういう

ところをまたカッター入れてほじくり返さな

いといけないということになってしまいます

ので、令和６年度につきましては、先に希望

ケ丘のほうに散水を付けさしていただいたと

ころなんですけども、その駅前の道路の事業

と調整しながら、あそこは愛花会さんにお世

話なっております花壇ですので、またそちら

のほうとも調整しながら、うまくできればい

いかなというところでちょっと調整させてい

ただきますので、よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

ぜひよろしくお願いいたします。 

秋元委員もおっしゃったように光風台の駅

がもうすさんでいるみたいなことをおっしゃ

ってましたのでね、あれが水がなかったら水

なかったら本当にすさんでときわ台駅前、ど

うしようもないですよ。 

今は車で、車で運んでね、各消防団の格納

庫からもう重々承知の上やと思いますけど、

よろしくお願いします。この辺のことも聞い

てます。だから、もう３年たってるからあと

２年かなとか思ったりもしたんですけど。 

次の質問に移ります。 

道路、 

○委員長（中川敦司君） 

何ページですか。 

○委員（才脇明美君） 

127 ページ、交通安全施設の総点検ってい

うところなんですけど、これね、交通安全施

設というのは横断歩道の白線とかも入ってる

んですよね、入るんですよね。ほんなら大阪、

府道とか町道とかいう話になるんですけど。 

通学路、通学路でも、府とか町とかあるん

ですか。というのは、横断歩道の白線が消え

てるとか、吉川小学校の通学路の繁茂でもの

すごく危ないとかいう通報が入って、お伺い

したら警察に行ってくれって言われて私は警

察に行って白線をすぐ描いてもらいました。 

２人ほどひかれかけたって言ったら。ほんま

事実なんです。 

総点検というところに引っかかってるんで

すよね。総点検をされて、府なり、警察なり

言うのであればわかるんですけど、私に直接、

府に言ってくれや、警察に言うてくれってそ

れで正しいんですか。 

総点検というのはどういう意味ですか。そ

ちらの行政側から点検されて、手配するのが

普通なのかなと思うんですけど。 

○委員長（中川敦司君） 

杉本課長。 
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○建設課長（杉本 崇君） 

はい。建設課、杉本です。 

この通学路に関する交通安全施設の総点検

という文言がちょっとわかりにくかったかも

しれないんですけども。教育部門のほうで、

通学路交通安全プログラムといって、各道路

管理者、警察、あと通学路を指定している教

育部門のメンバーで、通学路に関する安全対

策に関することですかね、を協議する場があ

ります。 

その場でここに記載してるような交通安全

施設を点検して整備するところは、例えば横

断歩道であったら豊能警察さんにお願いする、

町道であれば豊能町の建設課で対応する、府

道であれば大阪府土木事務所が対応すると。 

そういう形で点検する場がありますので、

そのことをここではお示ししております。 

○委員長（中川敦司君） 

だから結局、そこのごめんなさいね。そこ

の学校関係者とか、いろいろな人で協議して

ここがちょっとよろしくないねみたいな声が

上がってきてその中の今回は街路灯か何かを 

対応して何か整備するか何か。 

 そういうこと、そういう意味ですね。違う

んかな。 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

すいません。先ほどの説明で街路灯の立替

えは、この通学路交通安全プログラムとは全

く関係なく、この個別施設計画に基づいた修

繕事業であります。 

○委員長（中川敦司君） 

違う。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

そしたらもう全然別、別物ということなん

ですね。勝手にもう言うてくれということで

すね、気が付いたもんが。 

通報されたものが、警察に行ったり大阪府

に行ったり、それから町有地でこれ繁茂が草

ぼうぼうでここまできてる、マムシや何やら

怖いって言ってね、住民からの通報があるん

ですよ。 

個人的に町のものではないから個人的に言

いなさいということですよね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、杉本課長。 

○建設課長（杉本 崇君） 

建設課、杉本です。 

道路に関する苦情は今までもそうなんです

けど、自治会であったり個人さんであったり

で、担当管理部門ですか、は行ってもらって

それに対して個別で対応してる状態でありま

す。 

先ほど、予算説明書にある総点検は、また、

個別に対応するのではなくて、各道路管理者、

教育部門、警察とかでの協議の場で点検した

結果、対応を協議することなので、それ以外

で何か道路に対する不具合とか、案件に関し

ては今までどおり個別で言っていただければ

対応していくことであります。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

ちょっとそしたら、もう１時間以上たって

ますので、ここで一旦ちょっと休憩入れたい

と思います。 

暫時休憩を行います。 

再開は 11 時 05 分、11 時５分とさせてい

ただきます。 

  （午前 10時 54分 休憩） 

  （午前 11時 05分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

質疑。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

137 ページの公園緑地管理事業、１番お願
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いします。 

これ一般質問でも、公園がジャングル化な

ってるとか何やかんや私言ってるんですけど、

何でああいうことになるんでしょうか。こん

だけお金かかってんのに。 

○委員長（中川敦司君） 

吉澤課長。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

はい。都市計画課、吉澤です。 

この公園・緑地・街路樹等の管理事業は、

緑地、それから公園等の草刈り業務に関しに

なっております。 

ここ最近の天候等によって今まで植えてた

植物、それからどこかから飛来してきた植物

とかの成長が余りにも著しいので、幾らこち

らのほうで一生懸命計画的に刈りましてもな

かなか追いつかないところもありますし、ま

た計画外の植物を飛来した植物等によって生

えてきて、それが成長してしまって、全く関

係ないけれども、近隣の方々に御迷惑をおか

けするというような状況になってますので、

そういった場合は緊急対応という形で、伐採

等はしておりますが、基本的には根までを刈

ってしまうにはかなりの費用かかりますので、

枝の剪定とかそういう形で費用面は抑える形

で、迷惑のかからないような状況に今はして

いるところです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

いろいろいろいろ言うてくれはったけど、 

植物的なこと言うてはったけど、選定業者の

不調に終わったからでしょ。 

だからその辺を言うてくれはったらいいん

だけど、そんなちょっと余計なこと言わんで

いいと思いますわ。 

前もって６月、一番公園に行きたいなと思

うときとか、そういうときに、ああしてジャ

ングル化になってたんですよ。６・７・８と。 

いつも５月頃でしょ。だからもう注意して

してほしいと思います。 

しかし、しかしじゃないわそしてもうすぐ

に動いてくれるから助かる、電話して行って、

写真でもメールで送ったらすぐにその日に動

いてくれはりますよね。だからもうすごく感

謝をしてますよ。 

だから、やいやい言いたくはないんですけ

どね、住民さんがこんな事でジャングル化な

って犬も入れないって言うてはるからね。そ

してこの前も遊具ですよね、公園遊具。こう

なったって言うたら５時前、５時前後やった

のに職員さん行ってくれはりましたやん。そ

してちゃんと直してくれはった、それはもう

感謝してます。すばらしい、すばらしいなと

３階思ってますよ。 

今後とも注意してくださいねその辺。要望

です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

説明資料の 153 ページのコミュニティセン

ター管理事業です。 

これはＮＰＯのグラッドさんのへの支払い

だと思いますが、ＮＰＯじゃないか、グラッ

ドさんへの支払いだと思いますけれど、西地

区から高山には行けないからっていうことが

あるんですね。以前、東京ドームさんがやっ

てたときはバスが出てたりしてたんですね。 

これ、農林商工課長といつも話してるんで

すけど、高いっていうの参加費が高いとかっ

ていう問題があるんですけど、そういうこと

は、お伝えしていただいているんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

まず、西地区から高山のバスの件ですが、
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こちらのほう提案もございませんでして、特

にやっぱり費用がかかるところなんで、もし

これどうしても必要であるっていうような状

況であれば、またその声聞かせていただいて、

同じ管理料ではいかへんと思いますけども、

そういうところは、何か参加するために必要

なことであればせなあかんかなと思いますけ

ども、今のところ、そこまでは考えてないよ

うな状況です。 

２点目の参加費が高い。これ、以前から聞

かしていただいて、お話しさせていただいて

るんですけども、当然指定管理者のグラッド

のほうにもお伝えはさせていただいてます。 

管野委員様と話してる中で、そこは今まで

がちょっと安過ぎたっていうところも、私、

個人的には思うところがあります。 

やっぱり民間がやるっていうところで、採

算性を見てというところで、最初の頃は結構、

１組 4,000円とか結構高かって、やっぱりそ

こら辺は、その値段に応じて参加者さん少な

かったということで、今１家族、大体芋掘り

とか、今度タケノコ掘りとかっていうのはや

るんですけども、一家族当たり 2,500円とい

うような、私の感覚的にいけば妥当な線で、

そこは参加人数と需要と供給のバランスを見

ながら、指定管理のほうがやってるような模

索してるような感じで、今、ようやく１年間

たってきて、大体の目安というのは立ってき

たんで、この辺の額で落ち着くかなと。 

高い安いってのはやっぱりそこ個人さんの

感覚と、どれだけどういうことを提供するか

っていうところが、当然、提供するサービス

に比べて高ければお客さん減りますしってい

うところは、そこは民間事業者さんなんで十

分把握されて、値段設定のほう、また内容の

ほうを考えてやっていくのかなと思ってます

んで、はい。 

そこは伝えていることは伝えてます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

同じくこの場所でコンニャクをつくっては

った人いるんですけども、その方々はもう、

出て行ってはるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

コンニャクのほうも、今はもう、指定管理

新たな方がなったから出て行ったっていうこ

とじゃなくて、もうちょっと代わるぐらいの

タイミングに、もう今年最後にしようかなと

いうような話があったんで、はい。 

そういうのもあって出て行かれたというこ

とで、指定管理、今の管理者とはうまくいっ

てへんから出て行かれたというような状況で

はないです。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

その関連ですけども、旧校舎でコンニャク

をつくってらっしゃったと思うんですけど、

ＮＨＫのドラマのロケとかあったと思うんで

すけど、そういうときには使えるんですか。

すいません、この直接は関係ないんですけど。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

建物の旧校舎棟ですね、そういうロケで使

っていいのかどうかそのときにどういう用途

になるのかっていうことにつきましては、私

のほうから大阪府の建築主事のほうに確認を

とりまして、暫定的に使う、そのときだけ使

うっていうところで、特段大きな改修とか必

要はないということで、主事のほうの確認を

とれましたので、撮影に使ったということに
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なります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

追加でちょっと説明しておきますと、あっ

こが今使えない状態になっている一つの理由

として、合併浄化槽になってへんということ

がありました。 

そういうところも、撮影の方々に事前に連

絡してたんで、仮設のトイレを持ってきて対

応していくというところで、そこら辺もクリ

アするようにお伝えしてるというところです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

その１ページ前の 151 ページの牧地区のほ

場整備事業、高山地区ほ場整備事業で、牧地

区のほうに時々行ってるんですけども、皆さ

んものすごくやる気満々なんですね、今。 

だから、これを機に、農業もしっかりやっ

ていただいたらいいと思ってるんですけど、

高山も頑張れって思っています。 

この２件は、牧は令和７年度で終わり、高

山では８年度なんですけども、順調に工事は

進んでいるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大利理事。 

○都市建設部理事（大利元樹君） 

はい。都市建設部、大利です。 

まず、牧地区につきましては、委員お示し

のとおり、現在の見込みとしては、令和７年

度に工事を完了させまして、令和８年度で換

地処分いうような見通しで聞いてございます。 

高山地区につきましては、令和４年度から

本来工事を、失礼しました、令和５年度から

工事を開始したいということだったんですけ

ども、ちょっと国のほうからですね、必要な

予算がちょっと十分つかなかったということ

で、今年度から工事に着手をしたということ

で現時点の見込みとしましては、工事を令和

８年度まで実施をするということで当初の計

画よりはちょっと、牧も高山も１年、遅れて

おるというようなところでございます。 

今後の見通しといたしましては、当然今申

し上げたような計画に沿って進めていくんで

すけども、何分ちょっと国のですね、事業費、

が 55％いただいておる中でですね、そこが

なかなかちょっと全国的に要望の大きい事業

ということで、毎年ちょっと 100％、要求額

を付けていただいている状況では残念ながら

ないものですから、国のほうにもですね、事

業費十分付けてほしいということで要望はし

ていただいてるんですけども、この辺りの状

況に応じてですね、なるべく計画どおり進め

ていただきたいということでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

余り言いたくないんですけどね、高山、こ

れ月に１回に何かイベントするというお約束

でしたよね。実施したのは３回ぐらいだけじ

ゃなかったですか。 

今回、慌てて３月 30 日に真菜祭りするみ

たいな感じじゃないんでしょうか。 

そして地元さんとうまいことやっておられ

るのかどうか含めて。 

今日はね、昨日ねちょっとぼこぼこにやら

れたんですよちょっと下品やと言われて、町

長にも。今日は上品にいきますのでよろしく

お願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 
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イベントなんですけれども、基本的には毎

月１回、当初から実施はしております。 

ただ夏場のちょっと猛暑の関係で急遽中止

になったものとかございましたけれども毎月

１回の農業体験の関係ですね、前年までやっ

ておりましたものと同様のイベントは実施は

していただいております。 

またそれとは別に、指定管理者のほうでの

独自での、例えば今年でしたら自転車の関係

のイベントとかもあったんですけれども、そ

ういった独自のイベントも考えてやっていた

だいてる状況でございます。 

地元との調整なんですけれども、月１回地

元の運営協議会ですかね、そちらで会議をさ

れておられるんですけれどもそちらのほうに

もグラッドさんのほう、毎回定期的に顔を出

して、情報の共有を図ったりとかそういった

ことに努めてはされておられます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

これグラッドがなくなったら、これ地元で、

これが運営できるのかやっていけるのかとい

う形で、こういうふうに応募してやっていた

だいているんですけどね。 

地元との話をもっとよく聞いてあげて、し

てほしいと思います。これ要望です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

先ほど管野議員の答弁の中で、学校使えた

のは大阪府の了解得て使えたってことなんで

すが、体育館もそういう形で使えるんですか。 

ていうのは、キリスト教の方たち神社の方

たちですけども、200 何名の団体ですが、聖

地巡礼を考えたいっていうお話があったとき

に、もうあそこでもう無理ですと半分言い切

ってしまったんですけども、そういったとこ

も１日ぐらいは使える可能性があるんですか。

体育館のほう。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

ＮＨＫの取材、撮影のとこに関しては、そ

れきりというところで特別にお話を了解して

もらったところではあるんですけども、聖地

巡礼とかあの施設をどういう用途で使うのか

っていうところでいろいろ関係法令の規制が

かかってきまして、ちょっとイメージするの

は、聖地巡礼とかそういうキリスト教の方が

そこで集まって講堂みたいな形で使われるの

か、またそれが定期的に毎年この時期、聖地

巡礼でそういうイベントをするんだよってい

うことになると、今回の撮影みたいに単発的

なものではなくて恒例の事業になってきます

ので、そういった使い方はできませんよとい

うようなことで以前お答えした記憶がござい

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

私も頭から無理ですと言ってしまったんで、

定期的ななんの聞いてません。 

ただ勝手に想像するには、来られて高山の

あの土地で、ただ動いたひと休みっていう形

で体育館をそういう施設を 200 何名入る施設

を考えてるのか、じゃなくてミサまでやって

いこうとしているのか、そこは駄目なのか。 

できたら今後ちょっとまた質問としてここ

に置いておきますので、そういった形でまた

検討をお願いいたします。 

１回こっきりのただ寄りましたひと休みし

ますってなったらオーケーなのか。 

○委員長（中川敦司君） 
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はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

はい。都市建設部、田中です。 

その内容を詳しく聞かせていただいた後に、

また大阪府とも調整しながらですけども。 

基本的には小学校の屋内運動場として建築

許可された建物ですので、今のところ、それ

以外のことでは使ってはならないよという大

前提がございますので、もし違う用途に使う

のであれば、場合によってはそれなりの改修

工事が必要になってくるということにつなが

ってきます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

高尾です。 

147ページの説明資料見てください。 

ここに小事業として、とよの就農支援塾事

業、いろいろありますけど農業振興事業。 

この中で先進的に取り組まれているという

ことで、野菜のあれですね、何て言うのこれ。

目指しておられるか、経営管理等について、

有機栽培、有機農業の研修を実施するという

ことで、本当にうれしく思っております。 

これは私一般質問でも言いたかったんです

けど、この間ちょっと言えなくて残念だった

んですが、ちょうどこの機会に、本当に取組

としては期待されるものだと思います。 

ただ、増額がされているのが有機栽培の担

い手を育成するとか、そういう委託っていう

事業になるのか。 

その点をちょっと、お尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 

金額が令和６年度から令和７年度に比べま

して 75 万 4,000 円増額になっておるんです

が、このうちの 80 万円を有機農業の新たな

研修を実施する費用として見込んでおります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

これは年間何名で１年契約でやられるのか、

どういう野菜をつくられるというのはもうわ

かってるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

はい。具体的な回数とかその辺はまたこれ

からになってくるんですが、年間を通して実

施する予定になっております。 

また、野菜につきましても現状ではまだ決

まっておりません。 

これから、また検討していくという形にな

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

就農支援塾ということを含めて、青年の就

農給付金交付事業もありますし、ここで青年

の方もぜひ一緒にやっていただくような話も

出てるかと思うんですけれども、豊能町、志

野の里も今は寒い時期ですので余り野菜は採

れませんけれども、これからまた、たくさん

出されることになると思うんですけどね。 

農業の方が高齢化しているいうのは確実に

あるということを現状としてね。そこで、や

はり若い方が就農していただくいうことはす

ごく、豊能町にとってはプラスの面で、有効

に確実に農業が進められるというふうに思う

んですけれども。その点でどのようにね、若

い方を豊能町にとどまっていただくような、

そういう手立てをここにはあるのかどうかね。

卒業生に対して、有機農業の栽培研修を実施

するということも明記されておりますけれど
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も、その後、どういうふうにね、育成してい

くということと、それから豊能町に対して住

んでいただけるような、そういう対策も持っ

ておられるのかお聞きします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

卒塾生に対してその後のフォローというよ

うな形の質問かなと思います。 

就農支援塾、これさせていただいて、今回、

有機農業の研修をということで、一定有機農

業のほうに興味のある方もおられますので、

そこをちょっと、支援塾自体は有機まではや

ってないので、そういうところに特化してま

ず１年、先ほど期間言いましたけども１年、

どういうような状況できるかっていうところ

もありまして、有機のまた希望される方もい

てましたんで、就農につなげるために、回数

というよりかどちらかというと実際に有機で

やってはるところに修行させていただくって

いうような研修させていただくというような

形で考えてますので、より実践に近いような

形で農業に携わってもらって、そこで自信を

つけてもらって、豊能町のほうで耕作してい

ただこうかなというところでやっているとこ

ろです。 

あと、就農支援塾のほう終えた後、やっぱ

り農業のほう初期投資が必要やということで、

従前よりやっております、これ説明資料の

148 ページ５番・６番、小事業のほう、機械

の補助、あとビニールハウスのほうのこちら

のほうでも微々たるもんですけども、ちょっ

とやらしていただいている。 

あと、獣害柵のほうも、もちろんちゃんと

できてたらやっぱり獣害策もしっかりしとか

なあかんということで、そういうところのフ

ォローですね、させていただくと同時に、あ

と本格的に農業に参入してくることになれば、

147 ページの小事業の２番の青年就農給付金、

こちら国の事業になりますけども、こちらの

ほうも活用しながら支援をしていくっていう

ような形で今は体制は整えてるところでござ

います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ありがとうございます。 

この先本当に明るい農業がね、また若い方

たちが豊能町に来てそういう挑んでいただけ

るということと、それがずっと継続されるよ

うに、ぜひ指導的立場も踏まえて頑張ってい

ただきたいと思います。 

これは要望でありますけれども、いずれは

給食などにも有機野菜をね、取り入れられる

ような状況があったら、本当に健康的で安全

なね食料が賄えるのかなと思います。 

これも各全国的には、有機栽培の給食なん

かも広がっておりますのでね、期待したいと

思いますので、その点では、ぜひ若い方を育

てられるような、そういうことで頑張ってい

ただきたいと思います。 

これはまず要望になりますけれどもね、お

願いしたいと思います。明るいニュースとし

て、とてもいいことだと思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっといいですか。すいません、その有

機農業の研修っていう話でしたけども、これ

何か人数どれぐらいとかいう何か予定とかあ

るんですか。 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

はい。農林商工課の井上です。 

こちらの研修なんですけれども、先ほど課

長のほうが申しましたように実際にされてる

方のところでの修行というようなイメージで

行うものですので、余り大人数は考えており
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ません。想定は２、３名と考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

148ページ、お願いします。 

これ５・６・７・８全てちょっと聞きたい

と思います。 

従前どおりだと思うんですけど農業機械の

補助率ですね、全てこの補助率を聞かしてく

ださい。 

そして、７番目、農業転換事業。これは、

誰でも私でもできるんですかね。私が議員じ

ゃなかったら私もすぐできて 40 万いただけ

る、そういうことですかね。一件につき、で

すから一反につきとかそういうことがあるん

ですかね。 

そして、前のページの青年就農給付金。こ

れ対象者ですけど、これ１人ですよね。150

万、年間 150 万いただけるということですよ

ね。それは条件は、ただ頑張りますわって手

挙げるだけではあきませんね。 

それをちょっと詳しく教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

いけますか。 

三つぐらいあったんかな。 

はい、井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 

まず補助率なんですが、小事業５番の新規

就農促進安定支援事業でございますが、こち

らがですね、事業費の２分の１以内で上限が

30 万円となっております。ですのでこちら

３名分ということで 90 万を上げさせていた

だいております。 

小事業６、農業用園芸ハウス設置補助事業

でございますが、こちらは事業費の 30％以

内で上限が 40 万円となります。こちら上限

の２件分ということで 80 万円を計上してお

ります。 

小事業８の鳥獣被害防止事業の獣害柵の設

置費用ですが、こちらの事業費の２分の１で

上限が 10 万円ということになっております。 

有機農業転換事業ですが、こちらがですね、

対象者は有機農業に取り組む新規就農者、も

う一つが又は観光農業から有機農業への転換

に取り組む農業者となっております。単価が

10 アール当たり２万円以内というふうにな

っております。 

今回この 40 万円上げさせていただいてお

りますのが、２ヘクタール分ということで今

の単価から計算して 40 万円と算出しており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

すいません。農林商工課の中谷です。 

説明資料１ページ戻ってもらいまして 147

ページの２番、小事業名２番の青年就農給付

金の件ですが、こちらのほうは対象者が認定

新規就農者っていいまして一定の町のほうで

ある一定基準ございましてそちらのほうを満

たした方に対しまして、国のほうから 10 分

の 10、100％の補助で年当たり 150 万という

ことで給付される事業になっております。 

こちらのほう、令和すいません、令和７年

につきましては、これ３年間いただける、給

付をされるわけですけども、今対象者が１人

ということで 150 万円、１件分ということで。 

また、こういう対象者の方が新規就農者の

中で出てきましたら、その都度ちょっと補正

さしていただくなりさしていただくつもりで

おります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

認定される条件は、どれぐらいの量を売っ
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たらよかったですか、どれだけ収益を上げた

らよかったですか。 

○委員長（中川敦司君） 

時間かかりそうですか。 

そしたら別な質問受けましょうか。 

ちょっと別なちょっと質問のほう、受け付

けましょうか。ほか。 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

隣の 149ページ、お願いします。 

秋元です。 

この事業なんですけど、前年度は棚田の保

全活動を通じて云々かんぬんっていうかな、

観光協会のパンフレットを作成したとか、そ

れから牧へのジャガイモ堀りか何かから経費、

その予算ですって説明だったんですが、前年

ですよ。 

今回も同じ内容ですか、この事業 60 万円

は。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 

事業の内容としては特に変更はございませ

ん。棚田の保全活動を通じてこういった景観

づくりとかそういったことを進めるものでご

ざいます。内容につきましては特に変更はご

ざいません。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

全く同じ文面だからね、内容は変わらない

と思うんですけど。 

具体的にどのような予算の使い方したか前

年ですよ。答弁が観光協会のパンフレット作

成費、それから牧、都市から住民が来て体験

するための棚田保全のためのジャガイモ掘り

っていうふうな説明だったので、今年も同じ

ような事業のための予算かなというのがまず

１点。 

その確認とあわせて、ほかの地域でも、こ

れ申請式なのかな。うちこういう事業をやり

たいんで、町に申請したら補助金がおりると

いうような、そういう部類の予算なってんの

かしら。 

お尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

いけそうですか。 

もし時間かかりそうやったら。 

いけますか。 

はい、井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

はい。農林商工課の井上です。 

補助の対象なんですけれども、保全を行っ

ている団体ということで認定を受けているこ

の団体ということになりますので、もし仮に

全然そういった方でない方がこられても誰で

も補助できるというものではございません。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

なまじ前年度の答弁出したからいけなかっ

たかな。 

具体的にどのような目的でこの 60 万使い

ますか今回。それでお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

牧地区１団体と高山地区で２団体というこ

とで、棚田の保全活動ということで、棚田の

ほうの遊休農地のほうを解消しているという

ところで、耕作しているような形とか、あと

棚田のほう草刈りとかやってますんでそこら

辺にかかる費用っていうところで補助してい

るというところです。 

内容につきましては、各団体から使った後

で出していただいているんですけども、そこ
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に耕作したり保全管理するのに必要な費用と

いうことで、草刈り機、場合によっては機械

も購入されたり、当然、草刈り機の刃とか、

ガソリン代とか、そういうもろもろの経費と

いうことで３団体に対して 60 万円出してい

るというところです。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

わかりました。 

ということは、何て言うかねいろんな設備

やら何やらに使って使えますよっていうふう

な予算なのかな。 

去年の私のメモでは牧ではそのジャガイモ

掘りとか都会から来てくれたジャガイモ掘り

とか書いたんですが、それは私の書き間違い

かな。そういう予算じゃなくて、私が書き間

違えてんだろうか。 

去年そうじゃないんですね。あくまでも。

観光協会にパンフレットを作ってもらいます

っていうのとは全然、私が書き間違えていた

のかな。 

もしそうだったら訂正しなくちゃいけない

のでお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷委員です。 

あくまでも保全活動を行うような費用って

いうところなんで、芋掘りとかっていうそう

いうような、体験されるのはそこプラスアル

ファではやってはると思いますけども、基本

的には、棚田の景観の保全とかそういうよう

な形です。 

それでＰＲに関しましては、ここ観光協会

は全く、全くとは言いませんけど直接には関

係ございません。そういう保全とかにするこ

とで景観が維持され、なかなか維持するの大

変なんですけども、維持されたところで観光

の資源になればいいなというところで保全し

ていただく観光ＰＲにも使うっていう要素は

ありますけども、観光協会がＰＲするような

費用はここには一切含まれてないです、はい。 

○委員長（中川敦司君） 

ちなみに観光協会そのものの事業関係はま

た別もんやね。別のね事業になってるよね。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

豊能町の観光協会の予算的なものを聞きた

かったんですけど、たしか事務局庁内にあっ

たのかな、庁の中で。 

この中で観光協会ってして昔はまとまった

金額がぼんと出てたんですけど、今はどうい

う形で予算書に上がってるのか。 

お尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

はい。農林商工課の井上です。 

観光協会の関係なんですが、説明資料 157

ページの観光事務事業ございまして、そこで

町の負担としましてはその上げさせていただ

いてるんですが、このうち補助金としまして、

この中から 125万 5,000 円、観光協会に支出

をしております。 

観光協会としての決算はまだその協会のほ

うでされておりますので、また別という形に

はなります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

観光協会に対してはこれだけっていう理解

でよろしいですね。 

それだけの確認です。 

○委員長（中川敦司君） 

井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 
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町から観光協会に支出しておりますのはこ

の分のみということになります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

はい。農林商工課、中谷です。 

先ほど才脇委員から御質問のあった分です。 

説明資料の 147 ページの小事業の２のどう

いう方が認定新規就農者へなり得るかという

ところなんですが。営農を開始した後、５年

後に農業所得のほうが 250 万円程度で年間の

労働時間 160 時間以上、すいません 1,600、

一桁間違えてました。1,600 時間以上を基準

としております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

説明資料の 164 ページのごみ収集事業なん

ですけど、これ隣の箕面市でも民間委託とか

して効果額とか出してますんで、今後ちょっ

と本町も財政難ですので、将来的にちょっと

いろいろ検討していく必要があるかと思いま

すので、これは要望しておきます。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

140 ページのヘルメットの配付事業補助事

業なんですけども。 

これ、教育委員会とはどのように連携とれ

ているのかというのと、対象者がどれくらい

想定してて装着率はどれくらいなのか、どの

ように広報をされているのかということをお

聞かせいただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。都市計画の臼井です。 

学校のほうについては交通安全委員会とか、

警察のほうから依頼されるパンフレット、そ

ちらのほうをお渡ししているという形になり

ます。 

装着率のほうなんですけども、今０歳から

15 歳、こちらの人数が人口表より 1,204 人

おられます。その中で今年度 37 件分という

ことなので、全体でいうと３％の装着率にな

ります。ただそれ以外に個人さんで買ってら

れる方がいられますので、その分については

ちょっと把握しておりません。 

以上となります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

これ、ヘルメットを着けるように義務化さ

れたのは、やっぱり危険性があるからってい

うことなんで、やはりこう少ないということ

をもうちょっと教育委員会を通じて学校でア

ンケートをとってもらうとか、やはりそこら

辺の数というのは、しっかり把握してできる

だけ自転車に実際お子さんが自転車に乗られ

る場合は、ヘルメットを着けるっていうこと

を習慣づけてもらうような試みがいると思い

ますが、いかがですか。 

○委員長（中川敦司君） 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。議長おっしゃるとおり、教育委員会

と、またその辺を調整させていただいて周知

ができるように、努めるようにまいります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

もう１回。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません、あと 138 ページの公園遊具。

常にこう古くなった遊具をということですけ

ど、延々その形でずっとジャングルジム、ブ
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ランコなのかなと思ってるんですけどそうい

う形で維持していくのか、以前から、どこで

したっけね、武庫川女子大学のほうといろい

ろやってるっていった結果はどこら辺かに出

てくるのかなといういつも期待してるんです

けど、そこら辺の進捗をお教えていただける

と。 

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。遊具の状況だけちょっと御説明させ

ていただきます。 

今年度においては直営で砂場の砂ですね、

の入れ替えしたり、あと簡易的なんですけど

も、ベンチのモルタルの補修とか塗装という

形ではやっております。 

今年度、まだなんですけども、今月の下旬

にブランコのほうの色の塗替えを予定してお

ります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部、坂田です。 

議長のほうから話がありました公園の施設

の内容ですね、についてなんですが、令和元

年度から令和５年度までかけまして、先ほど

議長もありました武庫川女子大学と連携とり

ながら進めておりまして、一応その方向性と

しては、既存の遊具がもう老朽化したものは

もう撤去して広場化していくという形の検証

結果というかアンケート、あとワークショッ

プ等行った結果そういったものが出ておりま

す。 

そしてあと、それを踏まえて令和６年度は、

武庫川女子大学にプラス大阪大学さんのほう

も入っていただいて、公園のにぎわいとあと

小さな街区公園、1,000 平米程度の街区公園

をどうしていこうかというのの中で、去年度

から進めておったんすけどパークキャラバン

といったものを今年度は 11 月３日に実施し

ておりまして、その中で今回は光風台の街区

公園四つと光風台の中央公園という大きな公

園を使ってのイベントでやりまして、その中

で、ちょっと別の話なりますけど光風台中央

公園もＫＰＩが必要、満足度ですね、が必要

ということで、大阪大学さんの無償でそうい

うタブレットとかのシステムをですね、使わ

せていただいて５点満点で最終的には 4.3 と

いう形で、すごくよかったっていうのはいた

だいておるところです。 

先ほど言ってたその広場化するというのと、

あとは公園を来年度なんですが、集約化も一

つの視野に入れながらですね、どうしていこ

かということで、来年度はそういう取組を進

めていきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

おっきな公園も、いろいろおっきな公園は

逆に使い勝手がいろいろあるかなと思うんで

すけども、当然ちっちゃい公園がたくさんあ

るわけですよね。 

そこに同じように、昔からずっと継続して

ジャングルジムがあってブランコがあってっ

ていうのを、今部長おっしゃられるように集

約化していく広場化していくっていうところ、

やはりどこの公園はどうしていくんだってい

うのを早急にいろいろ示してもらいたいんで

すよ。 

示してもらって、それこそ住民さんとかと

交えて、今ワークショップでいろいろやって

おられるかもしれませんけど、こういったほ

かの他市町村ではそこで簡単なストレッチが

できるとか高齢者を呼び込むような公園であ

ったりお子さんを呼び込むような公園であっ
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たりかなり特徴づけた公園というのが増えて

きているかと思うんで、そこら辺をもう今ま

では全部同じような公園だったのを特徴づけ

たそれぞれの地域に幾つか世代が使えるよう

な設備を有した公園というものをつくること

で、中にこもるんじゃなくて外に出ていくき

っかけにもつながるかなと思うんで、そこら

辺を示していただきたいなと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

せっかく支所のほうから来ていただいてい

るんで環境課。163 ページのごみ資源化事業

なんですけど、これは自治会やこども会への

報償金だと思うんですけど、ここに資源とし

て出すのと豊能町の回収の資源に出すのとど

ちらが費用対効果というんですか、どちらが

いいんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっと時間かかりますか。かかるようや

ったらほかの質問受け付けますよ。 

はい、じゃあいいですか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

156 ページの２ですね、指定沿道賑わい創

出支援事業。去年からスタートした事業だっ

たと思いますけれども。 

今回１件分だと思うんすね去年のあれを見

た場合。１件分で具体的にどこなのか。もう

ある程度目安がついてるならば教えてくださ

い。 

ついでに去年の分では効果あったとこがあ

りましたら、併せてお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、井上課長補佐。 

○農林商工課課長補佐（井上直彦君） 

農林商工課の井上です。 

この賑わい、指定沿道賑わい創出支援事業

なんですが、まず令和６年度は実際の実績は

ございませんでした。ただ、相談は５件ほど

聞いておりまして、本当にもうどんな制度な

のかという本当に具体的ではない話もあった

んですが、ここの場所でこういったことをし

たいんですけど対象になりますかという、そ

こそこ具体的なお話もあったんですが、ただ

実績、現状ではまだ至っていないというとこ

ろでございます。 

この令和７年度 300 万というのは１件分な

んですが、実際相談を受ける中でなかなかや

はり新たな開業、出店というのが非常に難し

い状況ではあるんですが、やはりとにかくま

ずは１店舗でもというところからこの１件と

させていただいておるんですが、具体的どこ

でというのはまだ決まっている状況ではござ

いません。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

158 ページの２番、犬の登録管理システム、

これ今までとはどう違うんですか。さっき説

明されたかしら、どう違うんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中井課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい、すいません。犬の登録システムです

けれども、現行のものがですね、もう 10 年

以上前のものでございまして非常に古くなっ

てございます。システム的には最新版のもの

ということで同じものという形にはなるんで

すけれども、ただ、現在のものが、動産のＯ

ＳがＷｉｎｄｏｗｓ７のみという形になって

おりまして、保守点検も保守契約もないよう

な状態でして、もし破損、故障した場合にで

すね、対応がちょっとできないというような

状態でございまして、もしこれが壊れてしま

いますと、犬の登録ですとか、狂犬病の予防
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接種に関する事務を一元管理しているシステ

ムでございますので、故障、破損等が危惧さ

れますので、新しいものに入替えをさせてい

くというそういうものでございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかいいですか。 

はい、中井課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

すいません。お待たせしました。 

先ほど管野委員のほうからの御質問なんで

すけれども、ちょっと昨年度の実績にはなる

んですけれども、集団回収ですね、集団回収

によりまして報償金という形で、自治会さん

とかこども会さん等にですね、交付しており

ます報償金のほうが 200 万円ほどになります。 

とは別にですね、行政のほうで実際回収し

ております資源類の紙ですね、この分に関し

ましては、業者委託としまして 1,240万ほど

１年間でかかっておりますので、ちょっと単

純な比較はできないですけれども、両方で何

て言いますか、行政としても回収しておりま

すし、あと各自治会さんとかこども会さん等

にも還元するような形で報償金という形での

交付のほうをさせていただいているという、

そんな状況でございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

数年前も、わざわざ数字も出してもらって

聞きに行ったことがあるんですけどもね、目

的がこっちは子ども育成のためとかって言わ

れてるんで今はちょうどとんとんぐらいって

言われてるんですけど、資源紙が減ってきて

ますよね新聞とる人も少なくなって。 

今はどちらでもごみにしなければいいとい

う考えですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、中井課長。 

○環境課長（中井 哲君） 

はい。環境課、中井です。 

委員おっしゃるとおりですね、非常に町の

ほうの回収の量もそれから自治会さん等です

ね、から回収のほうをしていただいてる分に

つきましてもずっと減少しております。 

もちろんこれは人口減少に伴うものが一番

大きな要因だと思うんですけれども。ただ、

あくまでもやっぱりごみとして処分されるん

ではなくて、再生されるというそのリサイク

ルされるという形のことを主な項目として捉

えているような、そんな状況でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

この部門で、また質問たくさんありそうで

すか。 

たくさんあるんやったら休憩挟んでみたい

なことも考えますけども、あんまり少ないん

やったらちょっと、もう少しこのまま続けよ

うかな思いますが。 

あんまりないですか。 

    （「ない」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら続けましょうか。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

137 ページの街路樹なんですけど、もう昔

から言ってるんですけど、豊能町こんだけ山

に囲まれているところで、ほとんどの家が、

庭もあって木も生えてるところで街路樹どん

だけ要るんやという、それだったらもうちょ

っとこう、外周のメインのストリートだけに

して中の部分はカットする方向でのほうが、

バリアフリーにもいいしとは思ってるところ

なんですけど、これからどうしていくつもり

なのかなと。 

よく地域で話されるということは聞かれて

るんですけど、地域の方、目の前にある人た

ちは掃除するんですよ。でも残したほうが風
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流だって言っている人は掃除しない人なんで

すよ。 

ちょっと離れてたら歩くときに、ああいい

よね街路樹の落ち葉いいよねっていうような

人がそういうことを言ったりする。でもその

近隣の人たちは一生懸命掃除するんですけど、

でもその人たちも高齢になってすごい負担に

なってきているっていうような中で、街路樹

の問題というのはちょっと避けて通れないの

かなあと。 

そういう置いときたいのであれば地域で掃

除をしていただくようにするのか、何かそれ

を全部行政で担っていくというのは非常にも

う無理が来ているのかなというところがある

んで、そこら辺のもし方針なりがあれば教え

てください 

○委員長（中川敦司君） 

坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

はい。都市建設部、坂田です。 

この街路樹の問題については、平成 23 年

ほどに遡るんですけども、当時街路樹多分台

風とかの倒木の関係で、街路樹がちょっと折

れてしまったりして、ちょっと切り株に残し

てたのがちょっと何本かあってそこでつまず

いて、ちょっと住民さんがけがをされたって

いうところから、街路樹の老朽化も進んでお

るので、腐食等ですね。それで一斉見直し、

一斉の点検をしながら、町の中で、街路樹の

本数をですね老朽化してるやつは減らしてい

こうということで進めて、街路樹桝にも根の

付近まできてもう舗装してしまうということ

で、平成の 27、8 年ぐらいから動き始めて、

光風台それから新光風台と令和に入ってもや

っておりました。 

ただ、ちょっともう予算の関係もありまし

て、ちょっとその事業がちょっと一旦滞って

るというのが事実でして、基本的な考えとし

ては、前は職員の中に樹木医さんが府から出

向された人がそのまま理事でおられたので、

その方を頼りにしながら、樹木の管理をして

いただいて腐食したやつは切っていくような

そんな体制を組んでたんですが、その後その

方もいなくなったので、研修で職員が行きま

して府の研修で帰ってきてそれでやっていっ

たところもあります。 

今後はそういう形で、樹木がもう腐食した

やつは切ってもう１回植えるのではなくて、

もう一旦そのまましながら、進めるっていう

スタンスは変えずにいきたいなと思ってます。 

ただ先ほど申したとおり、令和７年度とか

については、ちょっとその分の予算、ちょっ

と計上されておりません。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、よろしいですか。 

すいません、私から１点聞かせてもらって

いいですか。 

138 ページ、説明資料 138 ページをお願い

します。 

ここで７番目、公園・緑地・街路樹等管理

事業として、公園灯１基設置するということ

で 130 万円上がってますけど、これは初めの

地図で説明あった、あの道路灯とはまた別も

んですねこれ。 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

別物になります。これは公園内に立ってる

公園灯になりまして、そちらのほうの都市計

画課が管理している公園灯の立替費用です。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

ちなみにどちらの公園ですか。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

今計画してますのが光風台の２丁目公園か

若しくは東ときわ台５丁目公園、そちらのほ

うで柱の根元が腐食しているのが発見されて

ますので、そちらのほう立替計画しておりま

す。 
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以上となります。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかもうよろしいか。 

この分野では、はい。 

では質疑ないようですので、ここで暫時休

憩をさせていただきます。 

昼、何時にしましょうか。 

１時でよろしいですか。 

    （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい。１時ジャストでお願いをいたします。 

   （午後０時 07分 休憩） 

   （午後１時 00分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

それでは休憩前に引き続き会議を再開いた

します。 

次に予算説明書のページ数 169 から 216 ペ

ージまでのこども未来部が所管する事業につ

いて説明をお願いいたします。よろしくお願

いします。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課の住原です。 

それでは私のほうから教育総務課が所管す

る部分について御説明させていただきます。 

着座にて説明いたします。 

それでは予算書の 125 ページ、当初予算説

明資料は 171ページをお開きください。 

大事業が学校園管理事業でございますが、

小事業の一つ目、学校園管理事業につきまし

ては、昨年度と比較して 7,334 万 1,000 円

の増となっておりますが、その要因は、昨年

度は小事業として別で上げさせていただいて

おりました小中学校園給食調理等委託業務、

約 7,800万円を学校管理事業にまとめたこと

によるものでございます。 

給食調理等委託業務につきましては、今年

度 7,380 万 5,275 円計計上させていただい

ておりまして、そのうち小学校分が 5,299万

3,275 円、中学生分が 2,081 万 2,000 円とな

っております。この分につきましては、令和

６年度に債務負担行為は済んでおります。 

次に、小事業三つ目、校務支援システム更

新事業 873万 9,000円でございます。 

令和６年度と比較して 176 万円の増となっ

ておりますが、校務支援システムを令和６年

６月に更新いたしました。昨年度は７月から

３月までの９か月分の予算を組んでおりまし

たが、今年度は４月から３月までの 12 か月

分となっておりますので、それによる増でご

ざいます。 

続きまして、四つ目、高校生通学費補助事

業 810万円でございます。 

これは高校１年生から３年生の通学に係る

交通費の補助となっております。本年度は想

定人数といたしまして 429人でございます。 

この補助につきましては、上半期と下半期

の２回に分けて補助することになっておりま

すが、現在９月末までの申請人数は 144 名で

ございました。現在、３月 31 日まで下半期

分の補助の受付をしております。 

予算につきましては昨年度同額の 810 万円

を計上しております。 

対象の高校生になる方に少しでも可能な限

り申請いただくために、広報誌、ホームペー

ジを活用するとともに、中学校の３年生に対

しまして、町立中学校３年生に対しまして、

卒業前にチラシを配布いたします。 

次に予算書 129 ページ、当初予算説明資料

は 174ページをお開きください。 

大事業の小中一貫校施設整備事業のうち、

小事業一つ目、小中一貫校施設整備事業でご

ざいますが、令和６年度と比較して３億

3,571万 9,000円の減となっております。 

これは３月補正予算時にも御説明させてい

ただきましたが、国の補助金の関係で、当初

令和７年度に計上する予定でありました工事

費を令和６年度に前倒し計上したことによる
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ものでございます。 

令和７年度の当初予算に計上しているもの

は、東地区の小中一貫校施設整備工事、第２

期工事及びその工事監理委託業務でございま

す。工事監理委託業務につきましては 86 万

7,000 円、工事請負費につきましては１億

6,133万 3,000円となっております。 

西地区の小中一貫校改修工事及び監理委託

業務につきましては、こちらは令和７年度分

といたしましては、業務委託料、工事監理委

託料といたしまして 3,743 万 7,000 円、工

事請負費につきましては７億 5,786 万 8,000

円となっております。この７億 5,786 万

8,000 円につきましては、中棟という特別教

室棟と渡り廊下棟の新増築分の工事費でござ

います。 

次に四つ目、小中一貫校校内ネットワーク

改善・構築事業 264 万円でございますが、学

校統廃合に伴いネットワークの再構築と、国

が推奨するＧＩＧＡスクール端末の通信速度

を確保するための回線工事となっております。 

これまでＧＩＧＡスクール、児童生徒の端

末の通信速度が遅いというふうな問題があり

ましたけども、ローカルブレイクアウトする

ことによって通信速度の改善を図ろうという

ものでございます。 

続きまして五つ目、小中一貫校ＩＣタグ配

信サービス機器設置事業 190 万円でございま

すが、児童生徒用登下校時のＩＣタグ情報配

信事業、ミマモルメの通信機器、アンテナを

西区の義務教育学校に設置するための工事費

を負担するものでございます。 

アンテナ設置につきましては、正門に一つ、

通用門に各１個ずつで計三つを予定しており

ます。 

東能勢中学校、東地区につきましては、５、

６年生が中学校に来る際、令和３年末に設置

済みでございます。 

次に六つ目の義務教育学校引越事業 2,678

万 8,000円でございますが、東西に義務教育

学校として学校を統廃合いたしますので、現

在各学校の備品等を新しい学校へ引っ越し、

運搬する費用でございます。吉川中学校が光

風台小学校に引っ越す際の運搬料を参考にし

ております。 

３学期の終了式後の１週間程度を想定して、

吉川小学校と東ときわ台小学校で２日間、光

風台小学校と吉川中学校で５日間、東地区の

東能勢小中学校で２日間を想定しております。 

七つ目の義務教育学校備品整備事業 2,400

万円につきましては、令和８年に開校する義

務教育学校に必要な備品を購入するものでご

ざいます。例えば小学生の机、椅子ですとか、

西地区の義務教育学校に設置するランチルー

ム、情報センター等の机、椅子備品でござい

ます。 

続きまして、八つ目の義務教育学校給食関

係整備事業 470 万円につきましては、令和８

年度に開校する義務教育学校に必要な工事附

帯備品以外の備品を購入するものでございま

す。不足分ですとか老朽化した食器の買換え、

給食場のドライ運用に係る備品等の購入でご

ざいます。 

九つ目の義務教育学校職員駐車場整備事業

779 万 2,000 円でございますが、義務教育学

校が開校するに当たり、西地区の義務学校の

敷地内には教職員の駐車場のスペースがとれ

ないことから、令和８年３月末で閉校する東

ときわ台小学校の敷地内に教職員駐車場を整

備するものでございます。90 台を想定して

整備いたします。 

次に予算書 130 ページ、当初予算説明資料

177 ページをお開きください。小事業の二つ

目、小学校給食費補助事業 298 万円でござい

ます。 

物価高騰により食材費が高騰し続けており

ますが、栄養価を担保した給食メニューの確

保と給食費の値上げを抑制するために、給食
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費の一部を補助するものでございます。一食

当たり 40円の補助を行います。 

次に、予算書 133 ページ、当初予算説明資

料の 182ページをお開きください。 

小学校教育振興事業の小事業を二つ目、小

学校情報機器等更新事業 3,344 万 4,000 円

でございますが、これは令和２年度に整備し

ました児童用のＧＩＧＡスクール端末の更新

費用となっております。特定財源といたしま

しては、公立学校情報機器整備事業費国庫補

助金のうち小学校分を充当するものでござい

ます。 

次に、予算書は同じ 133 ページ、当初予算

説明資料は 183ページをお開きください。 

大事業、中学校管理事業のうち小事業二つ

目、中学校給食費支援事業 1,803 万 1,000

円でございますが、こちらも物価高騰により

食材費が高騰し続けておりますが、中学生の

いる家庭の生活支援の一環として、昨年度よ

り中学校給食の無償化をしているものの引き

続き実施するものでございます。 

小事業三つ目、中学校給食費補助事業 82

万 9,000円でございますが、東能勢小学校の

五、六年生が東能勢中学校で給食を食べてお

ります。五、六年生について、小学校給食費

との差額を補填するものでございます。 

続きまして小事業四つ目、新規採択教科書

関連図書購入事業 531万 3,000円でございま

すが、令和６年度に採択された令和７年度か

ら使用する教科用図書の教員用の教科書及び

指導用教科書を購入するものでございます。 

次に、予算書 135 ページ、当初予算説明資

料 186ページをお開きください。 

中学校教育振興事業の構成事業二つ目、中

学校情報機器等更新事業 2,034 万 6,000 円

でございますが、これは先ほど御説明いたし

ましたＧＩＧＡスクール端末の更新の中学生

用の端末の更新費用でございます。こちらも

特定財源といたしまして、公立学校情報機器

整備事業費国庫補助金が充当されております。 

この公立学校情報機器整備事業費国庫補助

金につきましては、上限が一台当たり５万

5,000 円と決まっておりまして、５万 5,000

円に小学校用の端末、予備機含めて 526 台と

中学生用の端末、予備機含めて 320 台にその

額に３分の２を掛けた額が補助金として交付

されるものでございます。 

教育総務課関連の予算の部分につきまして

は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大石課長補佐。 

○義務教育課課長補佐（大石登紀子君） 

義務教育課の大石です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

着座にて御説明させていただきます。 

それでは、私は、義務教育課所管事業のう

ち、主なものを御説明させていただきます。 

予算書 126 ページ、127 ページ、当初予算

説明資料 189 ページ、190 ページを御覧くだ

さい。 

当初予算説明資料、大事業、学校教育充実

事業のうち、小事業の四つ目、ＧＩＧＡスク

ール教育支援システム配備事業につきまして

は、１人１台配付した端末によるオンライン

配信ソフトを利用した事業などをタブレット

端末で実施するための教育支援システムを配

布するものです。全額、システム使用料の物

件使用料となります。 

小事業八つ目、ことばの力向上推進事業に

つきましては、町内在住の中学校１年生から

３年生を対象に、町内施設等で英語検定を実

施するものです。 

これは本町内の中学生に対し、学びに対す

る意欲の醸成を図ることを目的とし、町内で

受験できる環境を整えたものです。また、英

語教育のさらなる充実を図るため、英語学習

ツールとしてウェブアプリを利用した英語学

習を行います。 
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事業費としましては、実用英語技能検定受

験料の補助、検定補助員の謝礼、またウェブ

アプリのサポート保守管理、ライセンス使用

料、またＡＬＴ派遣の業務委託料が主なもの

です。 

続きまして、予算書 127 ページ、当初予算

説明資料 194ページを御覧ください。 

当初予算説明資料、大事業、児童生徒健全

育成充実事業のうち、小事業二つ目、多様な

学びの場整備事業は、町福祉部局等の関係機

関との連携・協力を視野に入れ、不登校の児

童生徒に対する学びの場の環境整備を行うも

のです。 

事業費としましては、環境整備に係るパー

テーションやホワイトボードに係る庁用器具

費が主なものです。 

続きまして、予算書 129 ページ、当初予算

説明資料 195ページを御覧ください。 

当初予算説明資料、大事業、保幼小中一貫

教育推進事業のうち、小事業の一つ目、保幼

小中一貫教育推進事業は、学校運営協議会を

開催し地域とともに教育づくりを進めていく

ものです。 

事業費としましては、学校運営協議会の委

員の報酬、報償金と令和８年度開校義務教育

学校の校旗作成に係る庁用器具費やガイドブ

ック作成に係る印刷製本費が主なものです。 

説明は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高田課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

はい。こども育成課、高田です。 

それでは私からはこども育成課関連部分に

ついて、昨年度と大きく変更がありました項

目につきまして御説明いたします。 

着座にて失礼します。 

予算書 93 ページ、当初予算説明資料 196

ページを御覧ください。 

大事業名、吉川保育所運営事業、小事業名、

保育士派遣事業につきましては、令和７年度

当初から正職員及び会計年度任用職員による

保育士の配置に不足が見込まれることから、

保育士派遣業務に係る業務委託料７名分を予

算計上したものです。 

続いて、予算書 128 ページ、当初予算説明

資料 200ページを御覧ください。 

大事業名、子ども・子育て支援事業、小事

業名、西地区認定こども園設置事業につきま

しては、西地区に幼保連携公私連携型認定こ

ども園を設置するに当たり、当該認定こども

園を設置及び運営する運営法人を選定する委

員会を設置するため、委員報酬及びその他の

必要経費 20万円を予算計上したものです。 

続きまして、予算書 137 ページ、当初予算

説明資料 202ページを御覧ください。 

大事業名、ふたば園運営事業、小事業名、

保育士・幼稚園教諭派遣事業につきましては、

令和７年度当初から正職員及び会計年度任用

職員による保育士の配置に不足が見込まれる

ことから、保育士派遣業務に係る業務委託料

２名分を予算計上したものです。 

説明は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

生涯学習課の大森です。 

私のほうからは、生涯学習課関連部分につ

いて御説明いたします。 

着座にて説明させていただきます。 

当初予算説明資料では 203 ページの学校教

育充実事業から 216 ページの生涯スポーツ推

進事業までで、予算書では 126、127 ページ

の事務局費の学校教育充実事業及び 139 ペー

ジの社会教育総務費から 146 ページのスポー

ツ振興費までとなっております。 

それでは、臨時事業など新規事業を中心に

御説明させていただきます。 

まず、予算説明資料 208 ページ、予算書
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141 ページの図書館運営事業を御覧ください。 

小事業の四つ目の図書館活動振興事業です

が、大阪府の新子育て支援交付金を活用しま

して、授乳室の整備や短時間の託児サービス、

紙芝居製作講座の実施、映写会等を行うもの

です。なお、事業費につきましては全額文化

振興事業から組替えにより計上しております。 

次に、予算説明資料 210 ページ、予算書

143 ページのユーベルホール管理事業を御覧

ください。 

小事業の二つ目のユーベルホール改修事業

ですが、ホール陸屋根部分の屋上防水で経年

劣化による雨漏りが発生しており、さらなる

劣化で雨漏りか所が拡大し、電気設備に達す

ると漏電の恐れがあるため、シート防水の張

り替え塗装を行うものです。 

最後に、予算説明資料 215 ページ、予算書

145 ページのシートス管理事業を御覧くださ

い。 

小事業の二つ目、シートス改修事業ですが、

水漏れが発生しているジャグジープールろ過

塔、取水が不完全な幼児用プールのろ過塔自

動弁、自動制御等ができなくなっている体育

館及びプールの空調配管等を更新するもので

あります。 

説明は以上です。御審査賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

全部終わりね、はい。 

そうしましたら、ここで質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

171 ページの学校園管理事業の４番、高校

生通学費補助事業なんですけれど、先ほど、

今年の分が 429人でまだ 144人だということ

を伺いましたけれど、ほとんどの人が電車で

高校通っていませんか。 

この人数が少な過ぎるということで、これ

は後もう 20 日間ほどですけど、しっかりや

っていただきたいんですけれど。 

来年度、予算上げているんであれば、どの

ように対応されるか、今中３に言うて言った

けども明日卒業式だし、この予算可決するか

どうかは、多分大丈夫だろうと思いますけど、

どうされますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

御質問いただきました件でございますけど

も、まず中学３年生につきましては、もう既

に学校長にお願いいたしまして、配布は済ん

でおります。 

ただあとはですねなかなかそこ、今現在高

校に通っておられる方が、親御さんも町に関

心がなければ、なかなかこの情報知ることが

できないかと思いますので、できる事は広報

誌及びホームページだとは思うんですけども、

何とか皆様にご連絡をしていただくような周

知方法を検討していきたいと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

明日ちゃんと言うということも、大丈夫か

なと思いますけれど、今通ってる人はもう高

校卒業した人もいるじゃないですか、中３の

人、あっ違う高３の人ね。 

その人たちはその証明もできるんかなと思

って定期券のコピーが要るとか、それを促す

っていうんですか、それはとても無責任だな

と思うんですが、あと 20 日間どうされるん

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

今現在もですね受付期間ということで何人

かの申請が上がってきてますので、前半の上
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半期は 30％ほどだったんですけども、ちょ

っとその辺は状況見ないとわからないかと思

いますけども、証明書につきましては、定期

券を持って駅に行けば、証明がいただけると

聞いてますし、またですね買った際にはです

ね、ホームページ上インターネットで見れば

ですね、買った明細がプリントアウトできる

というふうに聞いておりますので、それを活

用していきたいと思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

申請を随時受け付けるということはできな

いんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課の住原です。 

随時受付というのは買ってすぐ買ってすぐ

ということでございますけども、なかなかこ

ちらも担当の事務が煩雑になってきますので、

一応まとめてってしたほう、まとめてさせて

いただくことになっておりますけども、はい。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

高校１年生は中３のアルバムを取りに来ま

せんか。 

もう来ないのかな。何しか学校へ来る事が

あると思うんでそこでも広報するべきじゃな

いですか。 

○委員長（中川敦司君） 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

今おっしゃられました事も踏まえましてで

すね、できるだけ漏れなくＰＲができるよう

な方法を検討してまいりたいと存じます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

次の質問です。 

１番目の学校園管理事業の学校給食調理委

託ですけれども、債務負担行為が入っている

ということなんですけれど、各学校、業者は

全部一緒なんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

給食は小学校の給食と中学校の給食ござい

ます。小学校給食、小学校の給食と吉川中学

校の光風台でやっている給食つきましては、

１社に委託しております。また東区のですね、

お弁当の宅配についても１社ということなの

で、合計２社でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

何を心配してるか言ったら、今度ひかり幼

稚園だけが外れてしまうというか、令和８年

度ね、遠いところを。それもそこの契約の中

には入っているんですか、運ぶということ。 

今 50 メートル先軽自動車で運んでるとこ

見てしまったんですけど、それも大丈夫なん

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

現時点ではですね運搬の分は含まれており

ませんので、今後補正予算を組んで対応した

いと思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今年度令和７年度は運搬費用は入っている
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んですね、同じあと給食業者さんの軽トラッ

クです。今は入っているんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

令和７年度は入ってございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

175 ページの９の義務教育学校の職員の駐

車場についてお尋ねします。 

これ東ときわ台小学校のとこだったと思い

ますたしか。はい。一応あの時はまだ仮の駐

車場っていうふうな説明だったんですけど、

今回ここに 90 台って書いてあるかな、説明

で。 

実際先生の数は何人ぐらいなんですかね、

90名ですか、スタートした段階で。 

どこの場所を駐車場にするのか、併せてお

尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

東ときわ台小学校で臨時的に教職員の駐車

場をつくるということで御説明させていただ

いてるかと思うんですけれども、整備いたし

ますのは 90 台分のスペース。整備しないと

ころで学校校舎周りに既に教職員が駐めてい

る駐車場がございますので、そこも利用した

上で、想定では 130台を想定しております。 

ただ、統合に伴いまして教職員、当然、配

置数などが変わってまいりますので、現時点

でその方々の通勤方法というのもそのときに

ならないとわからないものでございますので、

想定は 130 台分、130 人分を想定しておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

それは西地域に 130 人の先生が、教えるっ

て変な言い方だけど、先生の数として 130 人

という理解でいいですか。 

だけどそのうちの、90 台分は新たに整備

しなくちゃいけないっていう理解、そういう

説明だったのかな。 

場所というのは、校舎の脇の道を言って、

グランドは関係あるのかないかお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

まず場所でございますが、東ときわ台小学

校正門から入っていただきまして、グラウン

ドのちょうど左側のほうに 90 台分の駐車ス

ペースを確保するというところで今計画をし

ております。 

あと教職員の人数の考え方でございますが、

西地区の義務教育学校が開校したときに、そ

こに勤務される方、当然教職員もございます

し、町費の会計年度任用職員もございますの

で、そこに勤務される方が勤務される方に必

要な台数を確保するというところでございま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

いずれにしても 130 人出入りするってこと

ですね、わかりました。 

これはあのとき仮っていうふうに前もって

お尋ねしたんですが、仮ですか。それともこ

れから公共施設再編の中で 130 台分は組み込

もうとしているのか、そこをお尋ねします。 

今回何年間ぐらい使うのかわからないけど、
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一緒になるのか。東に一貫校がある限りの駐

車場って理解させていただいたらいいのかど

うかの意味合いでお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

令和８年４月に義務教育学校が開校すると

きにはですね、一応仮、臨時駐車場という形

でまず一旦整理をさせていただきます。 

西地区の再編が当然同時進行で進んでいく

わけでございますが、そのときに、教員の駐

車場をどういったところで確保するかという

ところも再編と併せて検討していく部分かな

というふうには考えてますが、現時点で、東

ときわ台小学校のグラウンドで今回ご用意さ

せていただく駐車場が、もう仮ではなく決定、

永久的にですねあちらのほうを使うというふ

うに考えて予算要求をしているわけではござ

いません。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ちなみにこのね、東ときわ台小学校の多分

グラウンドの東側みたいな話ありましたけど

も、あそこのグラウンドのどれぐらいのエリ

アが駐車場 90 台分になるのか。その辺りわ

かればお願いします。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

駐車場の場所でございますが、先ほど申し

上げましたとおりグラウンドに入りまして左

側をまず想定をしております。 

左側から、駐車場１台分のスペースと、あ

とは駐車するときに取りやすい通路等を確保

していきますと、90 台でいきますと、大体

グラウンドの３分の１強ぐらいのスペースは

駐車場として整備する区域になってまいりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうございます。 

ほかいいですか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

吉川中学校の野球部は東ときわ台小学校の

グランドで練習しないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

吉川中学校の野球部の練習の場所でござい

ますが、光風台小学校のグラウンドのほうで

練習のほうを予定しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

この駐車場なんですけども、整備できた後

はどのような形で管理していくんです。 

何か近所の方が駐めさせていただきますみ

たいな、そういったこともオーケーなのかど

うか、それとも駐車場としてもうフェンスし

て区切ってしまうのか、どのような管理方法

を考えてるのかお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

実際の駐車場を使い始めるときといいます

のは、小学校のほうがもう使用しないという

状況になり、あわせて育成室のほうも使わな

いという状況で、今あるゲートを通って駐車

をするというような形になってくるわけでご

ざいますが、そこの鍵の管理とかですねにつ

いてはちょっと今後、どういう形で管理して

いくのがいいかというのはちょっと検討して

いこうかというふうに考えております。 
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あと工事に伴う近隣にというお話でござい

ますが、一般的に公共工事を行うときと同じ

ような取扱いで、余りにも音が出るというこ

とであればですね周りの住民、東ときわ台の

５丁目ですかね、辺りになるかと思いますが、

事前に工事周知のほうをしながら、進めてい

きたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

これちなみに東ときわ台小学校の正面のと

ころから子どもは今ね、通学は入っていきま

すけども、先生たちの車は横のほうから入っ

ていってますけども、今回この駐車場ができ

た場合、どっから出入り車される、今の教職

員の方が車で出入りする横手の体育館のほう

かな、あっちのほうから出入りしはるのかそ

れとも子どもたちが今出入りしている大きな

正面いうんかなになるのか、その辺りはどの

ように考えておられますか。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

８年４月、使用開始したときってのは先ほ

ど申し上げましたとおりもう学校使っており

ません。 

やはり安全面の関係で、開口部を２か所以

上とるということになりますと、そちらの開

閉とかもどうするかというような問題が出て

くると思いますので、基本的にはもう正門の

ほうのみを通用口っていうんですかね進入路

として使うという形で、もう一方の今現在教

員の方が通られてるところについてはもう施

錠した上でというふうに現時点では考えてお

ります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ちなみにその今子どもさんが出入りされて

いる正面いうんかな、あの正門いうか、あそ

このガラガラものすごい重たいですけども、

１台来るたびに開けて閉めてみたいなことに

なるのか、何かちょっとそれ考えなあかんの

かなとそんなふうに思いますが、その辺り何

か考えておられるんですか。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今委員長おっしゃられるようにですね今は

学校用の正門ということで、ああいう自動施

錠、自動ロック式の重たいものを設置させて

いただいてるわけですけれども、今後教員の

駐車場のみという使い方になった場合はです

ね、余り教員に負担がかからないような形で、

かつ当然改修等をするということになりまし

たら予算伴いますので、極力予算がかからな

いというところでちょっと検討はしてまいり

たいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

関連。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

駐車場の管理は今どこともバーもなくなっ

てナンバーの管理でできるんでそこら辺です

ごい安くいけるかなと思いますよ。 

気になるのは駐車場駐めました、そこから

先生、東ときわ台小学校の駐車場から吉川中

学校、吉川中学校までの移動手段も考えると

いうことですかね。 

大体駐車場というのはどこでも、皆さんも

近くに駐めますけどそこまでは自力でいきま

すよね。電車で通われる方、多分、たまに行

ったらときわ台駅から上がっていきますよね。 

そしたら東ときわ台に駐車場駐めたら、そ

こからは歩いて行かれるっていうことでいい

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 
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教育総務課、池田でございます。 

現在東ときわ台小学校のほうに駐車してい

ただいた後はですね、学校までは徒歩で自力

で通っていただくというふうに想定しており

ます。 

ちなみに公共交通機関で御通勤されてる先

生、最寄りの駅は恐らくときわ台駅になろう

かと思いますが、ときわ台駅からも徒歩で学

校のほうに勤務していただいておりますので、

時間的には大体同じぐらいかというふうに想

定しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ちょっと 130 台って言ってましたね。１学

年から９学年、３クラスと思っても 27台。 

どういう計算で 130 になるか、休職される

方やいろいろいらっしゃるんだと思いますけ

ども、ちょっとこの 130 人とした根拠みたい

のを教えていただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

130 台のちょっと細かいちょっと根拠って

いうのはちょっと今手持ち資料ないんですが、

考え方としましては今委員おっしゃられてる

ように、まず義務教育学校が開校するときに、

旧の小学校のほうで何クラス。クラス数に応

じて、教員の定数というのが決まってまいり

ます。同じように中学校のほうもそれで定数

が決まってくる。その定数以外に、加配の配

当などであった教員の数、あるいは会計年度

任用職員、例えば今でしたら用務員の方がい

らっしゃるとか、そういう方々への分を全部

足し上げていって、先ほど申し上げたように

おおよその台数で大体 130台ぐらいかなと。 

ただ、実際に勤務が始まったときにもう自

家用車での通勤をやめてですね公共交通機関

で行くっていう申出があればですね、そこの

台数は多少は前後してくるというふうに考え

ております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これもうちょっと細かく出していただきた

い。ていうのは、学校三つ集まったから、一

学年３クラスじゃないし、三つ集まっても一

学年１クラスということも私はあり得るだろ

う、２クラスぐらいなるかな。 

どう考えてもこんな 130 人っていう、人数

まで行くのかなって正直そういう気持ちがあ

りますので、これは要望ですので、ちょっと

考えていただいた上で、未来永劫使うかどう

かもわからないというふうな施設であるなら

ばちょっとそこもきちっと今後詰めていって

ください。お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

あとすいません、この駐車場の引き続きに

なりますけども、東ときわ台小学校はいずれ

どんな使い方をするかいうのはこれから考え

ていってるとこやと思いますけども、実際ど

んな使い方するにしてもその東ときわ台小学

校何かに使うとなった場合、そこへ来る方の

車、当然出てきたりしますけどその辺りあの

施設を使うために来る方の車の分と学校の先

生の分として使ってる駐車場、その辺り共存

ができるというふうに考えられるんですか。

その辺りをちょっと聞いても大丈夫かな。 

お客さん用いうかね、小学校を何かの形で

使うとなった場合のその利用。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今委員長おっしゃられているのは東ときわ

台小学校のグラウンドを整備したときに、そ
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こを使うのに来校者、来客の方も使えるかと

いう御質問でよろしかったですか。 

○委員長（中川敦司君） 

学校そのものを、活用どんなふうにしてい

くかわからんけどもその学校なんか使うよう

な形になった場合、そこの学校を使うのに来

はった人が、お客さんみたいなそんな人が駐

めるのと、小学校の学校の先生が駐めてると

ころもあるけども、共存できるのかと、車の

駐車とか。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

４月から整理するに当たりましては当然職

員個人に月ぎめっていう形で、お貸しすると

いうような形になりますので、まず契約が結

ばれている駐車場について、その契約者以外

の方が使うということはまずできないかなと。 

ただ整備したときに、仮に先ほど説明しま

した 130 台で整備してですね、結果的にかな

り、90 台、申し訳ございません 90 台で整備

いたしまして実際そんなにも台数がなかった

というふうになった場合に、そこをどう使う

かっていうのは今後ちょっと検討する部分か

と思います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

あと、今グラウンドの状態なので、あの状

態で取りあえず駐車場っていうふうな形にな

るのか何かこの舗装するのかちょっとそこま

ではわからないですけども、もし土の状態で

駐車場にするんであれば、雨の日なんかはそ

っから車出入りすると、近隣の道路がもうい

っぱい茶色い線がいっぱい付くみたいなこと

になりかねないんですけども、その辺りは何

か考えておられるんですか。 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

仮設工事についてでございますが、あくま

で仮設ですのでアスファルトを敷くとかとい

うようなことを施すのは想定しておりません

が、今御心配いただいてるように、土を持ち

出すっていう可能性が当然ございますので、

砕石の敷き均し砕石の敷き均しをしてですね、

あとは区画スペースにはトラロープとかでし

っかり明示をするというようなところを今工

事の施工方法としては考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

吉川中学には誰も駐めないんですか。 

例えば給食の搬入とか、文房具持って来は

る人とか、誰も駐めないんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

義務教育学校のほうには駐車場のほうも整

備するという形で今計画をしております。 

来校者用の駐車スペースと、今、委員おっ

しゃられてるように、学校に出入りされる方、

給食とかですねっていう方が駐めるような駐

車場、あと、今考えておりますのは、緊急対

応用に管理職の車を数台駐めていくようなス

ペースを確保していくというようなところで

今考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

同じページですが、説明書の 175 ページで

す。10 番、小事業の 10 番の義務教育学校ホ

ームページ構築事業なんですが、これはどこ

が中心で管理していくものなんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 
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○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

今現在学校のホームページがそれぞれある

んですけども、ありますが、これはホームペ

ージ、いろんな学校が一つなる二つになると

いうことなのでその辺の構築をお願いする費

用でございまして、維持管理につきましては、

基本的には学校のほうにお願いする形になる

かと思います。内容の更新についてははい。 

ただそのホームページのシステム、サーバ

ーとかの維持管理につきましては教育総務課

のほうで負担する形になります。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

広報的なことが、ホームページに掲載され

るんだと思うんですが、今までと同様の形の

ホームページ、拡大されるようなものが何か

あるんでしょうか。 

昨日、これが入ってましたけども、とよの

東学園、西というのが、こういうようなこと

も宣伝にね、入れていくような、そういう豊

能町の学校、中学校、皆さん来てほしいとか

いうようなそういうようなね、宣伝的な周知

できるようなことも含めて、掲載していかれ

るのかなと思うんですが、その点はどうです

か。 

○委員長（中川敦司君） 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

あくまでもこれは今、小学校が４校、中学

校２校あるホームページを東西の義務教育学

校二つにまとめるということでございますの

で、現在各学校が掲載している内容に準じた

ものが、新しい東地区の義務教育学校のホー

ムページ、西地区の学校のホームページとい

う形でなるかと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今おっしゃったようなこと以外には広くね、

拡大できるようなニュースとかトピックスみ

たいな形のものを豊能町こんなことしてます

とかそういうのは一切入れない、学校関係の

みのホームページっていう、そういうことで

いいんですか、考え方としては。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

基本的には学校の内容を外に発信していく

ためのホームページでございますので、今各

学校が先ほども申しましたけど、何々小学校、

何々中学校、校長先生のお話とか、そういう

ようなページを掲載するものでございます。 

今ある学校のホームページを統合して見や

すくするという形の初期段階の委託という形

になります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

統合されるいうことでは、いい面も、悪い

面言うたら、いろいろあると思うんですね、

メリットデメリット。 

しかしいい面についたら、交流がいろいろ

できて、２小２中いうことになってるんです

が。クラブ活動なんかもそういう点で活発に

ね、行えるようなことも宣伝っていうか広く

ね周知できるような、そういうニュースが大

分必要になってくると思うので、そういうこ

とも含めてね、ぜひホームページに掲載して

いってほしいなと思うんですけども。 

そういうようなこともありますかね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 
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当然各学校にも内容等を任せるということ

でございますけども、それぞれ学校で、何々

クラブが全国大会行きましたとかっていうホ

ームページの内容、更新については、学校が

するかと思いますし、内容についても各学校

の色を出して、外部に発信していくという内

容も入れていくものと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

同じページの７番のところ備品整備事業な

んですけれど、先日も家庭科室行ったときに、

吉中も来てはんのに、光風台小学校の 30 年

もののミシンとか、線切れそうなアイロンと

かね、そういうのがあったんですけども、そ

れは誰が精査しはるんですか。 

３小学校１中学、使えるもんもあるけれど

も、絶望的なやつもあるんですけど、それを

ぼちぼちやってはるのか。 

その辺り聞かせてもらえますか。使えるも

のを使ったほうがいいとは思いますけど。 

○委員（秋元美智子君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今回統合するに当たりまして、西地区行き

ますと、３小学校１中学校ということで中学

校のほうは吉川中学校がそのまま義務教育学

校に移ってくるということなんですけれども、

小学校のほうについては３小学校が統合され

るということで、今御指摘のように同じよう

な備品が各学校に今現状あると。 

今現在ですね教育委員会のほうと学校のほ

うで、備品の整理を今全てしております。し

た中で、一番効率的というか有効なものを有

効な数をはじき出してですね、それを新校に

持っていくと。新校開校してからですね一定

期間はもしかしたら過不足生じる可能性もご

ざいますので、それについては、廃止した学

校に保存できる部分については、例えば交換

するとか、っていう形で対応はしていくとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

使えるものは使っていくという形ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

今回義務教育学校開校するに当たりまして、

全ての物に対して言えることでございますが

使えるものは当然、使用していくというとこ

ろを基本に考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

持っていかなくても、とてもいいものだっ

てたくさんあるんですけど、それは売らない

ですか、財政難で。 

○委員長（中川敦司君） 

池田課長。 

○教育総務課長（池田拓也君） 

教育総務課、池田でございます。 

開校した後にですね実際に使わない備品の

取扱いにつきましては今後ですね、今委員が

御提案いただいてる売却等も踏まえてですね、

どういう形で処分といいますかしていくのが

いいのかというのは考えていきたいと思って

おります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

まず備品なんですけど備品台帳ってありま
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すよね。まず、この確認が１点です。 

それと質問違うんですけども、213 ページ

の郷土資料館で 40 万円ほどプラスになって

んで期待込めてお尋ねしますが、何かこれは

充実に向かって、この予算がとられてるのか

な。 

誰に聞いたらいいかな。お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

備品台帳があるのか、それと郷土資料館ね。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

備品台帳につきましては各学校、教育委員

会とも、役場全体できちっとございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課、大森です。 

郷土資料館の郷土資料館管理事業の増額分

ですけれども、業務委託料、除草委託料が増

になっているものの増額になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

今まで誰やってたんだろう。20 万かけて

草刈りってその前までは。 

何だ期待しちゃった。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課、大森です。 

一括で都市計画課のほうに委託しておりま

した。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

どこかほかので一緒でやってたのを今回こ

ちらの経費だからって分けたってこと。 

どこかなそれは。この 20 万っていうのは。 

○委員長（中川敦司君） 

答え、いけますか。 

はい、田中次長。 

○都市建設部次長（田中克生君） 

都市建設部、田中です。 

この業務は都市計画課のほうで一括、町街

路樹、公園緑地、それから支所が所管してる

土地とか、あと教育委員会が管理してるとこ

ろとかっていうのも、一括で都市計画課のほ

うで発注はしておるんですけども、中には予

算がついてないところもありまして、一括し

て、結構な請負金額で受けてもらってるって

いうところで、場所によっては、業者さんの

サービスで草刈りをしてもらったりとかって

いうところで、今まで何とかしのいできたん

ですけども、なかなかちょっと非常に厳しい

というところがございまして、各所管のほう

でも、予算措置のほうをっていうのを話して

たのを、都市計画課のほうで話しておりまし

たので、恐らくそういうことで、それぞれの

所管課のほうで、今まで計上してなかった部

分につきましては、ちょこっと草刈りの費用

が発生してるっていうふうに、そういう話を

聞いているところです。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ってことはこの予算書の中に、前より 10

万、20 万上がってるのは、草刈りの部分が、

各地ばらばらに散らばったということで、何

かしら前進ということじゃないってこと。 

よう理解できないですね。何、結構大きい

ですよ 28万なのが 40何万なったら。 

いや何か充実に向けて動いたのかなあって。 

草刈りでそれもよそのとこからって言われ

ても、じゃあほかも入ってんのかな。これ教
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育委員会だけじゃなくて。どうなんだろう。 

今後、こういう形じゃなくて町として草刈

りは草刈りで一括でまとめ、そうなると戸知

山がたくさんあったからね、またそこでちょ

っと話が違っちゃうんだけども、何かの形を

ちょっと考えていただきたいし、このほかに

もあるんだったらまたお願いします。教育委

員会の中でありましたらお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかにあるんですか、こういう草刈りの金

額がどっか載ってるんですかっていうそうい

う質問。 

教育関係で何かあるんですか。 

はい、仙波部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こんにちは。教育委員会、仙波です。 

今の郷土資料館の草刈りの件なんですが、

先ほど田中次長からありましたように、要は

町内の草刈りをする事案っていうのがいろん

なところにございます。業者さんに発注をす

るんですけども一括発注という形で、要は、

公民館の分もそうやし、都市計画課持ってる、

いわゆる公園の草刈りとか全部を一括で入札

っていう形で、業者さんに発注をしている。 

その中で、ほんなら今日は例えば１日でで

きるもんではないので今日は公園刈って、今

日は郷土資料館刈ってっていうところでお願

いをしてます。 

その積算の中で今ちょっと確認をしておる

んですけれども、この業務委託料が、令和６

年度の予算が 10 万 5,000 円やったところが、

今度 29 万 7,000 円という形で増額になって

おります。そこは都市計画課のほうでお願い

をしてたというちょっと状況やと思うんです

けど、要は多分、人件費とかが上がって、そ

の積算がやっぱり大分上がっているというと

ころの影響で、予算額が上がってるというふ

うになっているところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

確認なんですけどもこうやって郷土資料館

とかで草刈りの予算ですと。どっかのとこで

草刈りの予算ですと。うちの予算です。都市

計画で取りましたみたいな。 

これは各今言った四つは、それぞれ入札し

てるんですか。一括入札。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  総務部、入江です。 

今入札は一括でしてます。それぞれの草刈

りの、いうたらどこを刈るのかというところ

を仕様を集めて、都市計画のほうでまとめて

いただいて、各原課はそれぞれの定例的な草

刈りとかいうところを、まず都市計画のほう

に情報を集めましてそこで積算をしていただ

いて、入札はそれぞれでなくて一括で行いま

す。 

それぞれの草刈り面積ですとか、その辺の

仕様の中でそれを経費を割り振って、この施

設でしたらこれぐらいの費用で、案分表をそ

れぞれの所属で支払うと。それぞれ入札、そ

れだけ作業も時間もかかりますので、そうい

う形で効率的に草刈り発注をするように、心

掛けております。 

ただそういう一括発注になじまないような

例えば剪定とかそういう場合はですね、それ

ぞれの所属でやってる部分もございますので、

なるべくその一括で発注できるような仕様形

態にして発注をしていきたいと思っておりま

すが、随時、例えば選定とかいう状況によっ

ては所属独自で対応しないとなかなかまとめ

切れないようなものもございますので、そこ

は使い分けてですね、それぞれの所属で所管

してる部分もございますが、まとめれるもの

はまとめて発注しておるというところでござ

います。 
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以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

参考までに聞かしていただきたい。今回こ

っち 20 万移りましたね。草刈りの予算こっ

ち、郷土資料館に移りましたね。っていうこ

とはこの 20 万というのはどこがどこの部分

で減ったというふうに理解させてもらったら

いいですか。 

もちろん経費は違いますけども、ただどこ

の部分が減ったんだということだけわかれば

お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

仙波部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

すいません。教育委員会、仙波です。 

どっかが減ってこっちについたんではなく

て、要は今現在労務費関係が上がっている中

で、同じ草刈りをするにもちょっと予算上は

やっぱりその参考見積りとかそういう積算を

したときに上がってしまっているというのが

実情です。 

○委員長（中川敦司君） 

結局そういった意味では、令和６年度にも

草刈り費用がここに入ってましたと。ただそ

れが 10 万ぐらいやったけども今回はそれが

20 万何ぼになりましたと。そういう話やね。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

っていうことは前年は 28 万 6,000 円です

よね。予算書ですよ、予算書 28 万 6,000 円

です。 

今回は 48 万 7,000 円、20 万円の差がある

からお尋ねしたんです。 

それでこれは 20 万円が草刈りだと言って

その前の年も 10 万使ってるんで、要はこの

草刈り 30万って見たらいいですか。 

要するに、郷土資料館のためのこれ 48 万

7,000 円のうちの 30 万は草刈りと思ったら

いいですか。 

お尋ねしてるのは、今回、今まで 10 万で

済んでいたものが 30 万に上がったって話じ

ゃないですよね。 

そういうことですか、それだったらそれで

理解できますが。 

○委員長（中川敦司君） 

大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

今回の除草に係る委託費用が 30 万になり

ました。 

○委員長（中川敦司君） 

休憩、暫時休憩。 

再開は 10分ぐらいでいいですか。 

そしたら 15 分。暫時休憩で次再開は 15 分

ぐらいね。はい。 

   （午後２時 05分 休憩） 

   （午後２時 15分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

はい、仙波部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 

この草刈りの積算につきましては、前年度、

令和６年度の積算につきましては、積算をし

たところなんですけれども入札後の前々年度

の要は決算ベース、それで予算化をしており

ました。今年度、令和７年度の予算につきま

しては、やはりきちっと積算をしました。そ

れで前々から積算をしておりますが、その積

算の中で今回、労務費単価が上がったりであ

るとかそういった面も考慮していただいて最

終的にこの予算になったものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

197 ページの留守家庭児童育成室管理事業
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ですが、２番目の補助事業というのですけれ

ど、支援員が足りなくなったらということが

書かれてあるんですけども、シルバー人材さ

んから呼ぶっていうことですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高田課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

こども育成課の高田です。 

留守家庭児童育成室の支援につきましては、

今、会計年度任用職員で配置をしているんで

すけれども、どうしても、春休み、夏休み、

冬休みの三季休業中につきましては、一日開

室するということがございまして、人が足り

ない場合がございます。 

主にそこの部分について、シルバー人材セ

ンターからの派遣を、業務委託を予定してお

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

以前、期末手当が出る出ないで、週 15 時

間でしたか、15.5時間かな。 

それで、春・夏・冬だけいっぱい働くのに

っていうことで、ちょっと不満が出てたと思

うんですけど。 

支援員だけでは賄えないということなんで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高田課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

はい。こども育成課の高田です。 

支援員の方々は働き方が様々でして、例え

ば 130 万円未満で働きたいという方がいらっ

しゃった場合に、三季休業中、毎日入ってし

まうと入り過ぎになってしまういう場合に調

整される方がいらっしゃいます。加えまして、

夏場ということもありますので、週５日入る

と非常に疲れるので、そこはちょっと休みが

欲しいという方もいらっしゃいますので、そ

ういう場合、どうしても足りなくなるときが

出てまいります。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

次の質問です。 

199 ページの放課後児童クラブ地域連携充

実事業、２番目の項目なんですけれど、ちょ

っと予算書を見てもわからなかったんですが

これは放課後わくわくの費用ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高田課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

はい。こども育成課の高田です。 

地域連携充実事業でございますので、わく

わくと育成室の連携に係る事業でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

サポーターは皆さん無料で来てはると思う

んで、これは準備とか教材の費用ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

高田課長。 

○こども育成課長（高田浩史君） 

はい。こども育成課の高田です。 

委員のおっしゃるとおり、教材あるいはお

もちゃの購入であるとか本の購入、そういっ

たものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

その項目はわかりました。 

204 ページの生涯学習推進事業、どのよう

な事業に使われる費用ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

例えば夏休みに子ども教室みたいなことを
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されていたと思うんですが、だんだんこうじ

り貧になってきているんで、そういう費用で

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

生涯学習推進事業につきましては、主に生

涯学習の全般の庶務的なところになりますの

で、議員がおっしゃってるような子どもに関

するところは青少年健全育成事業のほうで実

施しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

右側のページですか、右側は青少年指導員

なんですけど、公民館の子ども教室っていう

のはもうやらないんですか。以前は町バスで

化石も堀りに行かれたようなんですけど、そ

ういう教室はやりませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

昨年までは令和５年度まで実施しておった

んですけども、今年から人員等の関係もあり

まして実施はできてないんですけれども、図

書館との連携でそういった事業を進めていき

たいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

別の項目なんですけれど、210 ページのユ

ーベルホール管理事業です。 

ユーベルホールは、今後公共施設再編で存

続が危ういと思うんですけれども、これ、こ

の雨漏りやから仕方がないとはいえ、これぐ

らいの予算をかけて修繕しなきゃいけないも

のですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

 冒頭の説明でも説明させていただいたんで

すけれども、雨漏りのほうが令和５年の３月

から起こっておりまして、しばらくは特に拡

大とかなかったんですけども、昨年の５月に

また機械室のほうでも新たな雨漏りが見つか

りまして、このままいきますとキュービクル

でありますとか、そういったところに及ぶ可

能性が出てきましたので、応急的なものでは

なくて抜本的な改修が必要だということで今

回計上させていただいております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

あと５年はユーベルホールこのまま続けて、

令和 12 年に新しくできた、何ができるかわ

かりませんけれど、そこまでは頑張ってユー

ベルホールを存続させるという考えでよろし

いですか。 

○委員長（中川敦司君） 

大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

今現在新たな施設の建設に向けていろいろ

計画を立てているところなんですけれども、

ユーベルホールも含めまして、どうしていく

かっていうのがまだ具体的なところは出てお

りません。 

基本的にはそういう方向性かなとは思うん

ですけれども、ただユーベルホール、この屋

根だけの問題ではなくていろいろな維持管理

経費というのがかかるところでございますの

で、そこは状況を見ながら総合的に判断して

いくのかなと。 
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必ず建替えまで開館するということも今の

段階では言えませんし、この何千万円という

改修がかかってきたときはどうするのかとい

うようなところはまた皆さんと一緒に御相談

をさせていただくことだろうと思いますが、

現在のところちょっとそういったところで、

御理解いただけたらと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

５年ほど前かな、来賓の応接室みたいな、

舞台に一番近い控室の空調、否決したんです

ね。中央公民館のタイルは助けた、落ちてき

たら困るから命に関わるから。私議長のとき、

暖房効いてませんけどどうぞって案内された

んですね。ストーブで大丈夫やったけども。 

そのときも理由は、いつまで続けるんやっ

ていうことだったと思うんですね。あのまま

ですよね今も。空調が。 

やっぱり早い段階で、どうするかを決めな

いと、もしもうやめてしまうんやったらこの

1,600 万、随分高いなと思ったんですけど、

これから先も音響も壊れるやろうし、センタ

ーマイクはもう上がってこないんですよね、 

今はこんな何ていうかハンドマイク使ってる。

センターマイクが上がって、壊れているとい

うのは聞いたことがあって。 

 どうするか早よ結論づけないとお金がいっ

ぱいかかってくると思うんです、これから先

も。今は 1,700万ですけど。 

 その考えをお聞かせいただきたい。 

○委員長（中川敦司君） 

高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

先ほど政策監が申し上げましたように、公

共施設再編の中で今、ユーベルホールをどう

していくのか、豊能町の中でホールをどうし

ていくのかということだと思います。 

今のユーベルホールというのは、豊能町の

人口規模に見合うのかどうかというところも

含めて、そこんとこはスリム化っていうんで

すか、ちょっと規模の見直しをしていく必要

があるのかなということで今、施設再編の検

討を進めているところでございまして、来年

度中には、基本的な考え方のほうは整理でき

るのかなというふうに思っております。 

その中でそのホールがどうなっていくのか

というのが形として、ある程度議会のほうに

もお示しできるタイミングが来るのかなと思

っております。 

管野委員おっしゃるように、令和 12 年度

までに我々も過疎債というところがございま

すので、そこで有効に活用しながら、公共施

設再編の事業を終えていきたいということは

これ前から申し上げてるとおりでございます。 

じゃあ 12 年度までに使うんですかという

ことなんですけども、まあそこに至るまでに

ですねやはり住民の皆さんにこういうことで、

ホールはこういう形になっていきますよとい

うことをお示ししながらやっていくのが一番

ソフトランディングっていうんですかね、余

り混乱もなく治めることができるのかなとい

うふうに思っておりまして、なので今の段階

で、いつ閉めるということは明確にまだ決ま

っておるわけでございません。施設再編の進

行状況にらみながらですね、どこかのタイミ

ングでここの段階で我々としてはユーベルホ

ールのほう一旦閉めますと、その事業はここ

ですよということお示ししないとただ単に閉

めるというだけが申し上げますとそれはちょ

っと住民の皆さん混乱されると思いますので

そこの先をちょっとこちらもある程度のイメ

ージができた段階で正式にこのタイミングで

示させていただきますということを申し上げ

たいなというふうに思っております。 

今の段階でいつですということをこのタイ

ミングでちょっと申し上げることはちょっと

できないというんですかね、そこまで内部の
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ほうで検討できる材料もございませんので、

そういうことで御理解いただきたいと思いま

す。 

今回キュービクルの改修費用を上げさせて

いただいております。すいません、キュービ

クルがあって防水の工事なんですけども、下

にキュービクルがあるからということで上げ

させていただいてるんですけども、我々もこ

れ、この予算付けるのかどうかというのは前

に管野委員がおっしゃられていたいうような

ことも経過も踏まえて、これ上げるのがどう

なのかというところは検討させいただきまし

た。ただこれやらないと、ユーベルホールも

そうなんですが周辺の配膳というですかね電

気の供給にもちょっと影響するようなことも

聞いておりましたのでやむなく上げさせてい

ただいているというところがございます。 

エアコンの関係についての中でいろいろ議

論させていただきまして、確かに我々も何回

かこう使うこともあるんですけどやっぱり暑

い寒いというのがございまして、特に我々は

我慢できるんですけれども外から来られた方

に対してちょっと、申し訳ないなという思い

もあっていろいろ検討はしたんですがやはり

そこは先が令和 12 年というのが最終である

とすればそこまで決まってますのでエンドが。

それはちょっと費用対効果にらみながら今回

ちょっと見送りさせていただいたというとこ

ございます。 

今回本当に緊急やむを得ない措置というこ

とで御理解いただけたらありがたいというふ

うに思います。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

この予算が認められたら、工事、工事期間

っていうか、ユーベルホールを閉鎖しなきゃ

いけない期間っていうのはどれぐらいあるん

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

工期としましては１、２か月というふうに

聞いております。 

シート防水の張り替えになりますので、天

候にも左右されるとは思いますが、そういう

のも含めて長めに設定していきたいと思って

おりますし、休館日は館の利用がないところ

で実施していきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

先ほど高木副町長おっしゃったんですけれ

ど、オオサカンも協定で一緒に活動されてて、

あそこに楽器も置いてはるし本当に自分たち

本拠地として活躍されているんで、しっかり

と議論をしていただきたいと思います。 

これ要望しておきます。 

一旦終わります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

215ページ、説明書お願いいたします。 

シートスの管理事業の件ですけれども、た

くさんの方に親しまれている体育施設シート

スですが、改修をされるということで、この

工期として利用者には影響が出ないような状

況にできるのかどうか、その点お聞きします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課、大森です。 

工期につきましては、おおむね５、６か月

というふうに聞いております。 

休館なんですけれども毎年９月の下旬に１

週間程度休館して施設の点検等を行っており



53 

ますので、そこに合わせるような形でなるべ

く休館しないような形で実施したいと考えて

おります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

結構かかるんですね、５、６か月というこ

とですね。じゃあ夏場まで、５、６か月言い

はりましたわね。 

結構長いので、利用される水泳なんかも本

当にもう温水プールがあるわけですから、ず

っと使っておられるね年がら年中使っておら

れる方については影響が出るかなと思うんで

すが、その間、期間でちょっと契約されてい

る方もいられると思いますし、そういう方へ

の周知もされてると思うんですけども、その

点で利益の影響も出てくるんじゃないかと思

うんですけど、その点の計算っていうか、そ

ういうのがもうそういうのも出されているん

でしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

設備そのものはクローズの状態で工事する

んじゃなくて営業しながら工事はできるんで

すよいうことやね。 

それを言ってあげていただいて。 

大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

先ほど５、６か月と申し上げたんですけど

も、部品自体の製造とかの期間も含まれてお

りますので、工事につきましては、実際の現

地で作業というところにつきましてはそこま

でいかないのかなと思ってますし、万が一、

極力先ほど申し上げました９月の下旬の休み

のところでというふうな考えはあるんですけ

ども、それ以外にも箇所自体が複数箇所あり

ますので、それらを個別に休館日に合わせた

形で実施していきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

利用者にあんまり影響は出ないというふう

にお考えなんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

大森課長。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

はい。生涯学習課の大森です。 

おっしゃるとおり利用者の方に影響ないよ

うな形で実施していきたいと考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今のシートスなんですけれど、指定管理を

選定する段階に入ってますよね、指定管理、

今後、予算入ってますね。 

ちゃんとして直しておかないと、指定管理

来てくれないんじゃないかなと思うんですね。 

先日もちょっと中谷課長と館長さんとたまた

ま一緒にお話ししたことあるんですけど。 

 本当に本格的にやらないと、なかなか面倒

見てくれないよということもおっしゃってた

んで、しっかりと直していただきたいと思い

ます。 

要望です。 

○委員長（中川敦司君） 

いいですか。 

なければちょっと私のほうからさせてもら

ってよろしいか。 

あります。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

保育士のところなんですが、196 ページ。

196 ページ保育士の派遣事業のことなんです

が、いろいろこの事業、小事業名書いている

んですけど、保育士の時間給のところはどこ
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を見たらいいんですか。 

吉川保育所とふたば園、これどちらも保育

士の人材確保とかいろいろ書いてるんですけ

ど、前も一般質問で言わせてもらったんです

けど時間給が低いということで、ちょっと検

討願いたいって言ってたんですけど、ホーム

ページを見てもものすごく見にくいんですよ

ね、1,200 円から 1,700 円までとか書いてる

んですけど、時間給。 

ちょっとこの辺のちょっと説明上がったの

か、これ国が上げてますよね、見直しされて

ますよね、保育士の時間給。 

  豊能町においてはどうなってますか。 

○委員長（中川敦司君） 

そしたら、ちょっと時間がかかるようなん

で、別な項目で質問しましょうか。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

182 ページの児童の学習用タブレット端末

の更新ということで、これはどれぐらいの期

間で次の更新になるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

令和２年度末に整備してますので、国のほ

うからも、５年をめどに更新ということで、

今回この大阪府内の市町村、共同調達方式を

用いまして、更新のほうを進めてまいります。 

○委員長（中川敦司君） 

その前ちょっとすいません、これなんか台

数、初め説明のとき言うてはったっけね。小

学生用は何台言うてましたっけね。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

小学生用につきましては、小学生の児童数

プラス予備機をあてがいまして、小学生児童

が 458 で計算してまして、予備機として 68

台、合計 526台。中学生用が生徒用で 278台

と予備機 42 台の 320 台。合計が 846 台であ

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

はいわかりました。 

ありがとうございます。 

はい、寺脇副委員長。 

○副委員長（寺脇直子君） 

説明資料 194 ページの一つ目の児童生徒健

全育成充実事業で支援学級等に在籍する児童

生徒に対して、専門分野の講師を招いて巡回

相談を実施するということで、これ増額にな

ってますけど、これはここに書いてる個に応

じた支援を充実させるとか何かそういうこと

で増額になってるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

大石課長補佐。 

○義務教育課課長補佐（大石登紀子君） 

義務教育課の大石です。 

こちらの増額部分につきましては、今回巡

回相談、こちらのほうは専門の、例えば理学

療法士さん、作業療法士さん、あと言語聴覚

士さんが巡回で各学校に回られておられる事

業で、作業療法士さんにつきましては、幼稚

園、保育所と小学校、中学校の専門職の方が

同じ方でしたので、令和６年度まではこども

育成課で予算を計上しておりました。 

今回、小学校、中学校の分につきましては、

義務教育課で予算を計上しましたので、この

増額の部分はこども育成課からの組替えの部

分になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかありますか。 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

まず 175 ページのホームページの政策です

けどもこれ新しい学校のホームページという

ことですけど、古い学校のなくなる学校のホ
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ームページをどういうふうに終わらせるのか、

そこに行ったときに統合されましたみたいな

案内がないと卒業した人は多分母校を調べる

んですよ。母校を調べたときに、出てこない

はちょっと格好悪いんで今現在はこういうふ

うになってますっていうような形でわかるよ

うなつくりをされる予定にしてますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課の住原です。 

その辺につきましては現在検討中でござい

ます。 

何らかの形でリンクで飛ぶとかいうような

方法で、専門的な方の意見聞きながら進めて

いきたいと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

そこら辺はどうしてもね新しいほうに集中

しちゃって、今までのところがおざなりにな

ってはいけないんですけどそこにアクセスす

る方も結構おられるはずなんで、それをしっ

かりとフォローしてください。 

いじめ問題のところで、193 ページですね。

例年より僅かですが、上がってはいるんです

けど、これって特に現状でこの体制で何も問

題はないという理解でいいですか。 

いじめってこういろいろ毎年状況が変わっ

たりとかすごいこうね、いじめの方法であっ

たり対策方法も、日々変わっていくんかなあ

と思うんですけど、今現状ではこの方法で、

取りあえず、重大案件には発展しないような

っていうふうな理解でよろしいですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大石課長補佐。 

○義務教育課課長補佐（大石登紀子君） 

義務教育課の大石です。 

こちらのほう、7,000 円程度増額になって

おります。 

まずこの要因につきましては、今現在、学

校等支援指導員、こちらのほうは各学校のほ

うにいじめを未然防止するために支援員のほ

うの派遣を行っております。 

こちらのほうの保険代、今現状保険代のほ

うが実は足りない状況になっておりますので

保険代の増額になっております。 

今おっしゃっておられますいじめ問題につ

きましては、学校等支援指導員を各学校のほ

うに配置しておりまして、未然にいじめの防

止、防ぐということで配置しておりますので、

現在特に実情は大丈夫です。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

多分それやったら本当安心なんですけど、

よく日本全国でいじめというのは人が集まっ

たら絶対起こることなんで本当に気を付けて

いただきたいなと。それでもしそういう対策

があるんであれば、先進的なこういったのが

今、もう情報のスピードが早過ぎるんで、そ

ういう悪いほうに使う人たちの嗜好もすごい

速いですよね。 

ですから、それを守る側の行政であったり

っていう対応も、それに合わせたような形で

取り組んでいかないといけないと思うんで特

に子どもが巻き込まれるいじめなんかにおい

ては、本当先進的な事例を調査してこういっ

た対策をすれば本当に未然に防げますよとい

うような取組を行っていただきたいと思いま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

要望ですか。 

要望でいいんやね。 

   （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうぞ。 
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管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

192 ページの人権・地域教育充実事業の２

番目、教育コミュニティづくり推進事業です

けれど、この地域学校協働活動推進員を配置

しっていうのは、もしかしたら、コーディネ

ーターさんかなと思うんですけれど、今、小

学校、３小学校で連携してやっておられると

思います、コーディネーター会議もここでこ

の前やってはったんで。 

令和８年度もそのメンバーでやっていただ

けるんですか。学校運営協議会のメンバーで

もあるんですけれど、地域が広くなるという

ことで、やっぱり情報収集には助かると思う

んですが、その体制をずっと今から言っては

るのか、伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、大石課長補佐。 

○義務教育課課長補佐（大石登紀子君） 

義務教育課の大石です。 

はい。こちらのほうの地域学校協働活動推

進員、こちらのほうは以前コーディネーター

として呼んでおりました。今現在、小学校、

中学校に各１名ずつ配置しております。 

こちらの方は、教育委員会から委嘱をさせ

ていただいて活動していただいています。現

在、地域の方と学校のつなぐ、連絡調整の役

目をしていただいております。 

委員おっしゃっていただいたとおり、この

コーディネーター会議、地域学校協働活動推

進員さんの会議を年数回行っておりまして、

そちらのほうでは、令和８年に向けて、西は

３小１中になりますが、引き続き継続して活

動をお願いしたいということもこちらのほう

申し上げております。 

３小１中が一つに学校になっていっても、

対象児童生徒数は変わりませんので、引き続

き地域と学校の連携ということで活動してい

ただきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

私のほうから質問させてもらいます。 

説明資料 216ページをお願いします。 

この小事業名ですけども、生涯スポーツ推

進事業でありまして、予算的に令和６年と比

べて下がってますけども、その辺りどういっ

た理由があるんでしょうか。要因といいます

か。 

はい、大森課長補佐。 

○生涯学習課課長補佐（大森啓史君） 

生涯学習課の大森です。 

生涯スポーツ推進事業ですけれども、前年

度実績等から今回減額等になっておるもので

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、わかりました。 

ありがとうございます。 

ほかはないですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

遠方から来てはるんで図書館のことを伺い

ます。 

208 ページの図書館運営事業の４番目の図

書館活動振興事業。先ほど説明いただきまし

た授乳室をつくるとかっていうことですけれ

ど、図書館もいろいろなことを展開されてい

て、もう場所いっぱいやと思うんですけれど、

どの辺にっていうことと、そのほかの活動も

どういうふうに展開されるのかお聞かせくだ

さい。 

○委員長（中川敦司君） 

藤木主幹。 

○生涯学習課主幹（藤木裕美君） 

生涯学習課図書館、藤木です。よろしくお

願いいたします。 

委員がお尋ねのことに関しまして、授乳室
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ですが、入口のところ、蔵書点検明けに移動

というか、はい、模様替えをしております。 

そこら辺に移動して、設置をする予定で計画

しております。 

実際のところ、公共施設再編とかがござい

ますので、つくりつけではなく、移動式のも

のを考えております。はい。移動できますの

で、災害時には避難所であるとかにそれを移

動して使用ができるように考えてはい、設置

をする予定であります。 

授乳室の整備のほかなんですけれども、こ

っちの 80 万円の予算では、今回人と人をつ

なぐ事業ということを予定しておりますので、

令和５年度、６年度までにしておりました紙

芝居の演じ方講座っていうのがあるんですけ

れども、それでボランティアさんなどが生ま

れてきておりますので、令和７年度に関して

は、実際に自分で紙芝居をつくるというとこ

ろから、はい、既製品ではなくオリジナルを

つくるというところから講座を実施しようと

考えております。対象は小学生から大人まで

です。 

そのほか、世代間多言語のコミュニケーシ

ョンを目的とした集まりとして、多文化交流

というのを、昨年度、先駆け万博のような催

しをしましたので、その展開として母語が日

本語ではない方々も町内増えてきておられま

すので、その辺の、誰でも図書館を使える、

誰でも読書ができる、というところは、活動

していこうと思っております。 

もう一つ子育て支援のところで、小さいお

子さん連れの方は子どもの本が選べるのです

が、自分のための本が選ぶ時間がないってい

うことは、日々自分、スタッフも子育て経験

があるとき考えてみるとそうだったそうだっ

たということから思いつきまして、短時間で

はあるんですけど、図書館を利用していただ

くときに、集会室しかないのですが、託児は

短い期間の託児を試行でやっていこうと思っ

ております。 

こちらに関しては、図書館のスタッフは残

念ながら、司書資格はありますが保育士の経

験とかがございませんので、その資格を持っ

ている方であるとかボランティアさんを募っ

て計画しております。 

一時保育のほかは、これまでやってきまし

たものの図書館活動の延長、拡大、拡充とい

うふうなことを考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

そしたら私のほうからすいません。 

説明資料 183ページをお願いします。 

これは中学校管理事業ね、大きなやつはね。

その中の５番目の小事業名５番目、東能勢中

学校昇降機重要部品更新事業とあります。 

何か重要部品の交換というふうになってま

すが、これはどんな部品なんでしょうか。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

こちらのほうはですね、自動昇降機の部品

ということで、エレベーターの部品というこ

となので、そこで定期点検において不具合が

発生した部分でございまして、ちょっと私専

門的なものがわからないんですけどもドアモ

ーターですとか、誘導灯バッテリー、停電時

に自動的に近くの階に停止するためのバッテ

リー等でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

定期点検で不具合が見つかったということ

ですけども、普通に使ってるときには何かそ

の不具合が発生したわけじゃなかったという

ことですね。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

通常の運転に関しましては問題がないんで
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すけども、この保安部品につきましては、交

換年限が決まっておりまして、その耐用年限

を切れてるものから順次交換していくという

形になります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ということは、現状でも取りあえず不具合

は見つかったけども、使うことはできている

っていう、そういうことですか。それとも今

ストップしてるとか。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

通常の運転につきましては問題なく運行し

ていますので、通常どおり運転しております。 

○委員長（中川敦司君） 

奥課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

広報職員課、奥です。 

すいません。先ほど御質問いただきました

保育士の会計年度任用職員の時給の件なんで

すけれども、今ちょっと令和７年度の単価と

してホームページのほう案内させてもらって

ますのが、保育士 1,273 円ということでさせ

てもらってます。ただ担任を担っていただく

保育士につきましては 1,433円で募集をかけ

ておるところでございます。 

この単価なんですけれども、令和７年度の

単価なんですが、改定率ですね、3.66％のア

ップを見込んでおりまして、これは令和６年

の人事院勧告で正職員上げた 2.3％より、大

きくちょっと上回る増加率で改定はさせても

らってます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

豊能町の保育士の時間給って調べたら

1,600 円から 1,700 円とか出るんですけど。

また別、これまたちょっとまた聞きますわ。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、答えられますか。 

奥課長。 

○広報職員課長（奥 文彦君） 

はい。広報職員課、奥です。 

ちょっと今見ておられるホームページ等は

どういうやつかまた教えていただければ。 

ただ募集の例えばハローワークとかの募集

については、下限値と上限値で幾らから幾ら

みたいな形で様式がそうなってますんで、そ

れは下限値と上限値の単価は書かしてもらう

ことがあります。 

ここでいう下限値というのは、初めて職員

になられたときに適用される単価で、２年目、

３年目となって昇給された場合、上がった単

価ですね、それで最大値の単価を書かせても

らうことはございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

それはもう総務部長からね、一般質問のと

きにいろいろ値段のちょっと違うのは聞いて

ます。聞いてますけどね、出たときにね、あ

の豊能町で保育士にないたいなと思ったとき

に、値段が同じでぽんとなかなかホームペー

ジにはたどり着けへんから、簡単にしようと

思ったら、見れたら 1,600 円から 1,700 円、 

これいいやないのと思うでしょ。 

実はちゃうかったって 1,200 何ぼって変わ

ってへん。23、5 円ぐらい上がったかな、私

が一般質問したときに。 

それはいいですわ、また個人的に聞かせて

もらいます。 

そして、また続けていいですか。学校の遊

具の件なんですけど。遊具の件、これ１学期

ずつで点検されてるんですよね。 

○委員長（中川敦司君） 



59 

峯課長。 

○義務教育課長（峯 亜希子君） 

はい。義務教育課の峯です。 

学期ごとに定期点検を行っていると思いま

す。はい。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇議員。 

○委員（才脇明美君） 

思いますで結構です。 

してません。してなかったからね、してな

かったんです。 

１か月に１回、３か月に１回の点検やった

らああいうふうにはならないっていうところ

を、仙波こども未来部長もわかってると思い

ますけど、これちゃんとこれ１か月ごと、１

学期ごとに１回、しやなあかんていうことを

言いましたよね法律で決まってるって学校安

全なんか生活何とか法いうて。 

そしてね、これを違う部署で聞いたらさっ

と点検してますって言いはったんですよ。峯

課長みたいに思いますじゃなくて点検してま

すって。 

だから通りすがりにね、簡単に言いはるん

ですよ。ちょっと興奮してきた、あきません

ね。簡単にね、何も知らんと思って。 

でも不具合があってすぐに調べてもらった

ら、やっぱり不具合やったと。学期ごとでそ

んなそういうことにならないと思うんですよ。 

だから点検されてへんかったんかなあと思

いますので、これは報告しときます。 

そういう事例があります。学校には。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、仙波部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

こども未来部、仙波です。 

学校のほうでは、要は校長先生とか教頭先

生とか管理職を含めて学校としては点検をし

ております。 

実際のところ校内の小学校でちょっとブラ

ンコの部分でちょっと大分劣化しているけど

その点検結果をどうするかというところで学

校でも悩んでおりまして、教育委員会のほう

に報告をいただいたところです。 

そのときにはもう既に、議員のおっしゃる

とおりすごくもう劣化が進んでおりまして、

ちょっと危険な状況でしたので、専門、３階

の都市計画課のほうには、公園の関係で専門

の部局の要は資格を持っている者がおりまし

たので、そこに、もう一度点検をお願いいた

しまして、ブランコのほうは、現在修理のほ

うで対応しておるところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

208ページの図書館のことで。 

さっきいろいろ説明していただいて、私久

しく図書館行ってませんがいろんな取組され

てんだなって改めて思いました。 

それでですねまずこの 70 万と 80 万、多分

何の予算かって説明あったかと思うんですけ

ども、まずこの予算 70万と 80万何かってい

うとこ紙芝居かな、つくるとおっしゃったか

な。のことをもうちょっと具体的にこうです

ってこともう一遍説明していただきたいって

ことと、託児所の取組もいいと思いますので、

その時間ですね、取組時間も説明いただきた

いと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、藤木主幹。 

○生涯学習課主幹（藤木裕美君） 

生涯学習課図書館、藤木です。 

70 万円のほうの図書館運営事業、図書館

地域子育て支援のところですが、こちらはか

なり以前からちょうだいしていた予算で、本

と人をつなぐ本、資料を子ども用の本、絵本

中心ですが、本、資料を充実して、一般的に
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視聴覚資料は少ないですが、書架、図書館自

体で充実プラス幼稚園、保育所などの団体貸

出用ということで資料の充実としては使わせ

ていただいてました予算です。 

令和７年度に関しては、新しく大阪府の新

子育て支援交付金を活用して、新しく本と人

をつなぐところから人と人をつなぐ事業を展

開するということで、新しく増えましたので、

はい、別枠の内容、事業の目的が少し異なり

ますので、違う名前で事業として挙げており

ます。 

予定しております一時保育の託児なんです

けれども、まず試行で始めますところで物語

の時間であるとか子育て支援の読み聞かせの

後、お一人 30 分ぐらいから１時間以内で無

料で行いたいと考えております。 

この予算から有償ボランティアの方には、

幾らかのお支払い、全くの無料ではなく、は

い、保険が必要であればこちらから保険をお

支払いするということを考えております。 

試行でこれから考えております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

私この 70 万と 80 万に入って中の予算かと

思ったそうじゃないんですね、託児所の件は。 

ここに入ってるのかなと思ってお聞きした

んですがそうじゃないってことと、もう一つ

場所は図書館の中でどの場所を考えてるのか。 

○委員長（中川敦司君） 

藤木主幹。 

○生涯学習課主幹（藤木裕美君） 

生涯学習課図書館、藤木です。 

委員が先ほどおっしゃいました託児の件で

すが、図書館の集会室の中で行います。 

親御さんは、図書館から出られず図書館の

利用というのが大前提で申込みということで

すぐにお声掛けができるように場所は集会室

です。 

有償ボランティアっていうふうに申しまし

たがこのお金は、この 80 万円の予算の中に

組み込まれております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

これ森町のほうから大分来てると思うんで

すよね。豊能町の子どもより多かったりって

いうこともないかと思うんですけども、今ま

での感覚でどのぐらい森町から来てる感じで

すかね。 

この有償ボランティアもやっぱり町内だけ

じゃなくて森町のほうにも声掛けていくよう

な形を考えてるのか、そこだけお尋ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

藤木主幹。 

○生涯学習課主幹（藤木裕美君） 

生涯学習課図書館、藤木です。 

委員がおっしゃるとおり、若い親子連れと

いうのはほとんど森町の方でありますので、

まずは町民の方優先というふうに考えており

ますが、どれぐらいの御利用があるのかって

いうところで悩ましいところです。 

実際、申込制にしますので、対象の方って

いうのを前提に試行していきまして、だんだ

ん余裕があれば森町の方、川西市の方、ほか

の地域の方も受け入れるようにはいたそうと

思っております。 

ボランティアしていただく方についても、

まずは個々になのか団体にお願いするのかと

いうところで、想定は町内なんですけれども、

広く７市３町の御利用がありますので、箕面

森町の方にも、はい、ボランティア登録して

いただければ、先ではいいのかなと思います

が、研修等を伴いますので、これから企画に

ついては詰めていこうと考えております。 

以上です。 
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○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ありがとうございます。70 万円は従来の

ものだからある程度わかるんすけど、この

80 万、今託児所のボランティアの有償ボラ

ンティアのことと、それから先ほどの説明の

中で紙芝居のことも触れていたけどその予算

も入ってるのかな。 

その確認だけです。はい。 

○委員長（中川敦司君） 

藤木主幹。 

○生涯学習課主幹（藤木裕美君） 

はい。生涯学習課図書館、藤木です。 

紙芝居の講座の件も含まれております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

すいません。先ほどお騒がせいたしまして、

すいません。機種変更したばかりで操作方法

がちょっとわかりませんでした。すいません。 

質問なんですけど、174 ページ４番の速度

を上げるネット環境のローカルブレイクアウ

トということなんですけど、これをちょっと

詳しくお聞かせいただきたいのと、これはこ

ういう形をすれば、例えば子どもたちが一斉

に使っても全然速度が落ちないという理解で

いいんですかね。 

そしたらほかの豊能町全域に広げていくこ

とも可能なのか。そっから後の維持費がどれ

くらいかかるのか。ちょっとわかればお教え

てください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原と申します。 

ローカルブレイクアウトにつきましては、

我々が使っているイントラネットというもの

は、一旦ネットを介して、サーバーに介して

から外に出ていくので、そこに集中すると、

速度が落ちるということなので、ローカルブ

レイクアウトというのは、基本的に要はそれ

ぞれの携帯から外に出ていくような感じにな

りますので、どう言って説明したらいいか。

今まで学校で端末使うと学校からＬＡＮケー

ブルを通って役場に来たり、そこから外に出

ていたものを、各学校からもう直接、そこに

インターネット世界に飛んでいくような形に

なるものでございまして。 

        （発言する者あり) 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

ローカルブレイクアウト初期の工事費用と

いうことで、要は東西両義務教育学校にする

工事費用としましては６万 6,000円でござい

まして、あとですね通信の費用が、申し訳ご

ざいません、まず学校から直接外部の世界に

出て行くということになりますので、ルータ

ーが必要なってきます。ルーターにつきまし

ては大体概算ですけども、一つが 20 万程度、

それが２校分ということと、それの設定配備

費用と含めまして、大体初期費用としては１

校 50 万程度かなというふうに考えておりま

す。 

回線の使用料なんですけども、こちらにつ

きましては、７年度の予算につきましては、

８年度の義務教育学校開校のための準備工事

ということでございますので、回線の使用料

につきましては、一つの学校につきまして月

9,800 円となっております。それをここで計

上させていただいてるのは、前もって準備し

ていく期間も要るということで、３か月間の

費用を計上させていただいております。 

ですので、通信費用につきましては、月、

大体税込で１万程度と。１校につき１万円程

度になります。 

あとローカルブレイクアウトするための機

器の費用として 100 万、設定費も合わせると
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200 万弱ほどかかるという形になってござい

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

最初すごい安い感じで言われて、最後に急

に 100万で 200万ってなったんですけど、設

定費でっていう、これまたちょっと詳細をお

聞かせください。 

それと、この金額でいろいろな施設に使う

っていうことは、使うためには常に 200 万ぐ

らいでかかるっていう理解でいいのか、例え

ば西地区としてはかなり広い範囲を網羅する

ために、こういうのを設置することができる

のかどうかっていうところもちょっと知りた

くて、学校という中でこれくらいでできるん

であればほかにも行けるのかなというふうに

感じたんですけど、大体この金額をかければ、

このどこでもスピード保てるという理解でい

いんですかね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課の住原です。 

委員のおっしゃるとおり各施設からブレイ

クアウトしようとすると各施設には同じ費用、

同程度の費用で可能になると思います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

今のに関連しての質問になりますけども、

これ２台、ルーター２台いうてはったんで東

に１台、西に１台、そういうことですね。 

まずそこからお伺いします。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

おっしゃるとおり東西両地区各１台ずつに

なります。 

○委員長（中川敦司君） 

はい。それで、この説明書きのところ、事

業概要のところには、教職員が新たな学校で

ＰＣを使えるようにっていうふうなことが書

いてあるので、あくまでもそれは教職員の方

が使うためのルーター、それとも子どもさん

が使うんも含まれてんのか。 

その辺りをお伺いします。 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

ローカルブレイクアウトに使うものにつき

ましては、子どもの用端末の児童生徒用の教

育用の端末になります。 

教職員と設定費用というのは、今も現在も

校務支援システム等を各校使っているんです

けども、それを新しいと学校、西地区の義務

学校は何もない状態から、先生が来ますので、

新しい学校でもその校務用のシステムが使え

るようにするための費用でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっと何かややこしい。もともとＧＩＧ

ＡスクールのＧＩＧＡスクール構想で、高速

ネットワーク敷いてましたと。それで通信ち

ょっと状態悪いねみたいなのがあって、何か

Ｗｉ－Ｆｉを何かちょっと一部使ってはった

んかな、そんなもん何かそういう記憶がある

んですけども、それとはまた別にこのルータ

ーを設置するっていうことやね。 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

そのとおりでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

さらにお伺いしたいのは、これそれぞれ学

校に義務教育学校に１台ずつしかないから、

それは固定式なのかそれとも何かどっか移動

して使うものなのか、その辺りもお伺いしま

す。 

住原課長補佐。 
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○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

移動式ではなくて、各学校に一つこう出口

があって、そこに無線を通じてつながってそ

こから外に行くので移動はできなくて、それ

ぞれ各学校内に置いてるものになります。 

○委員長（中川敦司君） 

ということは、教室の中で、タブレットと

か使ってて、そのタブレットがルーター、校

舎のどこにあんのかわからんけどそこにちゃ

んと電波としてつながってくれるっていう、

結構強力な電波が飛んでいるというふうなこ

とを考えておいたらよろしいんですか。 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

各教室からそこに集まってそこから外に出

ていくということなので、要は外部等のイン

ターネットの通信速度がよくなるという形に

なります。 

○委員長（中川敦司君） 

ということは、教室の中で使っているタブ

レットの電波というのは、各教室にあるルー

ターに一旦入ってそのルーターが大本の今言

うてはった新しいルーターにそのまま行って

そっから表に行くというそういう、そういう

配線ですね。 

わかりました。ありがとうございます。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

すみません。さっきルーターが 20 万とか

ね、いろいろ御説明いただいたんですが、ど

うやっても 264 万までちょっと難しいんで、

設置費用的なものは簡単に何か取り付けられ

るようなイメージだったんですけども、そん

な簡単なものですか。 

○委員長（中川敦司君） 

住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

それとは別に、ローカルブレイクアウトす

るためにそこにいろんな配線とか持っていか

なあかんもんがございますので、その費用も

約 200万かかります。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかよろしいか。 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

最初の 170 ページか、教育委員会会議、実

際組織として機能してるのかなというところ

が。 

一応我々は教育委員会の出した結論でいろ

いろ考えてます。 

以前１小１中ということを言われました。 

それで、それに基づいて動いてますけど途中

から、町長のあれで代わったっていうのは致

し方ないのかなとは思うんですけど、その町

長がやめられてもそれを維持していくという

ことは教育委員会の結論がどこかの段階で２

小２中に変わっている。そのためには、自分

たちは１小１中を出したんだからそこの考察

をしないといけないと思うんですよね。 

今だから我々過去知らないから、少人数い

いよとかではなくて、一応メンバーは代わっ

ても、教育委員会と豊能町教育委員会は以前

からつながっているわけですから、それなり

に１小１中で出したときのメリット、デメリ

ットこういう状況でこう出しました。でもこ

ういうことがあったから、やはり２小２中の

ほうがっていうところを示していただかない

と、それまでは、教育委員会は出したけども、

町長という立場の人が変えたっていうところ

で、教育委員会はしょうがないよねっていう

ことで受け入れることはできたんですけど、

そこが変わっても、相変わらず２小２中を言

われてて少人数がいい、でも過去は知らない、

いや知らないじゃ駄目なんですよ。 

そこら辺は過去、メンバーが代わろうが、

そこは検証していただかないと。それでは今

度から出されたものに対して、本当に２小２

中がいいの、１小１中、前言ったよっていう
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ように、組織としての出した結論に対して

我々は素直に受け止めることができなくなる。 

そこら辺はどういうふうにお考えかお聞か

せください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、仙波部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

はい、こども未来部の仙波です。 

議長がおっしゃられるとおり、当初、教育

委員会の中では１小１中という結論を出して、

１小１中に向かって進んでおりました。 

町長が代わられて、ほんで２小２中という

方向性を町長が打ち出しました。 

その中で教育委員会として議論を重ねて、

最終的に２小２中という形で、総合教育会議

の中で決定をいたしました。 

今度２小２中について、教育内容をどうす

るのかっていうとこら辺で、教育委員会の中

では議論を進めているというところでなって

おります。 

その中で今度町長が代わられましたが、引

き続き教育委員会としては、そのまま２小２

中としてやっていくということで、２小２中

の中でどういった教育ができるのかというふ

うな形で議論をしているところでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長。 

○議長（永並 啓君） 

いや聞きたいのは、１小１中を出されてる

から、一度。 

出されたことに対していろいろ考察された

と思うんですよね。そこの、いろんな１小１

中のメリットとしてこういうことがあります

よっていうところをどういうふうに修正して

いってるのかなというとこが見えてこないん

で。１小１中だったらこうでしたよっていう

ことを、過去にあったからそれを出されたん

ですよね、何年前かな、池田町長のときかな。

それをどういう理由であれ変えてそれを踏襲

されて今２小２中を進めるんであれば、それ

ぞれの１小１中でこう言ってたけどこのメリ

ットはいや２小２中でもクリアできるよね、

いや２小２中こっちでいいよねいうところを

示していただかないと、いや１小１中のほう

がいいんじゃないっていう議論はずっと残っ

たままになっちゃうんですよ。教育委員会が

出されてるのは一体どっちなんだっていうと

ころが。 

そこら辺は明確に組織として一度出した結

論なんだから、その出した結論に対して、一

つずつ、このときは１小１中でこういうとこ

ろはこういう項目でいいってなったよね、で

もここは実際２小２中でも対応できるよねと

かそこら辺をちゃんと冷静に分析して考察を

出してほしいと言ってるだけです。同じ組織

が出した結論だから。今二つあるということ

になっちゃうんですよ。 

トップが代わってそういう今そう動いてま

すって言うけど、過去にはそっちがいいとい

うことを言っちゃってるから。いいって言っ

たんだったら、いや、いいって言ったものを、

また２小２中がいいって言ったらどっちが本

当にいいのっていうところを我々に説明して

いただきたいだけなんです。 

それをしていただきたいなと思ってるんで

すけどいかがですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

今議長の言われること、なるほどなという

のはよくわかります。 

私ここに来まして議長からそういうお話を

常々御意見として承る中で、教育委員の皆さ

んにはどのようにお考えですかって何度か教

育委員会の中でお諮りしました。 

となると、やはり今の２小２中でいいんだ

という御意見で、中には以前からおられる方、

１小１中がいいというところも残っていると
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いう御意見もあります。その中でも今は２小

２中で進めていきましょうという合意は教育

委員会会議の中ではとれております。 

ただ、今言われたように１小１中を否定し

て２小２中になったわけではないので、１小

１中ということも、皆さん、教育委員さん、

どっかには持っておられます。 

だから、町長が今回町政運営の方針の中で

述べられましたように、今後も本当に子ども

たちのために、１小１中というのはいいのか

どうかというのは常に考えながら教育委員会

として進めていかないかんかなと思うんです

が、議長の言われるように、１小１中は駄目

で２小２中がいいということで今動いてる中

で２小２中に向かって進んでいるという状況

ですので、それについては、常に検証しなが

ら、子どもにとって本町の子どもたちにとっ

てどういう施設の在り方がいいのか学校の在

り方がいいのかいうのは考えていかないけな

いなというふうに思っております。 

だから議長言われるところで、どこで変わ

ってんってですね、変わったのは多分その前

回の教育長の頃、町長とともに議論されて、

教育委員会の中で議論されて協議会の中でそ

の方向でいこうというふうに変わったのが変

わった時点やと思います。教育委員会として

そこで意見が変わったというふうに私は理解

しておりまして、現町長も２小２中で今は動

いてるということで意思表明されております

ので、それについては教育委員会としても、

それに何ていうかな、鋭意努力をして、２小

２中のよさが出るように取り組んでいるとこ

ろです。 

だからどこで変わった言われたらその総合

教育会議で前教育長のときに、何度も話し合

われて、教育委員会の中で変わられた中で話

し合われた中で、そのよさを出していこうと

いうことで２小２中を選ばれたんだと思って

おります。 

○委員長（中川敦司君） 

永並議長 

○議長（永並 啓君） 

いや一応今、上浦町長が２小２中引き継い

だのも、この段階になったら混乱のほうが大

きいと考えたからだと僕は思ってるんですよ。 

別にそれを上浦町長に２小２中がいい、１

小１中がいいって選択権はほぼなかったのか

なと。もうここまで進んで令和８年っていう

ところが見えてたらもう２小２中でいかざる

を得ない。その中で学校のせめて位置だけで

もっていうところも、くみ取っていただいた

のかなというふうに理解してます。 

だから当然２小２中に向かってよくしてい

くっていうのは当然理解できます。なぜ我々

がこう思うかっていうと、あんまりメリット

が見えてこないから。クラブ活動においても、

いろんな面に関して。 

僕はもうやはりクラス替えがあるぐらいの

人数がいいだろうと思うし、それは１クラス

でもずっとうまくいけば、中身、絆が深まっ

てっていう声もありますけど、一番気にして

るのは何かあったときに替えれないっていう

ところが非常に怖い。だから僕はせめてクラ

ス替えがあるようなのがいい。それがすごい

過疎の地域で、すごい遠い距離にしかないっ

ていうなら別だけど、車でバスで 20 分ぐら

い行けばそこに複数のクラスの学校があるっ

ていう状況であれば、そこに行かしてあげる

ほうが子どもたちにとっていいんじゃないか

なっていうところがすごくあるから。２小２

中に少人数のところのメリットが全然聞こえ

てこないし、見えてこないんですよね。 

やはりそこら辺は教育委員会であれば明確

に示していただきたい。 

一生少ない学級の人数より子どもたちはこ

ういういいとこがあるけど、それは複数のク

ラス、大人数の中でもまれる子どもよりこう

いう成長にあるよとか、教育委員会はそうい
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うのを示す必要があると思いますよ。 

そこら辺を時間がかかってでも示していた

だきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

令和８年４月になりますと、本当に２小２

中でスタートしてまいります。 

その中で教育委員会としましては地域とと

もにある学校、地域コミュニティをつくって、

その中で子どもが育っていくという学校づく

りを目指しておりますので、その中で一つず

つまた議員の皆さん方に、今回の２小２とい

うところのメリット、またよさを実践として

出せていけたらなという決意を持っておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですね。はい。 

そしたら、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

確認します。今の件、教育委員会頑張って

いただきたいと思います。 

171 ページの今先ほどから、質問がありま

したけれども、小事業の２番の学校園等施設

通信環境改善事業なんですけどね。 

これまでＧＩＧＡスクールいうことで、タ

ブレットが各１台ずつ配布されていることで

ございますけれども、これは確認なんですけ

ど、保護者の負担いうのは一切ないんですか、

このＧＩＧＡスクールが各１台ずつ子どもた

ちに配布されていることは。 

その点ちょっとお聞かせください。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、住原課長補佐。 

○教育総務課課長補佐（住原 聡君） 

教育総務課、住原です。 

ＧＩＧＡスクールタブレットの機器そのも

のに関しましては、保護者の負担は一切ござ

いませんが、そのタブレットを御自宅に持ち

帰った際の電気代ですとか、ネットの契約、

インターネット契約ですかね。については、

御家庭にあるものを使ってという形になりま

すので、若干の負担になるかと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

それは当然だと思います。 

それで、子どもたちの機器に関する健康的

な影響いうのは全く出てないのかどうかね、

ほかの学校ではいろいろ子どもたちが日常的

によく使ういうことで、健康被害も出てるい

うこともちょっと、ちらっと聞きましたので、 

豊能町のほうではそういうことは一切出てお

りませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

峯課長。 

○義務教育課長（峯 亜希子君） 

義務教育課の峯です。 

タブレットを長時間使うことによる子ども

たちの健康への影響についてですけれども、

今のところデータでは出てはおりませんが、

学校のほうには、30 分に１度は使うことを

やめて、目を休めるような形で使用するよう

に指導のほうはしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

わかりました。それが守れてたら、子ども

たちがね、健康的で、それに没頭するような

ことがないだろうというふうに目の健康に関

しても言われておりますのでね、そこを守る

ように、常に啓発していただきたいなと思い

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 
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よろしいか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

教育委員会の予算全般、全般って変な言い

方ですけども、町長の方針と教育委員会の方

針の違い、今ちょっとたまたま永並議長が触

れたんですけども、具体的に言えば１小１中、

２小２中の問題なんか、挙げやすいんですけ

ども。 

あれは教育委員会としては１小１中に方向

では進んでたと。だけど町長がトップで、い

やいや２小２中と言った場合は、これは町長

の考えに従わざるを得ないっていうのが行政

の流れですか。 

さっき教育長いみじくも何か教育委員会の

中で変わったように２小２中に変わったよう

に聞こえたんですが、そうではなくて、あく

までも教育委員会は１小１中で頑張ってた時

期ありましたわ、町長代わっても。でも町長

が公約にあげて１小１中と言った以上は、や

っぱりそうならざるを得ないっていうのがう

ちの議会、行政ともかくじゃなくてですよ、 

それはこの国の流れなんですかね。 

だから、何が何でもこの政策的なものって

のはやっぱり町長のお考えで進むという理解

でよろしいですか。例えば教育長は、いやう

ちの学校は全部、学校教育は全部英語でやり

ますって言ったときに、いやそれは無理だか

らやめろといった場合は、町長の考えどおり

いくのかな。 

そこのとこを聞いてるだけです。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

教育長、板倉です。 

教育委員会の弱点は予算を持っていないと

いうところでございまして、私がそう宣言し

たところで、そんな金出すかいと言われたら

できないとこなんですけども、許された予算

の中で、教育委員会としてはやっぱり教育委

員会では独自性がありますので、それはしっ

かりと持って考えてやっていってるつもりで

ございます。 

以上です。 

    （発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

どっちかお答えします。 

はい、板倉教育長。 

○教育長（板倉 忠君） 

教育長、板倉です。 

委員のおっしゃっておられる教育委員会の

独自性というのはどうなってるんやという話

だと思うんですけども、それにつきまして、

私が過去の記憶をずっと追いますと、やはり

教育委員会の中でもずっと議論を続けておら

れます。その中で、最終、１小１中の意見や

ら２小２中の意見やらありましたけども、そ

の中で２小２中でいこうということが、方向

がまとまったというふうに考えていただいた

らと思います。 

最終的には町長との総合教育会議の中で、

言われる当時の町長は２小２中ということで

町長になられておりますので、その方針を教

育委員会も何ていうかな、了承したんじゃな

いですね同意したというふうな形で、両方が

同じ方向を向いたというふうに考えておりま

す。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ちょっと暫時休憩いたします。 

   （午後３時 35分 休憩） 

   （午後３時 45分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

ほかもう質疑がないようでしたら、ではこ

れで教育委員会の対する質疑を終結いたしま

す。 

そうしましたら、はい、中谷課長。 
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○農林商工課長（中谷康彦君） 

農林商工課、中谷です。 

先ほど私のほうから回答した部分で、一部

訂正ございますので申し訳ございませんが、

この場を借りて、訂正させていただきたいと

思います。 

予算説明資料の 147 ページで才脇委員より

御質問がございました認定新規就農者の要件

というところで、昨年の令和６年３月にちょ

っと改正になっておりまして、今と違うとこ

ろをお伝えいうか、回答してしまいました。 

すいません。 

 正式なところです。認定新規就農者の要件

ですが、ちょっと２段構えになってまして、

まず就農時に目標とする水準ですが、こちら

は年間農業所得が認定農業者の基準がありま

してそれが年間 550 万円なんですけども、そ

れの３割程度ということで 165 万円程度って

いうところと、あと労働時間は、その就農時

は 1,200時間になっております。また、経営

開始から５年後、私、経営開始から５年後し

かお答えさせていただいてなかったんですけ

ど、その５年後に達成すべき所得の目標です

が、それが年間所得、ここ 250 万と言うてた

んですけど 220 万円です。220 万円と、あと

労働時間は 1,600 時間、これは 1,600 時間

そのまま訂正はございません。 

以上のように訂正させていただきたいと思

います。 

すいません。失礼します。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、よろしいですか。 

はい。そうしましたら、これで質疑を終結

いたします。 

そうしましたら、ここで暫時休憩をさして

いただきます。 

再開は４時からとさせていただきます。 

   （午後３時 47分 休憩） 

   （午後４時 00分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

それでは休憩前に引き続き会議を再開いた

します。 

先ほど質疑を終結いたしましたので、これ

より第 20 号議案、令和７年度豊能町一般会

計予算、これについての討論を行います。 

ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい。討論はございませんので、討論を終

結いたします。 

これより採決を行います。 

第 20 号議案、令和７年度豊能町一般会計

予算の件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

    （全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

挙手全員ですね、はい。 

挙手全員であります。 

よって、第 20 号議案は原案のとおり可決

いたしました。 

そうしましたら続きまして、第 21 号議案、

令和７年度豊能町国民健康保険特別会計事業

勘定予算の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

古田保険課課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田でございます。よろしくお願

いいたします。 

それでは、第 21 号議案、令和７年度豊能

町国民健康保険特別会計事業勘定予算の件に

つきまして、提案理由の御説明を申し上げま

す。 

着座にて説明させていただきます。 

予算書の 167ページをお開き願います。 

第１条といたしまして、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ 24 億 1,538 万 4,000

円と定めるものであります。 

第２条は、地方自治法第 235 条の３第２項
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の規定による一時借入金の借入れの最高額を

２億円と定めるものでございます。 

第３条につきましては、地方自治法第 220

条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができるも

のにつきまして定めたものであります。 

それでは、主な内容につきまして御説明を

いたします。 

予算説明資料 221ページを御覧ください。 

大事業名１、国民健康保険事務事業につき

ましては、1,267 万 1,000 円の減額となって

おりますが、これは主に、令和６年度に臨時

事業として、マイナンバーカード、健康保険

証一体化に係るシステム改修費用を国民健康

保険事業運営に係る事務費に計上していたこ

とによるものです。 

大事業名４から６までの国民健康保険事業

費納付金につきましては、納付金額を大阪府

が算定し、本町に割り当てられた額を大阪府

に納めるものでございます。 

こちらも被保険者数の減少などを反映して、

納付金額が減少しています。 

続きまして、予算説明資料 222 ページを御

覧ください。 

大事業名１から９まではいずれも療養給付

費等の費用であり、被保険者数の減少などを

勘案し予算計上をしております。 

療養給付費等の費用につきましては、大阪

府より全額交付金措置されます。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

そうしましたら、これより本件に対する質

疑を行います。 

ありませんか。 

そしたら私のほうからいいですか。 

説明資料 222ページをお願いいたします。 

これ大事業名の８番目、葬祭費給付事業と

いうことで、前年度が 180 万円に対して今回

110 万ですけども、この辺り減額している要

因、何かありましたら御説明お願いいたしま

す。 

はい、古田課長補佐、 

よろしくお願いします。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。 

ただいま御質問のありました葬祭費給付金

に関してでございますけれども、こちらもで

すね、被保険者数の減少に伴いまして給付額

の減少が見込まれるため減額したものであり

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ありがとうございます。 

ほかどうですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今のページの 222 ページの４番目の高額療

養給付事業なんですけれど、これ減額にはな

っているんですけれど、高齢者に移行したか

らですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。 

高額療養費の給付事業の減額の件でござい

ますけれども、こちらも被保険者数の減少を

見込んでの予算の減額としております。 

保険者数の減少につきましては、先ほど委

員おっしゃったように、年齢の高齢化による

後期高齢者の医療保険の方の移行、これに伴

うものが大きな要因でございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

今回の提出議案で、豊能町民が、何ていう
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んかしら、減額されるというか、保険料が増

えるというのと減るいうのと同時に提案され

ていた分があったんですが、そのところでの

混乱がちょっとあるんですが、保険料として

は、豊能町は今回どのようになるのかですね、

もう一度言っていただきたいと思います。 

保険料の負担というのは、額が上がったの

か下がったのか。 

その点、お伺いします。 

○委員長（中川敦司君） 

古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。 

令和７年度の保険料の件でございますけれ

ども、令和６年度から大阪府で定める統一保

険料に基づきまして保険料率が決定されます。 

今、令和７年度の保険料の率として、大阪

府から示されております率でいきますと、令

和６年度と比較しまして、若干減少するとい

うことになっております。一方で、保険料の

算定につきましては、それぞれの保険者の方

の被保険者の方の所得の状況、これに応じて

決定されますので、所得の状況によってはで

すね、上がるという方、あるいは下がるとい

う方もいらっしゃいます。 

その中で今回条例改正の中でありました分

は、まず保険料の限度額、これは一定引上げ

の方向になるということになりますので、こ

れに該当される方につきましては上がること

になります。一方で、低所得者の減額措置、

ここにつきましては、所得の要件の基準が緩

和されるということになりますから、それに

該当される方につきましては下がる方向とい

うことになります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

予算書の 178 ページの上の段の滞納繰越分

というのがあるんですけれど、今の説明だっ

たらその低所得者は引き下げたということで、

滞納って減ったほうがいいかなとは思うんで

すね。ただこの滞納者は、保険料払うのを忘

れてたという人なのか。 

その辺りをお聞かせいただけますか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。 

滞納になる方の要因としましては様々なケ

ースがあります。 

委員おっしゃってるように単なる納付忘れ

といったものもあります。それから、中には

ですね、生活状況、収入の状況が変化して、

納めることができなくなった方、それから、

そういった方、要因がいろいろとあります。 

毎回ですね、まず納付がされてない方につ

きましては、納期限の翌々月にですね、督促

状を発送しておりますので、単なる納付忘れ

という方につきましては督促状のほうで納付

をいただいております。どうしても直近の生

活状況の変化等で納付が難しい方につきまし

てはですね、随時納付相談のほういただきま

したら、その内容を聞き取りしまして、その

後の例えば分割で納付いただくとか、いうよ

うなことで御相談をさせていただいていると

いうことでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

そしたら私のほうから質問させてもらいま

す。 

説明資料の 223 ページをお願いいたします。 

ここの大事業名２ですね、国民健康保険保

健事業かな、内容的には人間ドックの費用の

一部給付ということになってまして、これに

ついては令和６年度と比べて、若干、今回令

和７年度は上がっておりますが、この辺りは

どういった理由で上がってるんでしょうか。 
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古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田です。 

国民健康保険保健事業の人間ドックの費用

助成の件でございますけれども、こちらのほ

うに関しましてはですねこれは要因としては、

恐らく健康の意識が高い方が増えてこられた

かと思うんですが、年々人間ドックを受けら

れる方、この医療費の助成を受けられる方と

いうのはですね、少しずつ増えておりまして、

今回はその傾向を踏まえてですね、増額のほ

うさせていただいてるということでございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

わかりました。 

ほかどうですか。 

ないですか。 

ないようやったらもういいですか。 

  （「いいです」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

いいですね。 

はい。そうしましたら、質疑を終結いたし

ます。 

これより討論を行います。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

第 21 号議案、豊能町国民健康保険特別会

計予算に反対する立場で討論をいたします。 

令和３年度から大阪府統一が施行され、既

に条例では保険料設定に府の告示に従うとさ

れ、町の裁量を投げ捨てています。 

その結果、府内どこに住んでも同じ保険料、

かもしれないんですが、国内でも最上位の保

険料になっています。 

その結果、府内ではどこに住んでも同じ保

険料ということですが、本予算においても保

険料は府の告示のまま、精算事業費納付金も

府の積算のまま組まれ、その結果の収支は自

治体は引き受けざるを得ないということの仕

組みになっています。賛成することはできま

せん。 

御説明は丁寧な答弁をいただき、説明はよ

くわかりましたけれども、住民のセーフティ

ネットと呼ばれる国保を健全に維持するため

には、国、府に対して負担を大幅に引き上げ

るよう、もっと強く求めていってほしいと思

います。 

このことを述べて反対の討論といたします。 

○委員長（中川敦司君） 

ほか討論、賛成討論とかありますか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

ありませんか。 

では、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

第 21 号議案、令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計事業勘定予算の件は、原案のと

おり可決と認めることに賛成の方は挙手をお

願いいたします。 

    （多数挙手 ４：１） 

○委員長（中川敦司君） 

 挙手多数であります。 

よって、第 21 号議案は原案のとおり可決

されました。 

続きまして、第 22 号議案、令和７年度豊

能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定予

算の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい、星原保険課主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

はい。保険課国保診療所の星原です。 

それでは第 22 号議案、令和７年度豊能町

国民健康保険特別会計診療所施設勘定予算の

件につきまして国保診療所の主な事業につき

まして、御説明させていただきます。 

着座にて説明させていただきます。 

予算説明資料 224 ページ、予算書でしたら

221ページから 224ページを御覧ください。 
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小事業名、医療品管理事業として 1,764 万

円を計上しております。予算書該当のページ

は 223 ページです。前年度と比べまして 420

万円の増額となっております。 

増額の主な要因としましては、コロナワク

チンや帯状疱疹ワクチンの購入、あるいはコ

ロナウイルス用治療薬の購入、薬剤の価格高

騰による増額となっております。 

続きまして小事業名、医療用機械器具管理

事業として 371万 2,000 円を計上しておりま

す。予算書該当ページとしましては 224 ペー

ジ。前年比と比べまして 11 万 1,000 円の増

額となっております。 

増額の主な要因は、電子カルテや、レント

ゲン装置の保守料の値上げによる増額です。 

またこの件につきまして、予算書へお戻り

いただきまして予算書 211 ページの第２表、

債務負担行為について、地方自治法第 214 条

の規定により債務負担行為を設定しておりま

すが、この医療用機械器具更新事業の歯科オ

ンライン資格確認について、保守料値上げに

ついて、新たに債務負担行為の期間及び限度

額を定めるものでございます。 

また、一般会計から、診療所特別会計の繰

出金について、予算説明資料 99 ページでご

ざいますが、約 1,900万円の増額となってお

ります。 

主な要因は、人件費事業の増額で、人事異

動に伴う給与等の増額、薬剤費の購入費の増

額などです。 

説明は以上です。 

御審議いただき、御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい。これより本件に関する質疑を行いま

す。 

質疑ありますか。 

はい、秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

秋元です。 

今、最後のほうで御説明ありました一般会

計から 2,000万近く移ってて、薬剤費等高騰

によるもの約 400 万円。単純計算すると、人

件費の勤務形態が変わって 1,600万かな。 

これ、１人だったのが２人、３人に増えた

っていう理解でよろしいのか。 

ちょっとこの余りの人事異動に関してはち

ょっと大きな金額ですのでちょっとその中身

を教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

星原保険課主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

はい。国保診療所の星原です。 

人件費高騰の内訳としましては、正職員の

人事異動に伴うものが一番大きな要因となっ

ております。 

それ以外に、医療スタッフの勤務形態が変

更しまして、今まで半日だった人が１日だと

かそういう形で、そうなってくると健康保険

に加入という形になりますので社会保険料も

増額しております。 

そういう形で、人件費が高騰しておりとい

う形になっております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

ということは２人の異動ですか、正職に変

わって、正職なのかな、ごめんなさい、勤務

時間が長くなって、ちょっと私その辺ちょっ

とぼやっと聞いてましたけども。 

働く時間が長くなった方っていうのは何人、

２人ぐらいですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

影響があるのは正職員の異動、人事異動が

一番大きいんですけども、会計年度さんの勤
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務形態は１人の方が半日だったものが１日と

いう形になっています。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

なければ、私のほうから質問させてもらい

ます。 

この同じページ、説明資料 224 ページで、

大事業の４項目めの医薬品管理事業というこ

とで先ほど、こういったものを購入しますみ

たいな話ありました。 

その中で、コロナワクチンと帯状疱疹ワク

チンの購入っておっしゃってたと思いますけ

ども、それぞれ、何人分ぐらい準備されるの

かお伺いします。 

星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

まず、実績からとしか言えないんですけど

も、インフルエンザワクチンは、去年ですね、

今年令和６年度は 392 名だったから大体 400

名ぐらい、それは例年と変わらないんですけ

ども、コロナワクチンの定期接種は去年から

ですので、149 名の方が、はい、受けられた

ので大体それぐらいのワクチンの数量を確保

しないといけないかなと思っております。 

それとですね、帯状疱疹ワクチンとかはち

ょっとまだ、実績がないというか定期接種の

実績はないんですけども、去年の実績であれ

ば、生ワクチンで５件の方、組換えワクチン

って言ってちょっと高いんですけどもその方

が 12件で２回接種なので 24件。それだけち

ょっと購入しないといけないんですけども、

特に組換えワクチンのほうはかなり高額にな

りますので、1.2 万円ぐらいになりますので、

それを買わないといけないという形で、定期

接種で個別通知されるということなので、該

当の方がどれぐらいちょっとあるかわからな

いんですけども、それ以上は買わないといけ

ないかなと思います。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

たしか５歳刻みかなんかいうあれですかね。 

すいません、お願いします。 

星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

５歳刻みで令和４年４月から通知、ごめん

なさい、令和７年４月から個別に通知すると

いうふうに聞いております。 

○委員長（中川敦司君） 

それすいません、その５歳刻みで 65 とか

70 とかいうそういう年齢の方が対象になる

っていうことやけども、それは例えば令和７

年４月１日時点で 65とか 70歳とかいうそう

いう切りのいい日付のときに、65 の人が対

象ですよとそういう意味。それとも自分の誕

生日が来とったら、65 とか 70 になったらそ

れでオーケーよというそういうふうな位置づ

けなんですか。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

先ほどの御質問ですがその年度内に誕生日

を迎える方といいますか、接種日を基準にし

ますので、年度内にその年齢に達する方とい

うことで、案内を差し上げる予定です。 

○委員長（中川敦司君） 

同じ項目でもう１個お伺いしたいのが、薬

の代金もなんか上がってますみたいなことで

したけども、大体何％ぐらい、大体平均して

上がってるもんなんですか薬。 

答えれますかね。 

星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

一概にちょっと言えないので個々に上がっ

たりしてるので、ちょっと一概にはちょっと

お答えできない。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋元委員。 
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○委員（秋元美智子君） 

要望なんだけど、この間行って、自動ドア

がもうバタバタバタバタ開いたり閉まったり、

何が原因かなと思ったら風だっていうんです

よね。バーって開いて、次バーって冷たい風

が入ってきて。あの状況ではちょっとね患者

さんお気の毒なので、一遍様子を見てあげて

みてください、自動ドアの。お願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

高尾です。 

224ページ、説明資料の大事業ですね。 

２の研究研修事業、これは先生が行かれる

んですか。 

お聞きいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

はい。内科のドクター、歯科のドクターの

出張旅費とか、資料費を購入するとかの事業

になっております。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

これは１回の費用が上げられているんでし

ょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

はい。国保診療所、星原です。 

年間に何回か出張で研修に行かれるので、

研修とか学会とかに行かれるので、１回では

なくて複数回の研修の旅費になっております。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

この場合は、診療所の自動車で行かれたり、

そういうようなことをされるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

診療所の公用車で行ける範囲のところでは

ないので、東京であるとか、長野県であると

か、旅費という形になってます。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいですか。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

開設されてるんですから、患者さんが来た

らいいなと思ってるんですけど、一般質問で

もバス出してっていう話が出てますけど、そ

ういう施策はないんですか。 

箕面病院がもう新光風台まで上がってくる

ようになっているんで、患者さんの取り合い

じゃないけど、そういう考えないですか。 

○委員長（中川敦司君） 

小森部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

生活福祉部の小森でございます。 

確かに今後、町内の高齢化率についても、

るる御説明申し上げてるところでございます。 

東地区におきましては、唯一設けられてい

る診療所ということで、その需要についても

認めるところでございます。 

現在のところ、東地区の方については割と

車を所有されてる方もいらっしゃいまして、

自家用の車でありますとか徒歩でありますと

か、場合によっては、私どものおでかけくん

を利用されて来られているケース見ておりま

す。 

確かにそういうニーズが今後高まってくる

ということは理解してますし、先ほどござい

ました、横の市の病院についても、民間の事

業者でございますけれども、送迎をやってる

ということ認識してます。 

実は今までそういったことを検討しなかっ

たかというとそれは違いまして、私どもが一
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応考えるところによりますと、確かに民間の

事業所につきましては、フリーにですね、車

を動かしてやってると。だからいつでも誰で

もどこでも利用できるという形が一番ベスト

ということは考えているんですが、私どもの

診療所の規模でありますとか、経費のことも

考えますと、なかなかそこに難しいとこがご

ざいます。 

例えばどういった方を対象にやるかとかで

すね、診療についても時間の範囲内でござい

ますので、その時間に行ったからというて終

わる時間もわからないというところもござい

ますし、内科、歯科、これもございます。 

ですので、今後必要性については十分認め

るとこなんですけれども、今後の在り方につ

いては、引き続き考えていきたいと思ってご

ざいます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

よろしいか。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ここでも住民健診はされますよね。その中

で、がん検診もいろいろありますね、肺がん

とか乳がんとか。 

そういうのもされてて、その検診の受診と

いうんですか、結構高いんですかここは。東

地域の方が多いと思うんですけど。 

そういうのでよろしいですかね。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、星原主幹。 

○保険課主幹（星原健男君） 

はい。国保診療所の星原です。 

特定健診の場合ですねうちのほう肺がん検

診を受診の希望者については、肺がん検診受

け付けているんですけども、ちょっと受診率

については今手持ち資料がございませんので、

ちょっとわからないですけども。それ以外は

大腸がん検診とかそういうのは特定健診の同

時にしています。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

最近、乳がん検診をしたいう方がおられて、

その検診を西地域ではいつも受診した方は、

できるようなことを聞きました。 

そういうところでちょっとこれはここで言

うていいかどうかわからないんですが、箕面

森町の方にも来てもらえたらねえ、身近なと

ころですので。来てもらうのは、トンネル越

えて行くよりか交通費も安くなるから、ぜひ

来てもらいたいいうような、お考えを持って

おられて、その要請はちょっとされたようで

すけども、断られたよって箕面市からね。 

そういう何か患者さんの取り合いいうこと

に考えておられるのか。そういうところでの

一つ、経済的な面から考えたら、豊能町側で

受けられたほうがね箕面森町の方はすごく有

利やと思うんですけどね。 

そういうところは、豊能町からは口出しは

できないいうことになるんでしょうかね。 

これはもう、そこの診療所じゃない、医院

の患者さんそれぞれの任意で受けるという格

好に任せなければならないということなのか。 

ぜひ行ってくださいとは、豊能町からは言え

ないいうことでしょうかね。 

その辺の難しさがあると思うんですけど、

どうでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、小森部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

生活福祉部、小森でございます。 

まず基本的なところをちょっとお伝えした

いと思います。 

先ほど申し上げていただいてますとおり、

がん検診、各種がん検診につきましては、各

自治体が主体的に行うことになってございま

す。 
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各自治体におきましては、それぞれ各自治

体の理由がありまして、その町内、私どもで

したら町内の医療機関、それとそこで賄えな

い場合については、集団検診をバスで来てい

ただいたりしてますけどそういうものを利用

する。それとか、さらに、近隣でもし受けて

いただける個人院、診療所ございましたら、

そこと委託契約をそれぞれして行うというこ

とを各自治体やってございます。 

ですので、それを決定するのは、各自治体

の意向によってやるものというふうに認識し

てございます。 

確かにおっしゃいますように、逆に私ども

のほうから言いますと、例えば婦人検診につ

きましては、町内で１件ございますけれども、

なかなか町内にはないということになります

ので、近隣のクリニックなり診療所なりにお

願いをして委託契約は私どもとしてお願いを

してやっているということになります。 

ですから、そういった各個々の自治体にお

いての事情がございますので、確かに、住民

の方がなかなか受けれないという私ども御要

望を受ければ、近隣のところをちょっと探さ

せていただきまして、そこと個別で契約して

そちらにお願いしますという形になるんです

けれども、そこは各自治体の判断になると思

います。 

ですから、単刀直入に申し上げますと、私

ども豊能町から箕面市さんのほうにですね、

お願いしますという形はなかなか難しくて、

箕面市さんが御判断されるということと思い

ます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

整形外科を探してもらってますか。 

○委員長（中川敦司君） 

  診療所とは違う項目になりますが。 

はい、才脇委員。 

○委員（才脇明美君） 

診療所中に整形外科医を呼んでいただける

ように。困ってるんです本当に。本当に困っ

ててタイムリーに困ってるんです、今。 

○委員長（中川敦司君） 

小森部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

生活福祉部の小森でございます。 

各議員からも一般質問なりで御要望いただ

いておりますし、町内の住民さんのほうから

もですね、そういうようなお話も聞きます。 

私ども、先ほども同じなんですがそういっ

た、５年の 12 月でしたでしょうか、町内一

つの整形外科が閉院されたということでござ

いまして、それ以降、私どもも何もしなかっ

たというわけではございませんでして、まず

は閉院される先生にお話をしつつ、私のほう

が直接この近隣の先生と会ったりですね、も

させていただきました。 

ようやくですね、ちょっと御興味を持たれ

ている先生も見えてまいりまして、まだちょ

っとこれいつにできるかということはちょっ

と私の口から申し上げれませんけれども、ち

ょっと前向きに考えていただいてる先生が１

人いらっしゃるということになってます。 

ただですね、これもなかなかタイミングで

あるとか、場所でありますとか、いろいろあ

ると思いますので、それについては、引き続

き見守っていくということしかできないかな

というふうに思ってます。 

ここは診療所の部分ですので、診療所につ

きましてはですね、なかなか今内科と歯科を

させていただいてるんですが、整形外科もと

いうことでありますと、なかなかちょっと施

設の規模でありますとか、経費の問題であり

ますとか、いろいろ様々な、ただ単に先生来

ていただくだけではちょっと済まない問題も

ございまして、ちょっと難しいかなというふ
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うに思ってます。 

ですので、診療所の中に置くのは難しいん

ですけれども、この町内に、まずは一つの整

形外科の先生の誘致といいますか、お話が進

みますように引き続き努めてまいりたいと思

ってございます。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、ほかよろしいか、 

なければ、質疑を終結いたしますがよろし

いですか。 

   （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい。では質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

討論はございませんね。 

はい。討論を終結いたします。 

ではこれより採決を行います。 

第 22 号議案、令和７年度豊能町国民健康

保険特別会計診療所施設勘定予算の件は、原

案のとおり可決と認めることに賛成の方は挙

手をお願いいたします。 

     （全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員ですね。 

はい。挙手全員であります。 

よって、第 22 号議案は原案のとおり可決

されました。 

では続いて、第 23 号議案、令和７年度豊

能町後期高齢者医療特別会計予算の件を議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい、古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田でございます。 

では、第 23 号議案、令和７年度豊能町後

期高齢者医療特別会計予算の件につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

着座にて説明させていただきます。 

予算書の 235ページをお開き願います。 

第１条といたしまして、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ７億 4,775万円と定

めるものであります。 

それでは、主な内容につきまして御説明を

いたします。予算説明資料の 225 ページを御

覧ください。 

大事業名２、後期高齢者医療徴収事務事業

でございます。 

保険料徴収事務におきまして口座振替手数

料に係る取扱件数の増加により手数料を増額

しております。 

大事業名３、後期高齢者医療広域連合納付

金事業につきましては、徴収した保険料を広

域連合に納付しておりますが、対象者数の増

加により増額となっています。 

説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

それではこれより本件に対する質疑を行い

ます。 

そしたらすんません、ないようですので、

私のほうから質問させていただきます。 

今の説明資料で 225 ページ、大事業名２番

目ですかね。この内容で、口座振替納付か何

かそれが増えてきてるということですけども、

どれぐらい増えてきてるのか、その辺り何か

数値をもしわかるようでしたらお願いいたし

ます。 

古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田でございます。 

口座振替の件数の件でございますけれども、

こちらは保険者数の増加によるものと、それ

から口座振替を推奨しているというところも

ありまして、増加ということを見込んでおり
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ます。 

今回の予算の算出におきましては、口座振

替の手数料 8,700件を見込みまして予算のほ

うの計算をさせていただいております。 

○委員長（中川敦司君） 

あと１点お願いします。 

次３番目の項目ですが、これについても対

象者が増えてますというふうなことでしたけ

ども、その対象者の数、どれぐらいの数が増

えてるとか、その辺りももしわかるようでし

たらお願いいたします。 

古田課長補佐。 

○保険課課長補佐（古田貴恭君） 

保険課、古田でございます。 

後期高齢者医療の保険者数でございますけ

れども、令和７年の１月末時点の数字でいき

ますと 5,397人でございます。 

決算のときにお示ししましたかと思います

が令和６年３月末時点で 5,181人でございま

したので、この間の比較でいきますと 4.2％

の増加となっております。 

○委員長（中川敦司君） 

ありがとうございます。 

ほかどうですか、質問。 

ありませんか。 

なければ、質疑を閉じます、終結しますけ

どよろしいか。 

   （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

それでは質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

 では討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

第 23 号議案、令和７年度豊能町後期高齢

者医療特別会計予算の件は、原案のとおり可

決と認めることに賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

     （全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

挙手全員であります。 

よって、第 23 号議案は原案のとおり可決

されました。 

続きまして、第 24 号議案、令和７年度豊

能町介護保険特別会計事業勘定予算の件を議

題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

はい、加藤課長補佐。 

○保険課課長補佐（加藤剛志君） 

はい。そうしましたら、第 24 号議案、令

和７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予

算の件につきまして、提案の理由を御説明を

させていただきます。 

ちょっと失礼して座らせていただきます。 

はい。SideBooks 内、予算書 253 ページを

御覧ください。 

第１条といたしまして、歳入歳出予算の総

額は歳入歳出それぞれ 25 億 5,315 万 9,000

円と定めるものでございます。 

第２条といたしまして、繰越明許費でござ

いますが、259ページを御覧ください。 

第２表、繰越明許費に記載のとおり、地方

自治法第 213 条第１項の規定によって、繰越

明許費を設定するものでございます。第 10

期豊能町高齢者福祉計画及び介護保険事業計

画策定事業について、年度内に事業が完了す

る見込みがないため繰り越すものでございま

す。 

第３条といたしまして、地方自治法第 235

条の３第２項の規定によって、一時借入金の

借入れの最高額を１億円と定めるものでござ

います。 

また、第４条につきましては、地方自治法

第 220 条第２項ただし書の規定で、各項の経

費の金額を流用することができるものにつき

まして定めたものでございます。 
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それでは、内容につきまして、予算説明資

料から主なものにつきまして御説明をさせて

いただきます。 

予算説明資料の 226 ページを御覧ください。 

大事業名の１番目、介護保険事務事業 79

万 4,000円でございますが、介護保険事業運

営に係る事務経費でございます。 

本年度計上をしてございましたシステム改

修が次年度はございませんので、778 万

4,000円の減額となってございます。 

４番目、介護保険介護認定審査会共同設置

事業 1,632 万 9,000 円につきましては、池

田市・能勢町・豊能町の１市２町による介護

認定審査会の負担金でございますが、本年度

ですね、オンライン化が完了しました。そう

しました影響で本年度よりですね総額で 107

万 1,000円の減額となってございます。 

説明資料 227ページを御覧ください。 

６番目の介護保険計画運営事業 395 万

9,000 円につきましては、第 10 期介護保険

事業計画及び高齢者保健福祉計画策定に係り

ます業務委託料と介護保険運営委員会の複数

開催を見込みました委員報酬などを含めまし

て、本年度より 341万 7,000円の増額となっ

てございます。 

７番目から予算説明資料 228 ページ 24 番

目までは保険給付費の給付事業でございます。 

こちらにつきましては、予算書の 264 ペー

ジに合計額を記載させていただいてございま

す。そちらを御覧になってください。 

款２、保険給付費を御覧ください。 

令和６年度から令和８年度を対象とする第

９期介護保険事業計画における推計値に基づ

きまして、総額で 22 億 7,446 万 7,000 円を

計上させていただいております。 

続きまして、今度説明資料 228 ページにお

戻りください。 

25 番目の介護保険給付関連事業１億 7,136

万 9,000円につきましては、保険給付に係り

ます大阪府国民健康保険連合会の審査支払手

数料の支払い、高額介護サービス費、特定入

所者介護サービス費等の支給に要する費用で

ございます。 

28番目の介護保険運営事業 1,020万 2,000

円につきましては、介護保険料の余剰金の積

立て、介護給付費国庫負担金等の過年度の精

算等に係ります経費で、本年度に購入しまし

た証券に係ります基金運用収入の見込額とし

まして、本年度より 928 万円の増額となって

ございます。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山です。 

介護保険特別会計事業勘定のうち、健康増

進課の主なものを御説明いたします。 

着座にて説明させていただきます。 

予算の説明資料 229 ページ、予算書 284 ペ

ージをお開きください。 

予算説明資料の１番に当たります介護予

防・生活支援サービス事業でございます。 

この事業は、総合事業における訪問型サー

ビス、通所型サービス等を実施しております。 

事業の内容等に変更はございませんが利用

件数の増加を見込みまして、前年度より

1,356万円の増額となっております。 

次に、予算説明資料、次の並びになります

230 ページ、予算書は 290 ページになります。 

予算説明資料の 13 番目に当たります独居

高齢者等見守り事業でございます。 

この事業は、ひとり暮らし高齢者等を対象

としました緊急通報装置貸与事業等を、今年

度、令和６年度に事業再編したものとなりま

すが、事業の内容等に変更はございませんが、

令和７年度から実施期間が通年 12 か月とな

りますので、令和６年度より 92 万 1,000 円

の増額となっております。 

説明は以上でございます。 
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御審査いただきまして御決定賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

これより本件に対する質疑を行います。 

はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

たった今説明ありました 230 ページの 13

番、独居高齢者等見守り事業ですが、この費

用はどういう費用ですか。個人負担じゃない

んですか全部。何か補助があるんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

個人負担と社会福祉協議会と豊能町でそれ

ぞれ３分の１ずつ持つっていう形になります。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

私老人会に入ってるんですけれど、たった

今ひとり暮らしになりはった高齢者いらっし

ゃるんですね。会長さんがそこへ行ってこう

いうサービスあるからって言っても無理やり

付けてきたみたいなことを言ってはるんです

けどね。 

こういうのん、老人会に入ってて、ちょっ

としんどそうやなと思った人は会長さんが一

生懸命やってはるんですけど、入ってはれへ

ん人を民生委員さんが丁寧に説明をされてい

るのか伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。民生委員さんにお願いいたしまして、

対象と思われる方のところに説明に行ってい

ただくようにしております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

特にライフリズム監視っていうのトイレに

付けるっていうの、あれはちゃんとしていた

だきたいなと思うんですね、しんどいからボ

タンを押すことぐらいできるかもしれないけ

ど中で倒れてはったりするっていうこともあ

るんで、それも併せてやっていただきたいと

思います。 

要望です。 

○委員長（中川敦司君） 

要望ね。 

ほかいいですか。 

私のほうからよろしいですか。 

この 227 ページ、説明資料 227 ページ及び

228 ページもそうなんですけども。令和これ

６年度はそれなりに金額が計上されてますけ

ども、令和７年度はたった 1,000円っていう

項目がたくさんありまして、例えばで言いま

すと、227 ページのこれは何番目や、８番目

かな、特例居宅介護サービス費給付事業。例

えばこういうね項目とかこの 10 番目なんか

もそうですね、12 番目もそうですけども、

令和７年度は全部 1,000 円という最低金額が

記されてますけども、その辺り何か理由があ

るんですか。 

加藤課長補佐。 

○保険課課長補佐（加藤剛志君） 

はい。保険課の加藤でございます。 

はい。こちらにつきましてはですね令和５

年度の決算のときにですね、全く、この特例

給付事業というのはですねなかなか正しく読

んで字のごとく特例でございまして、特別に

認める場合にサービスを使っていただくとい

うことになるんですが、全く実績がございま

せんでした。はい。 

その額をですね幾ばくかここずっと計上し

ておったんですが、非常にわかりにくいとい

う秋元委員さんからの御指摘を受けましてで
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すね、ただちょっとゼロにするというわけに

はまいりませんので取りあえず枠を押さえた

いというところでですね、最低の金額を上げ

させていただいて、しかもこの特例給付とい

うのは特例分だけでもともと設定するもので

はなくてですねその大本となるものが実は一

つ上とかにある。例えば８番目でありますと

７番目の居宅介護サービス費給付事業でこち

らが大本でございまして、そこから 1,000円

でちょっと下に落としてるといいますか、

1,000 円だけで計上させていただいて予算の

何かあったときはもうその大本からちょっと、

流用させていただいて執行していくというそ

ういう意味での 1,000円ということになりま

す。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

続けてすいません、228 ページをお願いし

たいんですけども。ここも同様に 1,000円だ

けというのは多分実績がなかったというふう

なことでこうなってますが、大体その実績が

なかったというのは、特例何某っていうそう

いうふうな品名やないわ事業名だったんです

けども、１項目だけこれ 23 番かな。228 ペ

ージの 23 番に関しては、特例という文言が

付いてないサービスで、地域密着型介護予防

サービス給付事業。これについては特例とい

う言葉がついてませんがこれもそしたら特例

ではないけども、実績がなかったから 1,000

円という、そういうふうな位置づけというふ

うに考えておいたらよろしいんですか。 

加藤課長補佐。 

○保険課課長補佐（加藤剛志君） 

はい。保険課の加藤でございます。 

はい。委員長おっしゃるとおりでございま

す。 

以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

説明資料の 230 ページ、13 番ですね事業

内容の。独居高齢者等見守り事業、これは増

額されておりますが、どのような構築を図ら

れるのか、内容について伺います。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

もともとございました緊急通報装置の貸与

事業という部分、独居若しくは独居に類する

世帯の方に対しまして緊急通報装置の貸与を

していた部分ですが、緊急時の連絡先の受皿、

協力員でありますとか、緊急時に鍵開けれる

ように前もって鍵を預けておくっていう部分

の預かっていただく方なんかの確保が非常に

難しくなってきたという部分で、何か代わり

になるようなサービスがないかというところ

で、民間の事業者の協力が得られるというこ

とで、社会福祉協議会、もともと鍵預かりな

んかの協力といいますか、事業を実施してま

した社会福祉協議会と豊能町とサービスを実

施する民間事業者の三者でサービスを提供す

るっていう形にさせていただいております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

ありがとうございます。 

独居老人の方が本当に私の住んでる近所に

も大勢いらっしゃるなというふうにお見受け

するんですけども。そのなかなか人手も足ら

ないんじゃないかなというふうに思いますね

今。こないだから話しておりましたけどケア

マネージャーが高齢化してきてるので、そう

いう訪問にしても大変な状況になってきてる

いうことで、独居老人の方には、この緊急通

報システムいうのは前からあって、それを大

いに利用されてきているということになって
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きてるのか。 

それともうこれは独居老人なられたらもう

支給していくいう形になるのか、何人ぐらい

いらっしゃるのかね、その点もちょっとお聞

きしたいと思ってます。 

○委員長（中川敦司君） 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

先ほど説明させていただきましたように、

従前ですとなかなか協力員が得られないとい

うことで、数は一定数のまま横ばいでしたが、

今回の制度に変わりまして、直近で言います

と約 80件ぐらい、今まで 35件ぐらいであり

ましたのが 80 件ぐらいの申請をいただいて

おります。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

それを十分受けられる体制にあるというこ

とでよろしいですか。 

○委員長（中川敦司君） 

岡本課長。 

○健康増進課長（岡本めぐみ君） 

はい。健康増進課、岡本です。 

今回のこの事業の見直しというのは、もと

もとそのあった制度の緊急通報装置に関して

は、緊急時に対応する協力員の方を利用され

る方が自分で家族に頼むとか、近所の方に頼

むとか、場合によっては民生委員の方にお願

いするという形で、なかなかこうハードル的

に高いという状況でした。 

ここを緊急対応の部分も含めて、警備会社

のノウハウを活かして事業を実施するという

形に見直しましたところ、やはり利用しやす

いというふうに感じていただいた方が多いの

だと思うんですけれども、もともと秋山申し

ましたけれどももともと 35 名程度の御利用

だったものが、今現在でも 80 名の御利用の

方を超えて、さらに、まだ随時お申し込みい

ただいてますので、まだ増えていくのかなと

いうふうに思っております。 

この対応に関しましては、なかなかちょっ

と、豊能町にとっても警備会社にとっても、

初めての事業ですので、若干ちょっと時間が

かかってしまったりというところはあるんで

すけれども、当初警備会社と打合せていると

きに、おおむね 150 名ぐらいを想定してます

というお話で進めておりますので、そこまで

は対応、まずはしていただけるのかなという

ふうに思っております。 

逆にそれ以上増えるということになれば、

例えば警備会社の方も、これはちょっと期待

値っていうところもあるんですけれども、例

えば営業所をもう少し近くに設置されたりと

かっていうことも、そういうこともあり得る

というようなお話も聞いておりますので、そ

れはちょっと今後の申込みの状況と運用の状

況を見ながら、また、協議を進めていきたい

というふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

すみません、この緊急通報装置については

あれですよね、いろいろな機能を一つに集約

したみたいなそういうふうなシステムになっ

たというようなことは、わかってるんですけ

ども。もともとの以前の緊急通報システムそ

のものが、電話回線が特定の電話回線しか利

用できなかった。ところが今回のは、この警

備会社のやつは、いろんな電話回線でも利用

できるということで、そういった意味合いで

も、いろんな方が利用しやすくなったという

ふうにも考えれるのかなと思いますが、その

辺りはどうなんでしょうか。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 
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委員長おっしゃられたように、電話回線が

特定されないっていう部分も影響しているの

かなあと思います。 

いい方向に、いい影響出てると思います。 

○委員長（中川敦司君） 

あとこの同じ内容ですけどもこの 207 万

6,000 円という金額、今回計上していただい

てて、今回は丸々１年間 12 か月分っていう

ねそんなふうな意味合いの話でございました

けども。先ほどマックス 150 人ぐらいは対応

してもらえるだろうということでしたけども、

今回のこの金額の設定によりますと、取りあ

えず何人分ぐらいというふうな設定になって

るか、その辺りお伺いします。 

秋山課長補佐。 

○健康増進課課長補佐（秋山力政君） 

はい。健康増進課の秋山でございます。 

はい。先ほど課長が申しました 150 人を設

定して要求しております。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかどうですか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

そうしましたら質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

はい、高尾委員。 

○委員（高尾靖子君） 

第 24 号議案に対しての介護保険に対して

の反対討論をいたします。 

今まで丁寧に説明していただき、また改善

点もたくさん見られているんですが、制度自

身が３年に１度の改定で、高い保険料を払い

続けなければならない、こういう事態がずっ

と続いております。 

今回で介護保険制度が始まって 25 年にな

るんですけれども、高額な保険料は暮らしに

大きな影響を及ぼしている。その上、コロナ

や物価高が続いて暮らしの困難さはコロナ前

に戻るどころかますます厳しい状態です。 

今回は、値上げという話は料金の値上げは

掲げてはおりませんけれども、しかし、大変

苦しい状況になっていることは間違いありま

せん。 

そういうところでの健全な維持をするため

にも、先ほども国保で言いましたけれども、

国に対し国庫負担を大幅に引き上げることを

もっと求めていっていただきたいと思います。 

本予算への反対討論といたします。 

苦しい反対討論ですけれども。 

○委員長（中川敦司君） 

ほかに討論はございませんか。 

ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい、では討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

第 24 号議案、令和７年度豊能町介護保険

特別会計事業勘定予算の件は原案のとおり可

決と認めることに賛成の方は挙手をお願いい

たします。 

   （多数挙手 ４：１） 

○委員長（中川敦司君） 

挙手多数であります。 

よって、第 24 号議案は原案のとおり可決

されました。 

そうしましたら、暫時休憩いたします。 

再開は 17時 15分とさせていただきます。 

  （午後５時 08分 休憩） 

  （午後５時 15分 再開） 

○委員長（中川敦司君） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

第 25 号議案、令和７年度豊能町下水道事

業会計予算の件を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

都市計画課の臼井です。 

お疲れのところよろしくお願いいたします。 



84 

それでは、第 25 号議案、令和７年度豊能

町下水道事業会計予算について御説明申し上

げます。 

着座にて説明させていただきます。 

概要につきましては本会議にて御説明いた

しましたとおりでございますので、予算書６

ページからの令和７年度当初予算実施計画以

降につきまして、要点説明をさせていただき

ます。 

豊能町下水道事業会計予算書６ページを御

覧ください。 

収益的収入及び支出でございます。 

こちらにつきましては、単年度の経常的な

経営活動の予定を示すもので、現金の収支の

有無にかかわらず、事実の発生に基づき計上

するものでございます。 

まず収入でございますが、款１の下水道事

業収益としまして、12 億 9,462 万円を計上

しております。 

項１の営業収益では、２億 3,496 万 5,000

円を計上しており、主なものは、目１の下水

道使用料として２億 2,554 万 4,000 円、目

３の雨水処理に関する一般会計の負担金とし

て 798万 2,000円でございます。 

次に項２の営業外収益につきましては、10

億 5,965 万 5,000 円を計上しており、主な

ものは、目２の下水道事業運営に関する一般

会計の負担金として１億 2,624 万 2,000 円、 

目３の長期前受金戻入として９億 3,338 万

3,000 円で、これは減価償却に伴います国庫

補助金などの前受分を戻し入れするものでご

ざいます。 

予算書７ページを御覧ください。 

次に、支出でございますが、款１の下水道

事業費用としまして、12 億 6,516 万 9,000

円を計上しております。 

項１の営業費用で 12 億 3,334 万 7,000 円

を計上しており、目１の管渠費として、下水

処理場の費用などの流域下水道負担金や管渠、

マンホールポンプの点検清掃委託料や光熱水

費などで１億 2,913 万 8,000 円、目２のポ

ンプ場として、ときわ台中継ポンプ場の管理

委託料や光熱水費など 1,269 万 3,000 円、

目３の浄化槽費として、浄化槽の修繕費や点

検清掃委託料などで 845 万 7,000円、目４の

総係費として営業事務の経費及び下水道事業

経営戦略作成委託業務などとして 5,068 万

9,000 円、そして目５の減価償却費で 10 億

3,237万円でございます。 

また、項２の営業外費用で 3,082 万 2,000

円を計上しており、目１の企業債の利息で

1,882 万 2,000 円、目２の消費税で 1,200 万

円でございます。 

次に、項３の予備費として 100 万円を計上

しております。 

予算書８ページを御覧ください。 

次に、資本的収入及び支出でございます。 

こちらにつきましては、投資的活動の予定

をお示しするものでございます。 

まず収入でございますが、款１の資本的収

入としていたしまして１億 9,960 万 5,000

円を計上しております。 

主なものとしましては、項２の国庫補助金

で 1,000万、これはストックマネジメント事

業に関する社会資本整備総合交付金です。 

 項３の一般会計繰入金は、下水道事業運用

に関する一般会計からの繰入金で 2,491 万

3,000 円、項４の基金繰入金は、下水道建設

基金及び下水道債管理基金からの繰入金で

1,319 万 1,000 円、項５の企業債は、下水道

債や資本費平準化債などで１億 5,150万を計

上しております。 

次に予算書９ページを御覧ください。 

次に、支出ですが、款１の資本的支出とし

ていたしまして２億 4,476 万 3,000 円を計

上しております。 

項１の建設改良費として１億 1,580 万

1,000 円で、目１．管渠建設改良費としまし
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て 8,548 万 6,000 円を計上しており、主な

ものとしまして、ストックマネジメント事業

の点検調査委託料及び改築更新工事費、また

マンホールポンプ監視システムの更新費用な

どでございます。目２のポンプ場建設改良費

として 700 万を計上しており、これはときわ

台中継ポンプ場の機器整備費用です。目４の

流域下水道建設負担金として 2,282万円を計

上しております。 

次に、項３の企業債償還金で１億 2,878 万

1,000 円を企業債の元金償還分として計上し

ております。 

続きまして予算書 10 ページを御覧くださ

い。令和７年度豊能町下水道事業予定キャッ

シュ・フロー計算書について御説明いたしま

す。 

キャッシュ・フロー計算書は、令和７年４

月１日から令和８年３月 31 日までの１年間

の現金の増減を１．業務活動、２．投資活動

及び３．財務活動の三つに区分して表示した

ものでございます。 

豊能町下水道事業会計の令和７年４月１日

の期首から令和８年３月 31 日の期末までの

動きとして、10 ページの右下、３億 2,105

万 6,000円が現金として残る計算になります。 

これにつきましては 17 ページの貸借対照

表の現金預金に対応しております。 

次に、予算書 11 ページから 15 ページにつ

きましては給与費明細書で、職員数や給与関

係を記載しております。 

予算書 16 ページにつきましては、債務負

担行為に関する調書です。 

予算書 17 ページを御覧ください。令和７

年度豊能町下水道事業予定貸借対照表でござ

います。 

これは予算における経営活動を実施した結

果として予定されてます令和８年３月 31 日

時点の財務状況をお示しするものでございま

す。 

資産合計 185億 7,745万 9,000円は、負債

合計 152 億 8,527 万 2,000 円と資本合計 32

億 9,218 万 7,000 円の財源で賄えるという

状況をお示ししております。 

予算書 18 ページを御覧ください。令和６

年度豊能町下水道事業予定損益計算書でござ

います。 

こちらは前年度の収益的収入及び支出の収

支を表すものであり、経営成績をお示しする

ものです。 

経営利益 8,692 万 7,000 円から特別損失

971 万円と予備費 90 万 9,000 円を差し引い

た金額 7,630 万 8,000 円の黒字を見込んで

おります。 

予算書 19 ページを御覧ください。令和６

年度豊能町下水道事業予定貸借対照表でござ

います。 

こちらは前年度予算における経営活動を実

施した結果として予定したものであり、令和

７年３月 31 日時点の財政状況をお示しする

ものです。 

資産合計 194億 2,611万 7,000円は、負債

合計 161 億 7,028 万 7,000 円と資本合計 32

億 5,583万円の財源で賄えるという状況を示

しております。 

最後に、予算書 20 ページから 22 ページを

御覧ください。令和７年度の会計方針や手続

に関する注記表でございます。 

21 ページの２．セグメント情報といたし

まして、豊能町下水道事業会計を公共下水道

事業、特定環境保全公共下水道事業、個別排

水処理事業の三つのセグメントに分け、⑴で

はそれぞれの事業の概要を、⑵では報告セグ

メントごとの営業収益などを記載しておりま

す。 

都市計画課からの説明は以上でございます。 

御審査いただき、御決定承りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

以上です。 
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○委員長（中川敦司君） 

はい、それでは本件に対する質疑を行いま

す。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

管野です。 

去年も伺ったんですが、水道を使う量が減

って、なので下水道料金も少ないです。私も

２か月でたった 6,000円しか払ってへんのに、

こうやってストックマネジメント計画で、埼

玉県みたいになれへんかなと思って心配もし

てるんですけど。 

それで、繰出金を豊能町から１億 4,679 万

と浄化槽の分で 1,200 万、トータルで１億

5,900 何万っていうのが出てるんですけれど

も、この基準は、どういうふうに算出されて

るんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

算出根拠なんですけれども、国が示した基

準に基づいて算出しております。 

以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

ここで雨水の負担金も入っているっていう

ことですか。下水だけではなくて。 

○委員長（中川敦司君） 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。委員のおっしゃるとおりです。雨水

も入っております。 

○委員長（中川敦司君） 

ほか質問ありますか。 

質疑ありますか。 

いいですか。 

私のほうからちょっとお伺いします。 

これ何ページやな。17 ページの貸借対照

表ですね、これは令和８年度、１年後の３月

31 日でこうなるだろうみたいなね数値の中

でお伺いしたいと思います。 

１の固定資産の中の有形固定資産のロです

ね、ロやないわハですね構築物。これは 165

億 6,714 万 9,000 円ということで、１年後

の数値はこうなるだろうというふうになって

ますが、そして現在これ何ページやな、19

ページですかね、令和７年の３月末時点でこ

うなりますっていうところの、同じく固定資

産ですね、構築物のところの数字が 165 億

1,923 万 2,000 円ですけども、約どれぐらい

これ構築物として上がってんのかな 4,000何

ぼ差があるんですかね。 

その辺りこの構築物で 4,000 万ぐらいこの

１年で積み上がるっていうのは、どういう内

容というふうに考えておいたらよろしいんで

しょうか。 

○都市計画課長（吉澤 亘君） 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。令和６年度から随時実施している管

更生、要は管の補修工事ですね、そちらの分

で古いやつをリニューアルしてるんでその分

の構築物、管渠の分の固定資産のほうが上が

っています。 

以上であります。 

○委員長（中川敦司君） 

同じように、次は、固定資産の二なるかな、

機械及び装置。こちらも令和７年末の時点と

比べて１年後には何千万かアップしてますが、

この辺りの内容はどういったものがアップす

ると考えておいたらよろしいんでしょうか。 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

これはマンホールポンプ場、以前にもお話

しさせていただいたとおりなんですけども、

下水を送るのに自然流下で本来であれば水を

送るんですが、高いところ、低いところへ集
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まって高いところへ上げるところには、豊能

町では 50 何基マンホールポンプ設置してお

ります。それの更新工事にかかった費用にな

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

あと１点お伺いします。次はこの固定資産

のホですね。車両及び運搬具っていう形でこ

の１年後にはこれ 60 万 1,000 円になってる

のかな。これも若干数値が上がってると思い

ますが、この辺りの何がアップ、アップいう

かね、追加になってるのか、お伺いします。 

臼井課長補佐。 

○都市計画課課長補佐（臼井信一郎君） 

はい。６年度においては、直営で工事をす

るときの際に、今先ほど申しましたマンホー

ルポンプ、そちらが、マンホールの下に埋ま

っているんですけれども、そちらの上げる機

械を購入した金額になります。 

ジャッキでマンホールをつり上げる機械が

あるんですけども、そちらの機械を購入しま

したそちらの費用となります。 

○委員長（中川敦司君） 

ありがとうございます。 

ほかどうですか。 

管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

今の繰出金が国の基準とおっしゃいました

けれど、料金改定が繰出金の何て言うか、増

額。これはどういう関係になっているんです

か。 

○委員長（中川敦司君） 

はい、立川主査。 

○都市計画課主査（立川哲也君） 

直接料金改定とですね繰出基準というのは

直接の関係はないんですけども、全体として

維持管理に係る部分につきまして、基本的に

は料金収入で賄うということになってますの

で、維持管理がしんどくなってきた場合につ

いて料金改定を考えないといけないというふ

うに思っております。 

○委員長（中川敦司君） 

ほか、ありませんか。 

なければ、質疑を終結いたしますがよろし

いですか。 

   （「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  はい。では以上で質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

では討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

第 25 号議案、令和７年度豊能町下水道事

業会計予算の件は、原案のとおり可決と認め

ることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

    （全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

挙手全員ですね。 

よって、第 25 号議案は原案のとおり可決

されました。 

以上で予算特別委員会に付された案件は全

て終了いたしました。 

よって、閉会したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

はい。異議なしと認めます。 

よって、本委員会は閉会することに決定を

いたしました。 

本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶が

ございます。 

はい、上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

はい。予算特別委員会の閉会に当たりまし

て、御挨拶をさせていただきます。 

本日といいますか先日、昨日ですね、御提

案させていただきまして、本日も御提案させ
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ていただきましたけれども、本当に慎重にで

すね御審査を賜りました。ありがとうござい

ます。 

その上にですね、適切に御決定を賜ったと

思ってございます。誠にありがとうございま

した。 

多くの御意見を本当にいただいたと思って

ございます。いただきました御意見につきま

しては、執行のときにですねしっかりと配慮

させていただいてですね、適切に執行をして

まいりたいと思ってございますので、引き続

きの御支援、御協力、お力添えをいただきま

すようにお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますが、閉会に当たりましての、私から

の御挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

○委員長（中川敦司君） 

では以上をもちまして、令和７年度豊能町

議会３月定例会議、予算特別委員会を閉会い

たします。 

皆様、お疲れ様でございました。 

 

    午後５時 38分 閉会 
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